
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
一
号

電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七

号
）
及
び
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政

令
第
三
百
十
八
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を

実
施
す
る
た
め
、
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章
　
管
理
区
域
並
び
に
線
量
の
限
度
及
び
測
定

（
第
三
条―

第
九
条
）

第
三
章
　
外
部
放
射
線
の
防
護
（
第
十
条―

第
二
十
一

条
）

第
四
章
　
汚
染
の
防
止

第

一

節

　

放
射
性
物
質
（
事
故
由
来
放
射
性
物
質
を

除
く
。
）
に
係
る
汚
染
の
防
止
（
第
二
十

二
条―

第
四
十
一
条
の
二
）

第

二

節

　

事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
係
る
汚
染
の
防

止
（
第
四
十
一
条
の
三―

第
四
十
一
条
の

十
）

第
四
章
の
二
　
特
別
な
作
業
の
管
理
（
第
四
十
一
条
の

十
一―

第
四
十
一
条
の
十
四
）

第
五
章
　
緊
急
措
置
（
第
四
十
二
条―

第
四
十
五
条
）

第

六

章

　

エ
ツ
ク
ス
線
作
業
主
任
者
及
び
ガ
ン
マ
線
透

過
写
真
撮
影
作
業
主
任
者
（
第
四
十
六
条―

第
五
十
二
条
の
四
の
五
）

第
六
章
の
二
　
特
別
の
教
育
（
第
五
十
二
条
の
五―

第

五
十
二
条
の
九
）

第
七
章
　
作
業
環
境
測
定
（
第
五
十
三
条―

第
五
十
五

条
）

第
八
章
　
健
康
診
断
（
第
五
十
六
条―

第
五
十
九
条
）

第

九

章

　

指
定
緊
急
作
業
等
従
事
者
等
に
係
る
記
録
等

の
提
出
等
（
第
五
十
九
条
の
二
・
第
五
十
九

条
の
三
）

第
十
章
　
雑
則
（
第
六
十
条―

第
六
十
二
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
放
射
線
障
害
防
止
の
基
本
原
則
）

第
一
条
　
事
業
者
は
、
労
働
者
が
電
離
放
射
線
を
受
け
る

こ
と
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
定
義
等
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
で
「
電
離
放
射
線
」
（
以
下
「
放
射

線
」
と
い
う
。
）
と
は
、
次
の
粒
子
線
又
は
電
磁
波
を

い
う
。

一
　
ア
ル
フ
ア
線
、
重
陽
子
線
及
び
陽
子
線

二
　
ベ
ー
タ
線
及
び
電
子
線

三
　
中
性
子
線

四
　
ガ
ン
マ
線
及
び
エ
ツ
ク
ス
線

２
　
こ
の
省
令
で
「
放
射
性
物
質
」
と
は
、
放
射
線
を
放

出
す
る
同
位
元
素
（
以
下
「
放
射
性
同
位
元
素
」
と
い

う
。
）
、
そ
の
化
合
物
及
び
こ
れ
ら
の
含
有
物
で
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

一
　
放
射
性
同
位
元
素
が
一
種
類
で
あ
り
、
か
つ
、
別

表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類

に
応
じ
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
数
量
及
び
第
三

欄
に
掲
げ
る
濃
度
を
超
え
る
も
の

二
　
放
射
性
同
位
元
素
が
一
種
類
で
あ
り
、
か
つ
、
別

表
第
二
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類

に
応
じ
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
数
量
を
超
え
る

も
の
。
た
だ
し
、
そ
の
濃
度
が
七
十
四
ベ
ク
レ
ル
毎

グ
ラ
ム
以
下
の
固
体
の
も
の
及
び
密
封
さ
れ
た
も
の

で
そ
の
数
量
が
三
・
七
メ
ガ
ベ
ク
レ
ル
以
下
の
も
の

を
除
く
。

三
　
放
射
性
同
位
元
素
が
二
種
類
以
上
で
あ
り
、
か

つ
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ

る
も
の
で
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
も
の

イ
　
別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元

素
の
そ
れ
ぞ
れ
の
数
量
の
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
数
量
に
対
す
る
割
合
の
和
が
一
を
超
え
る
も
の

ロ
　
別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元

素
の
そ
れ
ぞ
れ
の
濃
度
の
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ

る
濃
度
に
対
す
る
割
合
の
和
が
一
を
超
え
る
も
の

四
　
放
射
性
同
位
元
素
が
二
種
類
以
上
で
あ
り
、
か

つ
、
前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て

は
、
別
表
第
一
の
第
一
欄
又
は
別
表
第
二
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
そ
れ
ぞ
れ
の
数
量
の

別
表
第
一
の
第
二
欄
又
は
別
表
第
二
の
第
二
欄
に
掲

げ
る
数
量
に
対
す
る
割
合
の
和
が
一
を
超
え
る
も

の
。
た
だ
し
、
そ
の
濃
度
が
七
十
四
ベ
ク
レ
ル
毎
グ

ラ
ム
以
下
の
固
体
の
も
の
及
び
密
封
さ
れ
た
も
の
で

そ
の
数
量
が
三
・
七
メ
ガ
ベ
ク
レ
ル
以
下
の
も
の
を

除
く
。

３
　
こ
の
省
令
で
「
放
射
線
業
務
」
と
は
、
労
働
安
全
衛

生
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
二
に

掲
げ
る
業
務
（
第
五
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
放
射
線

業
務
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
東
日
本
大
震
災
に
よ

り
生
じ
た
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
を

除
染
す
る
た
め
の
業
務
等
に
係
る
電
離
放
射
線
障
害
防

止
規
則
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
二

号
。
以
下
「
除
染
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
七
項
第

一
号
に
規
定
す
る
土
壌
等
の
除
染
等
の
業
務
、
同
項
第

二
号
に
規
定
す
る
廃
棄
物
収
集
等
業
務
及
び
同
項
第
三

号
に
規
定
す
る
特
定
汚
染
土
壌
等
取
扱
業
務
を
除
く
。
）

を
い
う
。

４
　
令
別
表
第
二
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
放

射
性
物
質
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
放
射
性
物
質
と
す

る
。

第
二
章
　
管
理
区
域
並
び
に
線
量
の
限
度
及
び

測
定

（
管
理
区
域
の
明
示
等
）

第
三
条
　
放
射
線
業
務
を
行
う
事
業
の
事
業
者
（
第
六
十

二
条
を
除
き
、
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
区
域
（
以
下
「
管
理

区
域
」
と
い
う
。
）
を
標
識
に
よ
つ
て
明
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
外
部
放
射
線
に
よ
る
実
効
線
量
と
空
気
中
の
放
射

性
物
質
に
よ
る
実
効
線
量
と
の
合
計
が
三
月
間
に
つ

き
一
・
三
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
る
お
そ
れ
の
あ

る
区
域

二
　
放
射
性
物
質
の
表
面
密
度
が
別
表
第
三
に
掲
げ
る

限
度
の
十
分
の
一
を
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
区
域

２
　
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
外
部
放
射
線
に
よ
る
実
効

線
量
の
算
定
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
に
よ

つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質

に
よ
る
実
効
線
量
の
算
定
は
、
一
・
三
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル

ト
に
一
週
間
の
労
働
時
間
中
に
お
け
る
空
気
中
の
放
射

性
物
質
の
濃
度
の
平
均
（
一
週
間
に
お
け
る
労
働
時
間

が
四
十
時
間
を
超
え
、
又
は
四
十
時
間
に
満
た
な
い
と

き
は
、
一
週
間
の
労
働
時
間
中
に
お
け
る
空
気
中
の
放

射
性
物
質
の
濃
度
の
平
均
に
当
該
労
働
時
間
を
四
十
時

間
で
除
し
て
得
た
値
を
乗
じ
て
得
た
値
。
以
下
「
週
平

均
濃
度
」
と
い
う
。
）
の
三
月
間
に
お
け
る
平
均
の
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
限
度
の
十
分
の
一
に
対
す
る
割

合
を
乗
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

４
　
事
業
者
は
、
必
要
の
あ
る
者
以
外
の
者
を
管
理
区
域

に
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

５
　
事
業
者
は
、
管
理
区
域
内
の
見
や
す
い
場
所
に
、
第

八
条
第
三
項
の
放
射
線
測
定
器
の
装
着
に
関
す
る
注
意

事
項
、
放
射
性
物
質
の
取
扱
い
上
の
注
意
事
項
、
事
故

が
発
生
し
た
場
合
の
応
急
の
措
置
等
放
射
線
に
よ
る
労

働
者
の
健
康
障
害
の
防
止
に
必
要
な
事
項
を
掲
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
施
設
等
に
お
け
る
線
量
の
限
度
）

第
三
条
の
二
　
事
業
者
は
、
第
十
五
条
第
一
項
の
放
射
線

装
置
室
、
第
二
十
二
条
第
二
項
の
放
射
性
物
質
取
扱
作

業
室
、
第
三
十
三
条
第
一
項
（
第
四
十
一
条
の
九
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
貯
蔵
施
設
、
第
三

十
六
条
第
一
項
の
保
管
廃
棄
施
設
、
第
四
十
一
条
の
四

第
二
項
の
事
故
由
来
廃
棄
物
等
取
扱
施
設
又
は
第
四
十

一
条
の
八
第
一
項
の
埋
立
施
設
に
つ
い
て
、
遮
蔽
壁
、

防
護
つ
い
立
て
そ
の
他
の
遮
蔽
物
を
設
け
、
又
は
局
所

排
気
装
置
若
し
く
は
放
射
性
物
質
の
ガ
ス
、
蒸
気
若
し

く
は
粉
じ
ん
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
を
設
け
る
等

に
よ
り
、
労
働
者
が
常
時
立
ち
入
る
場
所
に
お
け
る
外

部
放
射
線
に
よ
る
実
効
線
量
と
空
気
中
の
放
射
性
物
質

に
よ
る
実
効
線
量
と
の
合
計
を
一
週
間
に
つ
き
一
ミ
リ

シ
ー
ベ
ル
ト
以
下
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
外
部
放

射
線
に
よ
る
実
効
線
量
の
算
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
第
一
項
に
規
定
す
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
に
よ
る

実
効
線
量
の
算
定
は
、
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
に
週
平
均

濃
度
の
前
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
限
度

に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
放
射
線
業
務
従
事
者
の
被
ば
く
限
度
）

第
四
条
　
事
業
者
は
、
管
理
区
域
内
に
お
い
て
放
射
線
業

務
に
従
事
す
る
労
働
者
（
以
下
「
放
射
線
業
務
従
事

者
」
と
い
う
。
）
の
受
け
る
実
効
線
量
が
五
年
間
に
つ

き
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
ず
、
か
つ
、
一
年
間
に

つ
き
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
女
性
の

放
射
線
業
務
従
事
者
（
妊
娠
す
る
可
能
性
が
な
い
と
診

断
さ
れ
た
も
の
及
び
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
放
射

線
業
務
従
事
者
を
除
く
。
）
の
受
け
る
実
効
線
量
に
つ

い
て
は
、
三
月
間
に
つ
き
五
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え

な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
管
理
区
域
内
に
お
け
る
放
射
線
業
務
の

一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負

人
に
対
し
、
当
該
放
射
線
業
務
に
従
事
す
る
者
の
受
け

る
実
効
線
量
が
第
一
項
に
規
定
す
る
限
度
を
超
え
な
い

よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
旨
及
び
当
該
放
射
線
業
務
に

従
事
す
る
女
性
（
妊
娠
す
る
可
能
性
が
な
い
と
診
断
さ

れ
た
も
の
及
び
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
女
性
を
除

く
。
）
の
受
け
る
実
効
線
量
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
に
規
定
す
る
限
度
を
超
え

な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
　
事
業
者
は
、
放
射
線
業
務
従
事
者
の
受
け
る
等

価
線
量
が
、
眼
の
水
晶
体
に
受
け
る
も
の
に
つ
い
て
は

五
年
間
に
つ
き
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
及
び
一
年
間
に
つ

き
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
、
皮
膚
に
受
け
る
も
の
に

つ
い
て
は
一
年
間
に
つ
き
五
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
、

そ
れ
ぞ
れ
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２
　
事
業
者
は
、
管
理
区
域
内
に
お
け
る
放
射
線
業
務
の

一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負

人
に
対
し
、
当
該
放
射
線
業
務
に
従
事
す
る
者
の
受
け

る
等
価
線
量
が
、
前
項
に
規
定
す
る
限
度
を
超
え
な
い

よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
六
条
　
事
業
者
は
、
妊
娠
と
診
断
さ
れ
た
女
性
の
放
射

線
業
務
従
事
者
の
受
け
る
線
量
が
、
妊
娠
と
診
断
さ
れ

た
と
き
か
ら
出
産
ま
で
の
間
（
以
下
「
妊
娠
中
」
と
い

う
。
）
に
つ
き
次
の
各
号
に
掲
げ
る
線
量
の
区
分
に
応

じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
値
を
超
え
な
い

よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
内
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
に
つ
い
て
は
、
一

ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

二
　
腹
部
表
面
に
受
け
る
等
価
線
量
に
つ
い
て
は
、
二

ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

２
　
事
業
者
は
、
管
理
区
域
内
に
お
け
る
放
射
線
業
務
の

一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負

人
に
対
し
、
当
該
放
射
線
業
務
に
従
事
す
る
者
の
う
ち

妊
娠
と
診
断
さ
れ
た
女
性
の
受
け
る
線
量
が
、
妊
娠
中

に
つ
き
前
項
各
号
に
掲
げ
る
線
量
の
区
分
に
応
じ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
値
を
超
え
な
い
よ
う
に

す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
緊
急
作
業
時
に
お
け
る
被
ば
く
限
度
）

第
七
条
　
事
業
者
は
、
第
四
十
二
条
第
一
項
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
事
故
が
発
生
し
、
同
項
の
区
域
が
生

じ
た
場
合
に
お
け
る
放
射
線
に
よ
る
労
働
者
の
健
康
障

害
を
防
止
す
る
た
め
の
応
急
の
作
業
（
以
下
「
緊
急
作

業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
と
き
は
、
当
該
緊
急
作
業
に

従
事
す
る
男
性
及
び
妊
娠
す
る
可
能
性
が
な
い
と
診
断

さ
れ
た
女
性
の
放
射
線
業
務
従
事
者
に
つ
い
て
は
、
第

四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
限
度
を
超
え
て
放
射

線
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
緊
急
作
業
に
従
事
す

る
間
に
受
け
る
線
量
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
線
量
の

区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
値
を

超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
実
効
線
量
に
つ
い
て
は
、
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

二
　
眼
の
水
晶
体
に
受
け
る
等
価
線
量
に
つ
い
て
は
、

三
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

三
　
皮
膚
に
受
け
る
等
価
線
量
に
つ
い
て
は
、
一
シ
ー

ベ
ル
ト

３
　
前
項
の
規
定
は
、
放
射
線
業
務
従
事
者
以
外
の
男
性

及
び
妊
娠
す
る
可
能
性
が
な
い
と
診
断
さ
れ
た
女
性
の

労
働
者
で
、
緊
急
作
業
に
従
事
す
る
も
の
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

４
　
事
業
者
は
、
緊
急
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負

わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
当
該
緊
急
作

業
に
従
事
す
る
男
性
及
び
妊
娠
す
る
可
能
性
が
な
い
と

診
断
さ
れ
た
女
性
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
第
三
項
及
び

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規

定
に
規
定
す
る
限
度
を
超
え
て
放
射
線
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
事
業
者
は
、
同
項
の
請
負

人
に
対
し
、
同
項
の
緊
急
作
業
に
従
事
す
る
男
性
及
び

妊
娠
す
る
可
能
性
が
な
い
と
診
断
さ
れ
た
女
性
が
当
該

緊
急
作
業
に
従
事
す
る
間
に
受
け
る
線
量
は
、
第
二
項

各
号
に
掲
げ
る
線
量
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
値
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が

あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
例
緊
急
被
ば
く
限
度
）

第
七
条
の
二
　
前
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労

働
大
臣
は
、
当
該
緊
急
作
業
に
係
る
事
故
の
状
況
そ
の

他
の
事
情
を
勘
案
し
、
実
効
線
量
に
つ
い
て
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
緊
急
作
業
に

従
事
す
る
間
に
受
け
る
実
効
線
量
の
限
度
の
値
（
二
百

五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
限
る
。

以
下
「
特
例
緊
急
被
ば
く
限
度
」
と
い
う
。
）
を
別
に

定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
直
ち
に
、
特

例
緊
急
被
ば
く
限
度
を
二
百
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
と

定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法

律
第
百
五
十
六
号
。
次
号
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い

て
「
原
災
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
に
規
定
す
る
政

令
で
定
め
る
事
象
の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

も
の
が
発
生
し
た
場
合

二
　
原
災
法
第
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合

３
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
例
緊

急
被
ば
く
限
度
を
別
に
定
め
た
場
合
に
は
、
当
該
特
例

緊
急
被
ば
く
限
度
に
係
る
緊
急
作
業
（
以
下
「
特
例
緊

急
作
業
」
と
い
う
。
）
に
従
事
す
る
者
（
次
条
に
お
い

て
「
特
例
緊
急
作
業
従
事
者
」
と
い
う
。
）
が
受
け
た

線
量
、
当
該
特
例
緊
急
作
業
に
係
る
事
故
の
収
束
の
た

め
に
必
要
と
な
る
作
業
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案

し
、
こ
れ
を
変
更
し
、
か
つ
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に

こ
れ
を
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
特
例
緊
急
被
ば
く
限
度
を
別
に
定
め
た
と
き
は
、

当
該
特
例
緊
急
作
業
及
び
当
該
特
例
緊
急
被
ば
く
限
度

を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
、
又

は
廃
止
し
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

第
七
条
の
三
　
事
業
者
は
、
原
災
法
第
八
条
第
三
項
に
規

定
す
る
原
子
力
防
災
要
員
、
原
災
法
第
九
条
第
一
項
に

規
定
す
る
原
子
力
防
災
管
理
者
又
は
同
条
第
三
項
に
規

定
す
る
副
原
子
力
防
災
管
理
者
（
第
五
十
二
条
の
九
に

お
い
て
「
原
子
力
防
災
要
員
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の

者
に
つ
い
て
は
、
特
例
緊
急
作
業
に
従
事
さ
せ
て
は
な

ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
特
例
緊
急
被
ば
く
限
度
が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、

第
七
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
例
緊
急
作
業
従
事
者
に
つ
い

て
、
同
号
に
規
定
す
る
限
度
を
超
え
て
放
射
線
を
受
け

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

特
例
緊
急
作
業
に
従
事
す
る
間
に
受
け
る
実
効
線
量

は
、
当
該
特
例
緊
急
被
ば
く
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
特
例
緊
急
作
業
従
事
者
に
つ
い
て
、
当

該
特
例
緊
急
作
業
に
係
る
事
故
の
状
況
に
応
じ
、
放
射

線
を
受
け
る
こ
と
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
す
る
よ
う
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
事
業
者
は
、
特
例
緊
急
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請

け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
当
該
特

例
緊
急
作
業
に
従
事
す
る
間
に
受
け
る
実
効
線
量
は
、

当
該
特
例
緊
急
作
業
に
係
る
特
例
緊
急
被
ば
く
限
度
を

超
え
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
旨
及
び
当
該
特
例

緊
急
作
業
に
係
る
事
故
の
状
況
に
応
じ
、
放
射
線
を
受

け
る
こ
と
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
す
る
よ
う
に
努
め
る

必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
ら
な
い
。

（
線
量
の
測
定
）

第
八
条
　
事
業
者
は
、
放
射
線
業
務
従
事
者
、
緊
急
作
業

に
従
事
す
る
労
働
者
及
び
管
理
区
域
に
一
時
的
に
立
ち

入
る
労
働
者
の
管
理
区
域
内
に
お
い
て
受
け
る
外
部
被

ば
く
に
よ
る
線
量
及
び
内
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
を
測

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
の
測

定
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
、
三
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
線
量
当
量
及
び
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当

量
の
う
ち
、
実
効
線
量
及
び
等
価
線
量
の
別
に
応
じ

て
、
放
射
線
の
種
類
及
び
そ
の
有
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

値
に
基
づ
き
、
当
該
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
を
算
定

す
る
た
め
に
適
切
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
行
う

も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
の

測
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
部
位
に
放
射
線
測
定
器

を
装
着
さ
せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

放
射
線
測
定
器
を
用
い
て
こ
れ
を
測
定
す
る
こ
と
が
著

し
く
困
難
な
場
合
に
は
、
放
射
線
測
定
器
に
よ
つ
て
測

定
し
た
線
量
当
量
率
を
用
い
て
算
出
し
、
こ
れ
が
著
し

く
困
難
な
場
合
に
は
、
計
算
に
よ
つ
て
そ
の
値
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
男
性
又
は
妊
娠
す
る
可
能
性
が
な
い
と
診
断
さ
れ

た
女
性
に
あ
つ
て
は
胸
部
、
そ
の
他
の
女
性
に
あ
つ

て
は
腹
部

二
　
頭
・

け
い頸

部
、
胸
・
上
腕
部
及
び
腹
・
大

た
い腿

部
の
う

ち
、

も
多
く
放
射
線
に
さ
ら
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ

る
部
位
（
こ
れ
ら
の
部
位
の
う
ち

も
多
く
放
射
線

に
さ
ら
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
位
が
男
性
又
は
妊

娠
す
る
可
能
性
が
な
い
と
診
断
さ
れ
た
女
性
に
あ
つ

て
は
胸
部
・
上
腕
部
、
そ
の
他
の
女
性
に
あ
つ
て
は

腹
・
大

た
い腿

部
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

三
　

も
多
く
放
射
線
に
さ
ら
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る

部
位
が
頭
・

け
い頸

部
、
胸
・
上
腕
部
及
び
腹
・
大

た
い腿

部

以
外
の
部
位
で
あ
る
と
き
は
、
当
該

も
多
く
放
射

線
に
さ
ら
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
位
（
中
性
子
線

の
場
合
を
除
く
。
）

４
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
内
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
の

測
定
は
、
管
理
区
域
の
う
ち
放
射
性
物
質
を
吸
入
摂
取

し
、
又
は
経
口
摂
取
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
立
ち

入
る
者
に
つ
い
て
、
三
月
以
内
（
緊
急
作
業
に
従
事
す

る
男
性
及
び
妊
娠
す
る
可
能
性
が
な
い
と
診
断
さ
れ
た

女
性
、
一
月
間
に
受
け
る
実
効
線
量
が
一
・
七
ミ
リ
シ

ー
ベ
ル
ト
を
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
女
性
（
妊
娠
す
る

可
能
性
が
な
い
と
診
断
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
並
び

に
妊
娠
中
の
女
性
に
あ
つ
て
は
一
月
以
内
）
ご
と
に
一

回
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
誤
つ
て
放

射
性
物
質
を
吸
入
摂
取
し
、
又
は
経
口
摂
取
し
た
と
き

は
、
当
該
吸
入
摂
取
又
は
経
口
摂
取
の
後
速
や
か
に
行

う
も
の
と
す
る
。

５
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
内
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
の

測
定
に
当
た
つ
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
方
法

に
よ
つ
て
そ
の
値
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

６
　
放
射
線
業
務
従
事
者
、
緊
急
作
業
に
従
事
す
る
労
働

者
及
び
管
理
区
域
に
一
時
的
に
立
ち
入
る
労
働
者
は
、

第
三
項
た
だ
し
書
の
場
合
を
除
き
、
管
理
区
域
内
に
お

い
て
、
放
射
線
測
定
器
を
装
着
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

７
　
事
業
者
は
、
管
理
区
域
内
に
お
け
る
放
射
線
業
務
、

緊
急
作
業
及
び
管
理
区
域
に
一
時
的
に
立
ち
入
る
作
業

（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
管
理
区
域
内
放

射
線
業
務
等
」
と
い
う
。
）
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け

負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
当
該
管
理

区
域
内
放
射
線
業
務
等
に
従
事
す
る
者
が
管
理
区
域
内

に
お
い
て
受
け
る
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
及
び
内
部

被
ば
く
に
よ
る
線
量
を
、
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
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定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
測
定
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周

知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
事
業
者
は
、
管
理
区
域
内
放
射
線
業
務
等
の
一
部
を

請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対

し
、
第
三
項
た
だ
し
書
の
場
合
を
除
き
、
管
理
区
域
内

に
お
い
て
放
射
線
測
定
器
を
装
着
す
る
必
要
が
あ
る
旨

を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
線
量
の
測
定
結
果
の
確
認
、
記
録
等
）

第
九
条
　
事
業
者
は
、
一
日
に
お
け
る
外
部
被
ば
く
に
よ

る
線
量
が
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
に
つ
い
て
一

ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
労
働
者
に

つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
外
部
被
ば
く

に
よ
る
線
量
の
測
定
の
結
果
を
毎
日
確
認
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
条
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ

る
測
定
又
は
計
算
の
結
果
に
基
づ
き
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
を
、
遅
滞
な
く
、
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
、
こ
れ
を

記
録
し
、
こ
れ
を
三
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
当
該
記
録
を
五
年
間
保
存
し
た
後
に
お

い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
機
関
に
引
き
渡
す

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
男
性
又
は
妊
娠
す
る
可
能
性
が
な
い
と
診
断
さ
れ

た
女
性
（
次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）
の
実
効
線
量
の
三
月
ご
と
、
一
年
ご
と
及
び

五
年
ご
と
の
合
計

二
　
男
性
又
は
妊
娠
す
る
可
能
性
が
な
い
と
診
断
さ
れ

た
女
性
（
五
年
間
に
お
い
て
、
実
効
線
量
が
一
年
間

に
つ
き
二
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
た
こ
と
の
な

い
も
の
に
限
り
、
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

の
実
効
線
量
の
三
月
ご
と
及
び
一
年
ご
と
の
合
計

三
　
男
性
又
は
妊
娠
す
る
可
能
性
が
な
い
と
診
断
さ
れ

た
女
性
（
緊
急
作
業
に
従
事
す
る
も
の
に
限
る
。
）

の
実
効
線
量
の
一
月
ご
と
、
一
年
ご
と
及
び
五
年
ご

と
の
合
計

四
　
女
性
（
妊
娠
す
る
可
能
性
が
な
い
と
診
断
さ
れ
た

も
の
を
除
く
。
）
の
実
効
線
量
の
一
月
ご
と
、
三
月

ご
と
及
び
一
年
ご
と
の
合
計
（
一
月
間
に
受
け
る
実

効
線
量
が
一
・
七
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
る
お
そ

れ
の
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
三
月
ご
と
及
び
一
年

ご
と
の
合
計
）

五
　
人
体
の
組
織
別
の
等
価
線
量
の
三
月
ご
と
及
び
一

年
ご
と
の
合
計
（
眼
の
水
晶
体
に
受
け
た
等
価
線
量

に
あ
つ
て
は
、
三
月
ご
と
、
一
年
ご
と
及
び
五
年
ご

と
の
合
計
）

六
　
妊
娠
中
の
女
性
の
内
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量

及
び
腹
部
表
面
に
受
け
る
等
価
線
量
の
一
月
ご
と
及

び
妊
娠
中
の
合
計

３
　
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
に
基
づ
き
、

放
射
線
業
務
従
事
者
に
同
項
各
号
に
掲
げ
る
線
量
を
、

遅
滞
な
く
、
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章
　
外
部
放
射
線
の
防
護

（
照
射
筒
等
）

第
十
条
　
事
業
者
は
、
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
（
エ
ッ
ク
ス
線

を
発
生
さ
せ
る
装
置
で
、
令
別
表
第
二
第
二
号
の
装
置

以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
令
第
十

三
条
第
三
項
第
二
十
二
号
に
掲
げ
る
エ
ッ
ク
ス
線
装
置

（
以
下
「
特
定
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
」
と
い
う
。
）
を
使
用

す
る
と
き
は
、
利
用
線

す
い錐

の
放
射
角
が
そ
の
使
用
の
目

的
を
達
す
る
た
め
に
必
要
な
角
度
を
超
え
な
い
よ
う
に

す
る
た
め
の
照
射
筒
又
は
し
ぼ
り
を
用
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
照
射
筒
又
は
し
ぼ
り
を
用
い
る
こ

と
に
よ
り
特
定
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
の
使
用
の
目
的
が
妨

げ
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
照
射
筒
及
び
し
ぼ
り
に
つ
い
て

は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
を
具
備
す
る
も
の

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ろ
過
板
）

第
十
一
条
　
事
業
者
は
、
特
定
エ
ツ
ク
ス
線
装
置
を
使
用

す
る
と
き
は
、
ろ
過
板
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
作
業
の
性
質
上
軟
線
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
場
合
又
は
労
働
者
が
軟
線
を
受
け
る
お
そ
れ
が

な
い
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
間
接
撮
影
時
の
措
置
）

第
十
二
条
　
事
業
者
は
、
特
定
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
を
用
い

て
間
接
撮
影
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
エ
ッ
ク
ス
線
の
照
射
中
に

間
接
撮
影
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
の
身
体
の
全
部

又
は
一
部
が
そ
の
内
部
に
入
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
遮

へ
い
さ
れ
た
構
造
の
特
定
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
を
使
用
す

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
利
用
す
る
エ
ッ
ク
ス
線
管
焦
点
受
像
器
間
距
離
に

お
い
て
、
エ
ッ
ク
ス
線
照
射
野
が
受
像
面
を
超
え
な

い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

二
　
胸
部
集
検
用
間
接
撮
影
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
及
び
医

療
用
以
外
（
以
下
「
工
業
用
等
」
と
い
う
。
）
の
特

定
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
に
つ
い
て
は
、
受
像
器
の
一
次

防
護
遮
へ
い
体
は
、
装
置
の
接
触
可
能
表
面
か
ら
十

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
自
由
空
気
中
の

空
気
カ
ー
マ
（
次
号
に
お
い
て
「
空
気
カ
ー
マ
」
と

い
う
。
）
が
一
回
の
照
射
に
つ
き
一
・
〇
マ
イ
ク
ロ

グ
レ
イ
以
下
に
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

三
　
胸
部
集
検
用
間
接
撮
影
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
及
び
工

業
用
等
の
特
定
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
に
つ
い
て
は
、
被

照
射
体
の
周
囲
に
は
、
箱
状
の
遮
へ
い
物
を
設
け
、

そ
の
遮
へ
い
物
か
ら
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に

お
け
る
空
気
カ
ー
マ
が
一
回
の
照
射
に
つ
き
一
・
〇

マ
イ
ク
ロ
グ
レ
イ
以
下
に
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
者
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一
　
受
像
面
が
円
形
で
エ
ッ
ク
ス
線
照
射
野
が
矩
形
の

場
合
に
お
い
て
、
利
用
す
る
エ
ッ
ク
ス
線
管
焦
点
受

像
器
間
距
離
に
お
け
る
エ
ッ
ク
ス
線
照
射
野
が
受
像

面
に
外
接
す
る
大
き
さ
を
超
え
な
い
と
き
。
　
前
項

第
一
号
の
措
置

二
　
医
療
用
の
特
定
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
に
つ
い
て
、
照

射
方
向
に
対
し
垂
直
な
受
像
面
上
で
直
交
す
る
二
本

の
直
線
を
想
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

直
線
に
お
け
る
エ
ッ
ク
ス
線
照
射
野
の
縁
と
の
交
点

及
び
受
像
面
の
縁
と
の
交
点
の
間
の
距
離
（
以
下
こ

の
号
及
び
次
条
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
「
交
点
間

距
離
」
と
い
う
。
）
の
和
が
そ
れ
ぞ
れ
利
用
す
る
エ

ッ
ク
ス
線
管
焦
点
受
像
器
間
距
離
の
三
パ
ー
セ
ン
ト

を
超
え
ず
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
交
点
間
距
離
の
総
和

が
利
用
す
る
エ
ッ
ク
ス
線
管
焦
点
受
像
器
間
距
離
の

四
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
と
き
。
　
前
項
第
一
号

の
措
置

三
　
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
特

定
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
を
放
射
線
装
置
室
以
外
の
場
所

で
使
用
す
る
場
合
　
前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の

措
置

四
　
間
接
撮
影
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
、
照
射

時
に
お
い
て
、
第
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
場

所
に
容
易
に
退
避
で
き
る
場
合
　
前
項
第
三
号
の

措
置

（
透
視
時
の
措
置
）

第
十
三
条
　
事
業
者
は
、
特
定
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
を
用
い

て
透
視
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
エ
ッ
ク
ス
線
の
照
射
中
に
透
視

の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
の
身
体
の
全
部
又
は
一
部

が
そ
の
内
部
に
入
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
遮
へ
い
さ
れ

た
構
造
の
特
定
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
を
使
用
す
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
透
視
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
、
作
業
位
置

で
、
エ
ッ
ク
ス
線
の
発
生
を
止
め
、
又
は
こ
れ
を
遮

へ
い
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

二
　
定
格
管
電
流
の
二
倍
以
上
の
電
流
が
エ
ッ
ク
ス
線

管
に
通
じ
た
と
き
に
、
直
ち
に
、
エ
ッ
ク
ス
線
管
回

路
を
開
放
位
に
す
る
自
動
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

三
　
利
用
す
る
エ
ッ
ク
ス
線
管
焦
点
受
像
器
間
距
離
に

お
い
て
、
エ
ッ
ク
ス
線
照
射
野
が
受
像
面
を
超
え
な

い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

四
　
利
用
線

す
い錐

中
の
受
像
器
を
通
過
し
た
エ
ッ
ク
ス
線

の
空
気
中
の
空
気
カ
ー
マ
率
（
以
下
「
空
気
カ
ー
マ

率
」
と
い
う
。
）
が
、
医
療
用
の
特
定
エ
ッ
ク
ス
線

装
置
に
つ
い
て
は
利
用
線

す
い錐

中
の
受
像
器
の
接
触
可

能
表
面
か
ら
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て

一
五
〇
マ
イ
ク
ロ
グ
レ
イ
毎
時
以
下
、
工
業
用
等
の

特
定
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
に
つ
い
て
は
エ
ッ
ク
ス
線
管

の
焦
点
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
一
七
・

四
マ
イ
ク
ロ
グ
レ
イ
毎
時
以
下
に
な
る
よ
う
に
す
る

こ
と
。

五
　
透
視
時
の

大
受
像
面
を
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
超
え
る
部
分
を
通
過
し
た
エ
ッ
ク
ス
線
の
空
気
カ

ー
マ
率
が
、
医
療
用
の
特
定
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
に
つ

い
て
は
当
該
部
分
の
接
触
可
能
表
面
か
ら
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
一
五
〇
マ
イ
ク
ロ
グ
レ

イ
毎
時
以
下
、
工
業
用
等
の
特
定
エ
ッ
ク
ス
線
装
置

に
つ
い
て
は
エ
ッ
ク
ス
線
管
の
焦
点
か
ら
一
メ
ー
ト

ル
の
距
離
に
お
い
て
一
七
・
四
マ
イ
ク
ロ
グ
レ
イ
毎

時
以
下
に
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

六
　
被
照
射
体
の
周
囲
に
は
、
利
用
線

す
い錐

以
外
の
エ
ッ

ク
ス
線
を
有
効
に
遮
へ
い
す
る
た
め
の
適
当
な
設
備

を
備
え
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
者
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一
　
医
療
用
の
特
定
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
に
つ
い
て
、
透

視
時
間
を
積
算
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
透
視
中

に
お
い
て
、
一
定
時
間
が
経
過
し
た
場
合
に
警
告
音

等
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
タ
イ
マ
ー
を
設
け
る
場

合
　
前
項
第
二
号
の
措
置

二
　
受
像
面
が
円
形
で
エ
ッ
ク
ス
線
照
射
野
が
矩
形
の

場
合
に
お
い
て
、
利
用
す
る
エ
ッ
ク
ス
線
管
焦
点
受

像
器
間
距
離
に
お
け
る
エ
ッ
ク
ス
線
照
射
野
が
受
像

面
に
外
接
す
る
大
き
さ
を
超
え
な
い
と
き
。
　
前
項

第
三
号
の
措
置

三
　
医
療
用
の
特
定
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
に
つ
い
て
、
照

射
方
向
に
対
し
垂
直
な
受
像
面
上
で
直
交
す
る
二
本

の
直
線
を
想
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

直
線
に
お
け
る
交
点
間
距
離
の
和
が
そ
れ
ぞ
れ
利
用

す
る
エ
ッ
ク
ス
線
管
焦
点
受
像
器
間
距
離
の
三
パ
ー

セ
ン
ト
を
超
え
ず
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
交
点
間
距
離

の
総
和
が
利
用
す
る
エ
ッ
ク
ス
線
管
焦
点
受
像
器
間

距
離
の
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
と
き
。
　
前
項

第
三
号
の
措
置

四
　
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
特

定
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
を
放
射
線
装
置
室
以
外
の
場
所

3



で
使
用
す
る
場
合
　
前
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で

の
措
置

（
標
識
の
掲
示
）

第
十
四
条
　
事
業
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
装
置

又
は
機
器
に
つ
い
て
は
、
そ
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
明
記
し
た
標
識
を
当

該
装
置
若
し
く
は
機
器
又
は
そ
れ
ら
の
付
近
の
見
や
す

い
場
所
に
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

装
置
又
は
機
器

掲
示
事
項

サ
イ
ク
ロ
ト
ロ
ン
、
ベ
ー
タ
ト

ロ
ン
そ
の
他
の
荷
電
粒
子
を
加

速
す
る
装
置
（
以
下
「
荷
電
粒

子
を
加
速
す
る
装
置
」
と
い
う

。
）

装
置
の
種
類
、
放
射
線

の
種
類
及
び

大
エ
ネ

ル
ギ
ー

放
射
性
物
質
を
装
備
し
て
い
る

機
器
（
次
の
項
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）

機
器
の
種
類
、
装
備
し

て
い
る
放
射
性
物
質
に

含
ま
れ
た
放
射
性
同
位

元
素
の
種
類
及
び
数
量

（
単
位
ベ
ク
レ
ル
）
、
当

該
放
射
性
物
質
を
装
備

し
た
年
月
日
並
び
に
所

有
者
の
氏
名
又
は
名
称

放
射
性
物
質
を
装
備
し
て
い
る

機
器
の
う
ち
放
射
性
同
位
元
素

等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七

号
）
第
十
二
条
の
五
第
二
項
に

規
定
す
る
表
示
付
認
証
機
器
又

は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
表

示
付
特
定
認
証
機
器
（
こ
れ
ら

の
機
器
に
使
用
す
る
放
射
線
源

を
交
換
し
、
又
は
洗
浄
す
る
も

の
を
除
く
。
）

機
器
の
種
類
並
び
に
装

備
し
て
い
る
放
射
性
物

質
に
含
ま
れ
た
放
射
性

同
位
元
素
の
種
類
及
び

数
量
（
単
位
ベ
ク
レ
ル
）

（
放
射
線
装
置
室
）

第
十
五
条
　
事
業
者
は
、
次
の
装
置
又
は
機
器
（
以
下

「
放
射
線
装
置
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
と
き
は
、
専

用
の
室
（
以
下
「
放
射
線
装
置
室
」
と
い
う
。
）
を
設

け
、
そ
の
室
内
に
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
そ
の
外
側
に
お
け
る
外
部
放
射
線
に
よ
る
一
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
が
二
十
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル

ト
毎
時
を
超
え
な
い
よ
う
に
遮
へ
い
さ
れ
た
構
造
の
放

射
線
装
置
を
設
置
す
る
場
合
又
は
放
射
線
装
置
を
随
時

移
動
さ
せ
て
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
そ
の
他

放
射
線
装
置
を
放
射
線
装
置
室
内
に
設
置
す
る
こ
と

が
、
著
し
く
、
使
用
の
目
的
を
妨
げ
、
若
し
く
は
作
業

の
性
質
上
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

一
　
エ
ッ
ク
ス
線
装
置

二
　
荷
電
粒
子
を
加
速
す
る
装
置

三
　
エ
ッ
ク
ス
線
管
若
し
く
は
ケ
ノ
ト
ロ
ン
の
ガ
ス
抜

き
又
は
エ
ッ
ク
ス
線
の
発
生
を
伴
う
こ
れ
ら
の
検
査

を
行
う
装
置

四
　
放
射
性
物
質
を
装
備
し
て
い
る
機
器

２
　
事
業
者
は
、
放
射
線
装
置
室
の
入
口
に
、
そ
の
旨
を

明
記
し
た
標
識
を
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
三
条
第
四
項
の
規
定
は
、
放
射
線
装
置
室
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

第
十
六
条
　
削
除

（
警
報
装
置
等
）

第
十
七
条
　
事
業
者
は
、
次
の
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
関

係
者
に
周
知
さ
せ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
周
知
の
方
法
は
、
そ

の
放
射
線
装
置
を
放
射
線
装
置
室
以
外
の
場
所
で
使
用

す
る
と
き
、
又
は
管
電
圧
百
五
十
キ
ロ
ボ
ル
ト
以
下
の

エ
ッ
ク
ス
線
装
置
若
し
く
は
数
量
が
四
百
ギ
ガ
ベ
ク
レ

ル
未
満
の
放
射
性
物
質
を
装
備
し
て
い
る
機
器
を
使
用

す
る
と
き
を
除
き
、
自
動
警
報
装
置
に
よ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
又
は
荷
電
粒
子
を
加
速
す
る
装

置
に
電
力
が
供
給
さ
れ
て
い
る
場
合

二
　
エ
ッ
ク
ス
線
管
若
し
く
は
ケ
ノ
ト
ロ
ン
の
ガ
ス
抜

き
又
は
エ
ッ
ク
ス
線
の
発
生
を
伴
う
こ
れ
ら
の
検
査

を
行
う
装
置
に
電
力
が
供
給
さ
れ
て
い
る
場
合

三
　
放
射
性
物
質
を
装
備
し
て
い
る
機
器
で
照
射
し
て

い
る
場
合

２
　
事
業
者
は
、
荷
電
粒
子
を
加
速
す
る
装
置
又
は
百
テ

ラ
ベ
ク
レ
ル
以
上
の
放
射
性
物
質
を
装
備
し
て
い
る
機

器
を
使
用
す
る
放
射
線
装
置
室
の
出
入
口
で
人
が
通
常

出
入
り
す
る
も
の
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
を
設
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
禁
止
）

第
十
八
条
　
事
業
者
は
、
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の

規
定
に
よ
り
、
工
業
用
等
の
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
又
は
放

射
性
物
質
を
装
備
し
て
い
る
機
器
を
放
射
線
装
置
室
以

外
の
場
所
で
使
用
す
る
と
き
は
、
そ
の
エ
ッ
ク
ス
線
管

の
焦
点
又
は
放
射
線
源
及
び
被
照
射
体
か
ら
五
メ
ー
ト

ル
以
内
の
場
所
（
外
部
放
射
線
に
よ
る
実
効
線
量
が
一

週
間
に
つ
き
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
下
の
場
所
を
除

く
。
）
に
、
作
業
に
従
事
す
る
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
放
射
性
物
質
を
装
備
し
て
い
る

機
器
の
線
源
容
器
内
に
放
射
線
源
が
確
実
に
収
納
さ

れ
、
か
つ
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
有
す
る
線
源
容
器
に
あ
つ

て
は
当
該
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お

い
て
、
線
源
容
器
か
ら
放
射
線
源
を
取
り
出
す
た
め
の

準
備
作
業
、
線
源
容
器
の
点
検
作
業
そ
の
他
必
要
な
作

業
を
行
う
た
め
に
立
ち
入
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
事
業
者
が
、
撮
影
に
使
用
す
る
医

療
用
の
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
を
放
射
線
装
置
室
以
外
の
場

所
で
使
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
項
中
「
五
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
、

「
二
メ
ー
ト
ル
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
（
前
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
規
定
す
る
外
部
放
射
線
に
よ
る
実
効
線
量
の
算
定
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

４
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
業
に
従
事
す

る
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
場
所
を
標

識
に
よ
り
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
透
過
写
真
の
撮
影
時
の
措
置
等
）

第
十
八
条
の
二
　
事
業
者
は
、
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
又
は
透
過

写
真
撮
影
用
ガ
ン
マ
線
照
射
装
置
（
ガ
ン
マ
線
照
射
装

置
で
、
透
過
写
真
の
撮
影
に
用
い
ら
れ
る
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
放
射
線
装
置
室
以
外
の
場
所
で

使
用
す
る
と
き
（
被
ば
く
の
お
そ
れ
が
な
い
と
き
を
除

く
。
）
は
、
放
射
線
を
、
作
業
に
従
事
す
る
者
が
立
ち

入
ら
な
い
方
向
に
照
射
し
、
又
は
遮
蔽
す
る
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
放
射
線
源
の
取
出
し
等
）

第
十
八
条
の
三
　
事
業
者
は
、
透
過
写
真
撮
影
用
ガ
ン
マ

線
照
射
装
置
を
使
用
す
る
と
き
は
、
放
射
線
源
送
出
し

装
置
（
操
作
器
（
ワ
イ
ヤ
レ
リ
ー
ズ
を
繰
り
出
し
、
及

び
巻
き
取
る
装
置
を
い
う
。
）
、
操
作
管
（
ワ
イ
ヤ
レ
リ

ー
ズ
を
誘
導
す
る
管
を
い
う
。
）
及
び
伝
送
管
（
放
射

線
源
及
び
ワ
イ
ヤ
レ
リ
ー
ズ
を
誘
導
す
る
管
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
放
射
線
源
を
線
源

容
器
か
ら
繰
り
出
し
、
及
び
線
源
容
器
に
収
納
す
る
装

置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
用
い
な
け
れ
ば
線
源
容

器
か
ら
放
射
線
源
を
取
り
出
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
放
射
線

装
置
室
内
で
透
過
写
真
撮
影
用
ガ
ン
マ
線
照
射
装
置
を

使
用
す
る
と
き
は
、
放
射
線
源
送
出
し
装
置
以
外
の
遠

隔
操
作
装
置
を
用
い
て
線
源
容
器
か
ら
放
射
線
源
を
取

り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
八
条
の
四
　
事
業
者
は
、
放
射
線
源
送
出
し
装
置
を

有
す
る
透
過
写
真
撮
影
用
ガ
ン
マ
線
照
射
装
置
を
使
用

す
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
伝
送
管
の
移
動
は
、
放
射
線
源
を
線
源
容
器
に
確

実
に
収
納
し
、
か
つ
、
シ
ヤ
ツ
タ
ー
を
有
す
る
線
源

容
器
に
あ
つ
て
は
当
該
シ
ヤ
ツ
タ
ー
を
閉
鎖
し
た
後

行
う
こ
と
。

二
　
利
用
線

す
い錐

の
放
射
角
が
当
該
装
置
の
使
用
の
目
的

を
達
す
る
た
め
に
必
要
な
角
度
を
超
え
な
い
よ
う
に

し
、
か
つ
、
利
用
線

す
い錐

以
外
の
ガ
ン
マ
線
の
空
気
カ

ー
マ
率
を
で
き
る
だ
け
小
さ
く
す
る
た
め
の
コ
リ
メ

ー
タ
ー
等
を
用
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
コ
リ
メ
ー
タ

ー
等
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
当
該
装
置
の
使
用
の
目

的
が
妨
げ
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
定
期
自
主
検
査
）

第
十
八
条
の
五
　
事
業
者
は
、
透
過
写
真
撮
影
用
ガ
ン
マ

線
照
射
装
置
に
つ
い
て
は
、
一
月
以
内
ご
と
に
一
回
、

定
期
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
月
を
超
え
る
期

間
使
用
し
な
い
当
該
装
置
の
当
該
使
用
し
な
い
期
間
に

お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
線
源
容
器
の
シ
ヤ
ツ
タ
ー
及
び
こ
れ
を
開
閉
す
る

た
め
の
装
置
の
異
常
の
有
無

二
　
放
射
線
源
の
ホ
ル
ダ
ー
の
固
定
装
置
の
異
常
の

有
無

三
　
放
射
線
源
送
出
し
装
置
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
当
該
装
置
と
線
源
容
器
と
の
接
続
部
の
異
常
の

有
無

四
　
放
射
線
源
送
出
し
装
置
又
は
放
射
線
源
の
位
置
を

調
整
す
る
遠
隔
操
作
装
置
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
当
該
装
置
の
異
常
の
有
無

２
　
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
装
置
に
つ
い
て
は
、

そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
十
八
条
の
六
　
事
業
者
は
、
透
過
写
真
撮
影
用
ガ
ン
マ

線
照
射
装
置
に
つ
い
て
は
、
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、

定
期
に
、
線
源
容
器
の
し
や
へ
い
能
力
の
異
常
の
有
無

に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
六
月
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な
い
当
該
装
置
の

当
該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
装
置
に
つ
い
て
は
、

そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
線
源
容
器
の
し
や

へ
い
能
力
の
異
常
の
有
無
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
記
録
）

第
十
八
条
の
七
　
事
業
者
は
、
前
二
条
の
自
主
検
査
を
行

つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間

保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
検
査
年
月
日

二
　
検
査
方
法
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三
　
検
査
箇
所

四
　
検
査
の
結
果

五
　
検
査
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

六
　
検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ

た
と
き
は
、
そ
の
内
容

（
点
検
）

第
十
八
条
の
八
　
事
業
者
は
、
透
過
写
真
撮
影
用
ガ
ン
マ

線
照
射
装
置
を
初
め
て
使
用
す
る
と
き
、
当
該
装
置
を

分
解
し
て
改
造
若
し
く
は
修
理
を
行
つ
た
と
き
、
又
は

当
該
装
置
に
使
用
す
る
放
射
線
源
を
交
換
し
た
と
き

は
、
第
十
八
条
の
五
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び

線
源
容
器
の
し
や
へ
い
能
力
の
異
常
の
有
無
に
つ
い
て

点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
修
等
）

第
十
八
条
の
九
　
事
業
者
は
、
第
十
八
条
の
五
若
し
く
は

第
十
八
条
の
六
の
定
期
自
主
検
査
又
は
前
条
の
点
検
を

行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直

ち
に
補
修
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
放
射
線
源
の
収
納
）

第
十
八
条
の
十
　
事
業
者
は
、
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四

号
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
放
射
線
源
を

線
源
容
器
そ
の
他
の
容
器
に
収
納
す
る
作
業
に
労
働
者

を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
遮
蔽
物
を
設
け
る
等
の
措
置

を
講
じ
、
か
つ
、

か
ん鉗

子
等
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り

当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
と
放
射
線
源
と
の
間
に

適
当
な
距
離
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け

負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
遮
蔽
物
を

設
け
る
等
の
措
置
を
講
じ
、
か
つ
、

か
ん鉗

子
等
を
使
用
す

る
こ
と
に
よ
り
当
該
作
業
に
従
事
す
る
者
と
放
射
線
源

と
の
間
に
適
当
な
距
離
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周

知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
放
射
線
源
の
点
検
等
）

第
十
九
条
　
事
業
者
は
、
放
射
性
物
質
を
装
備
し
て
い
る

機
器
を
移
動
さ
せ
て
使
用
し
た
と
き
は
、
使
用
後
直
ち

に
及
び
そ
の
日
の
作
業
の
終
了
後
当
該
機
器
を
格
納
す

る
際
に
、
そ
の
放
射
線
源
が
紛
失
し
、
漏
れ
、
又
は
こ

ぼ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
、
線
源
容
器
を
有
す
る
当
該

機
器
に
あ
つ
て
は
放
射
線
源
が
確
実
に
当
該
容
器
に
収

納
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
及
び
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
有
す
る

線
源
容
器
に
あ
つ
て
は
当
該
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
確
実
に
閉

鎖
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
放
射
線
測
定
器
を
用
い
て

点
検
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
点
検
に
よ
り
放
射
線
源
が
紛
失
し
、
漏
れ
、

若
し
く
は
こ
ぼ
れ
て
い
る
こ
と
、
放
射
線
源
が
確
実
に

線
源
容
器
に
収
納
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
又
は
線
源
容
器

の
シ
ヤ
ツ
タ
ー
が
確
実
に
閉
鎖
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が

判
明
し
た
場
合
に
は
、
放
射
線
源
の
探
査
、
当
該
容
器

の
修
理
そ
の
他
放
射
線
に
よ
る
労
働
者
の
健
康
障
害
の

防
止
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
　
削
除

第
四
章
　
汚
染
の
防
止

第
一
節
　
放
射
性
物
質
（
事
故
由
来
放
射
性
物

質
を
除
く
。
）
に
係
る
汚
染
の
防
止

（
放
射
性
物
質
取
扱
作
業
室
）

第
二
十
二
条
　
事
業
者
（
第
四
十
一
条
の
三
に
規
定
す
る

処
分
事
業
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）

は
、
密
封
さ
れ
て
い
な
い
放
射
性
物
質
を
取
り
扱
う
作

業
を
行
う
と
き
は
、
専
用
の
作
業
室
を
設
け
、
そ
の
室

内
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
漏
水
の
調

査
、
昆
虫
に
よ
る
疫
学
的
調
査
、
原
料
物
質
の
生
産
工

程
中
に
お
け
る
移
動
状
況
の
調
査
等
に
放
射
性
物
質
を

広
範
囲
に
分
散
移
動
さ
せ
て
使
用
し
、
か
つ
、
そ
の
使

用
が
一
時
的
で
あ
る
場
合
及
び
核
原
料
物
質
（
原
子
力

基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
三
条

第
三
号
に
規
定
す
る
核
原
料
物
質
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
掘
採
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
第
三
条
第
四
項
及
び
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、

放
射
性
物
質
取
扱
作
業
室
（
前
項
の
作
業
室
及
び
同
項

本
文
の
作
業
に
従
事
中
の
者
の
専
用
の
廊
下
等
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
放
射
性
物
質
取
扱
作
業
室
の
構
造
等
）

第
二
十
三
条
　
事
業
者
は
、
放
射
性
物
質
取
扱
作
業
室
の

内
部
の
壁
、
床
そ
の
他
汚
染
の
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
に

つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
気
体
又
は
液
体
が
浸
透
し
に
く
く
、
か
つ
、
腐
食

し
に
く
い
材
料
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
表
面
が
平
滑
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
突
起
、
く
ぼ
み
及
び
す
き
ま
の
少
な
い
構
造
で
あ

る
こ
と
。

（
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
）

第
二
十
四
条
　
事
業
者
は
、
核
原
料
物
質
を
坑
内
に
お
い

て
掘
採
す
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
坑
内
の
週
平

均
濃
度
の
三
月
間
に
お
け
る
平
均
を
第
三
条
第
三
項
の

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
限
度
以
下
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
二
十
五
条
　
事
業
者
は
、
放
射
性
物
質
取
扱
作
業
室
及

び
核
原
料
物
質
を
掘
採
す
る
坑
内
を
除
く
事
業
場
内
の

週
平
均
濃
度
の
三
月
間
に
お
け
る
平
均
を
第
三
条
第
三

項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
限
度
の
十
分
の
一
以
下

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
飛
来
防
止
設
備
等
）

第
二
十
六
条
　
事
業
者
は
、
放
射
性
物
質
を
取
り
扱
う
こ

と
に
よ
り
、
放
射
性
物
質
の
飛

ま
つ沫

又
は
粉
末
が
飛
来
す

る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
労
働
者
と
そ
の
放
射
性
物

質
と
の
間
に
、
そ
の
飛

ま
つ沫

又
は
粉
末
が
労
働
者
の
身
体

又
は
衣
服
、
履
物
、
作
業
衣
、
保
護
具
等
身
体
に
装
着

し
て
い
る
物
（
以
下
「
装
具
」
と
い
う
。
）
に
付
着
し

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
板
、
幕
等
の
設
備
を
設
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
設
備
を
設
け
る
こ

と
が
作
業
の
性
質
上
著
し
く
困
難
な
場
合
に
お
い
て
、

当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
第
三
十
九
条
第
一
項

の
保
護
具
を
使
用
さ
せ
た
と
き
の
ほ
か
、
当
該
作
業
の

一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
請
負
人
に
対
し
、
当
該
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要

が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

（
放
射
性
物
質
取
扱
用
具
）

第
二
十
七
条
　
事
業
者
は
、
放
射
性
物
質
の
取
扱
い
に
用

い
る

か
ん鉗

子
、
ピ
ン
セ
ツ
ト
等
の
用
具
に
そ
の
旨
を
表
示

し
、
こ
れ
ら
を
他
の
用
途
に
用
い
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
用
具
を
使
用
し
な
い
と
き
は
、

汚
染
を
容
易
に
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
及
び
材

料
の
用
具
掛
け
、
置
台
等
を
用
い
て
こ
れ
を
保
管
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
放
射
性
物
質
が
こ
ぼ
れ
た
と
き
等
の
措
置
）

第
二
十
八
条
　
事
業
者
は
、
粉
状
又
は
液
状
の
放
射
性
物

質
が
こ
ぼ
れ
る
等
に
よ
り
汚
染
が
生
じ
た
と
き
は
、
直

ち
に
、
そ
の
汚
染
が
拡
が
ら
な
い
措
置
を
講
じ
、
か

つ
、
汚
染
の
お
そ
れ
が
あ
る
区
域
を
標
識
に
よ
つ
て
明

示
し
た
う
え
、
別
表
第
三
に
掲
げ
る
限
度
（
そ
の
汚
染

が
放
射
性
物
質
取
扱
作
業
室
以
外
の
場
所
で
生
じ
た
と

き
は
、
別
表
第
三
に
掲
げ
る
限
度
の
十
分
の
一
）
以
下

に
な
る
ま
で
そ
の
汚
染
を
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
放
射
性
物
質
取
扱
作
業
室
内
の
汚
染
検
査
等
）

第
二
十
九
条
　
事
業
者
は
、
放
射
性
物
質
取
扱
作
業
室
内

の
天
井
、
床
、
壁
、
設
備
等
を
一
月
を
超
え
な
い
期
間

ご
と
に
検
査
し
、
こ
れ
ら
の
物
が
別
表
第
三
に
掲
げ
る

限
度
を
超
え
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
そ
の
限
度
以
下
に
な
る
ま
で
汚
染
を
除
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
物
の
清
掃
を
行
な
う
と
き
は
、

じ
ん
あ
い
の
飛
散
し
な
い
方
法
で
行
な
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
汚
染
除
去
用
具
等
の
汚
染
検
査
）

第
三
十
条
　
事
業
者
は
、
第
二
十
八
条
若
し
く
は
前
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
汚
染
の
除
去
又
は
同
項
の
物
の
清

掃
を
行
つ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
汚
染
の
除
去
又
は

清
掃
に
用
い
た
用
具
を
検
査
し
、
そ
の
用
具
が
別
表
第

三
に
掲
げ
る
限
度
を
超
え
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
限
度
以
下
に
な
る
ま
で
は
、
労

働
者
に
使
用
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
用
具
を
保
管
す
る
場
所
に
、
そ

の
旨
を
明
記
し
た
標
識
を
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
用
具
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

４
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
汚
染
の
除
去
又
は
清
掃
の
一

部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
請
負
人
に
対
し
、
同
項
の
検
査
に
よ
り
、
同
項
の
用

具
が
別
表
第
三
に
掲
げ
る
限
度
を
超
え
て
汚
染
さ
れ
て

い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
限
度
以
下
に
な
る

ま
で
は
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
周
知
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
退
去
者
の
汚
染
検
査
）

第
三
十
一
条
　
事
業
者
は
、
管
理
区
域
（
労
働
者
の
身
体

若
し
く
は
装
具
又
は
物
品
が
別
表
第
三
に
掲
げ
る
限
度

の
十
分
の
一
を
超
え
て
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
出
口
に
汚
染
検
査
場
所
を
設
け
、
管
理
区
域
に
お
い

て
作
業
に
従
事
さ
せ
た
労
働
者
が
そ
の
区
域
か
ら
退
去

す
る
と
き
は
、
そ
の
身
体
及
び
装
具
の
汚
染
の
状
態
を

検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
検
査
に
よ
り
労
働
者
の
身
体
又

は
装
具
が
別
表
第
三
に
掲
げ
る
限
度
の
十
分
の
一
を
超

え
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
同
項

の
汚
染
検
査
場
所
に
お
い
て
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
、
そ
の
労
働
者
を
管
理
区
域
か
ら
退
去
さ
せ
て
は
な

ら
な
い
。

一
　
身
体
が
汚
染
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
汚
染
が

別
表
第
三
に
掲
げ
る
限
度
の
十
分
の
一
以
下
に
な
る

よ
う
に
洗
身
等
を
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
装
具
が
汚
染
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
装
具
を

脱
が
せ
、
又
は
取
り
外
さ
せ
る
こ
と
。

３
　
労
働
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
示
に

従
い
、
洗
身
等
を
し
、
又
は
装
具
を
脱
ぎ
、
若
し
く
は

取
り
外
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
管
理
区
域
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者

を
除
く
。
）
は
、
そ
の
区
域
か
ら
退
去
す
る
と
き
は
、

第
一
項
の
汚
染
検
査
場
所
に
お
い
て
、
そ
の
身
体
及
び

装
具
の
汚
染
の
状
態
を
検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
前
項
の
者
は
、
同
項
の
検
査
に
よ
り
そ
の
身
体
又
は

装
具
が
別
表
第
三
に
掲
げ
る
限
度
の
十
分
の
一
を
超
え

て
汚
染
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
第
一
項

の
汚
染
検
査
場
所
に
お
い
て
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
、
管
理
区
域
か
ら
退
去
し
て
は
な
ら
な
い
。
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一
　
身
体
が
汚
染
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
汚
染
が

別
表
第
三
に
掲
げ
る
限
度
の
十
分
の
一
以
下
に
な
る

よ
う
に
洗
身
等
を
す
る
こ
と
。

二
　
装
具
が
汚
染
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
装
具
を

脱
ぎ
、
又
は
取
り
外
す
こ
と
。

（
持
出
し
物
品
の
汚
染
検
査
）

第
三
十
二
条
　
事
業
者
は
、
管
理
区
域
か
ら
持
ち
出
す
物

品
に
つ
い
て
は
、
持
出
し
の
際
に
、
前
条
第
一
項
の
汚

染
検
査
場
所
に
お
い
て
、
そ
の
汚
染
の
状
態
を
検
査
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
及
び
労
働
者
は
、
前
項
の
検
査
に
よ
り
、
当

該
物
品
が
別
表
第
三
に
掲
げ
る
限
度
の
十
分
の
一
を
超

え
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の

物
品
を
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
十

七
条
第
一
項
本
文
の
容
器
を
用
い
、
又
は
同
項
た
だ
し

書
の
措
置
を
講
じ
て
、
汚
染
を
除
去
す
る
た
め
の
施

設
、
放
射
性
物
質
取
扱
作
業
室
、
貯
蔵
施
設
、
廃
棄
の

た
め
の
施
設
又
は
他
の
管
理
区
域
ま
で
運
搬
す
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
管
理
区
域
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者

を
除
く
。
）
は
、
管
理
区
域
か
ら
持
ち
出
す
物
品
に
つ

い
て
は
、
持
ち
出
し
の
際
に
、
前
条
第
一
項
の
汚
染
検

査
場
所
に
お
い
て
、
そ
の
汚
染
の
状
態
を
検
査
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
項
の
者
は
、
同
項
の
検
査
に
よ
り
、
当
該
物
品
が

別
表
第
三
に
掲
げ
る
限
度
の
十
分
の
一
を
超
え
て
汚
染

さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
物
品
を
持

ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
項
た
だ
し
書

の
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
貯
蔵
施
設
）

第
三
十
三
条
　
事
業
者
は
、
放
射
性
物
質
を
貯
蔵
す
る
と

き
は
、
外
部
と
区
画
さ
れ
た
構
造
で
あ
り
、
か
つ
、

扉
、
蓋
等
外
部
に
通
ず
る
部
分
に
、
鍵
そ
の
他
の
閉
鎖

の
た
め
の
設
備
又
は
器
具
を
設
け
た
貯
蔵
施
設
に
お
い

て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
貯
蔵
施
設
の
外
側
の
見
や
す
い
場
所

に
、
そ
の
旨
を
明
記
し
た
標
識
を
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３
　
第
三
条
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
貯
蔵
施
設
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

（
排
気
又
は
排
液
の
施
設
）

第
三
十
四
条
　
事
業
者
は
、
放
射
性
物
質
取
扱
作
業
室
か

ら
の
排
気
又
は
排
液
を
導
き
、
た
め
て
お
き
、
又
は
浄

化
す
る
と
き
は
、
排
気
又
は
排
液
が
も
れ
る
お
そ
れ
の

な
い
構
造
で
あ
り
、
か
つ
、
腐
食
し
、
及
び
排
液
が
浸

透
し
に
く
い
材
料
を
用
い
た
施
設
に
お
い
て
行
な
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
施
設
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
焼
却
炉
）

第
三
十
五
条
　
事
業
者
は
、
放
射
性
物
質
又
は
別
表
第
三

に
掲
げ
る
限
度
の
十
分
の
一
を
超
え
て
汚
染
さ
れ
て
い

る
と
認
め
ら
れ
る
物
（
以
下
「
汚
染
物
」
と
い
う
。
）

を
焼
却
す
る
と
き
は
、
気
体
が
漏
れ
る
お
そ
れ
が
な

く
、
か
つ
、
灰
が
飛
散
す
る
お
そ
れ
の
な
い
構
造
の
焼

却
炉
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
焼
却
炉
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

（
保
管
廃
棄
施
設
）

第
三
十
六
条
　
事
業
者
は
、
放
射
性
物
質
又
は
汚
染
物
を

保
管
廃
棄
す
る
と
き
は
、
外
部
と
区
画
さ
れ
た
構
造
で

あ
り
、
か
つ
、
と
び
ら
、
ふ
た
等
外
部
に
通
ず
る
部
分

に
、
か
ぎ
そ
の
他
の
閉
鎖
の
た
め
の
設
備
又
は
器
具
を

設
け
た
保
管
廃
棄
施
設
に
お
い
て
行
な
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
第
三
条
第
四
項
及
び
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定

は
、
前
項
の
保
管
廃
棄
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
容
器
）

第
三
十
七
条
　
事
業
者
は
、
放
射
性
物
質
を
保
管
し
、
若

し
く
は
貯
蔵
し
、
又
は
放
射
性
物
質
若
し
く
は
汚
染
物

を
運
搬
し
、
保
管
廃
棄
し
、
若
し
く
は
廃
棄
の
た
め
に

一
時
た
め
て
お
く
と
き
は
、
容
器
を
用
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
容
器
に
入
れ
る
こ
と
が
著
し
く
困

難
な
も
の
に
つ
い
て
、
外
部
放
射
線
を
遮
蔽
す
る
た

め
、
若
し
く
は
汚
染
の
広
が
り
を
防
止
す
る
た
め
の
有

効
な
措
置
を
講
じ
た
と
き
、
又
は
放
射
性
物
質
取
扱
作

業
室
内
に
お
い
て
運
搬
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
本
文
の
容
器
に
つ
い
て
は
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
用
途
に
用
い
る
と
き
は
、
当
該
用

途
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
構
造
を

具
備
す
る
も
の
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

用
途

構
造

空
気
を
汚

染
す
る
お

そ
れ
の
あ

る
放
射
性

物
質
又
は

汚
染
物
を

入
れ
る
場

合

腐
食
し
に
く
い
材
料
で
造
ら
れ
、
か
つ
、
気

体
が
漏
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

液
状
の
放

射
性
物
質

又
は
そ
れ

に
よ
つ
て

湿
つ
て
い

る
汚
染
物

を
入
れ
る

場
合

腐
食
し
、
及
び
液
体
が
浸
透
し
に
く
い
材
料

で
造
ら
れ
、
か
つ
、
液
体
が
漏
れ
、
及
び
こ

ぼ
れ
に
く
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

放
射
性
物

質
又
は
汚

染
物
を
管

理
区
域
の

外
に
お
い

て
運
搬
す

る
た
め
に

入
れ
る
場

合

一
　
容
器
の
表
面
（
容
器
を
梱
包
す
る
と
き

は
、
そ
の
梱
包
の
表
面
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
線
量
当
量
率
が
、
二
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎

時
（
容
器
を
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事

業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）

第
一
条
第
七
号
に
規
定
す
る
専
用
積
載
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
専
用
積
載
」
と
い

う
。
）
で
運
搬
し
、
か
つ
、
核
燃
料
物
質
等

車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令

第
七
十
二
号
）
第
四
条
第
二
項
及
び
第
十
九

条
第
三
項
各
号
又
は
放
射
性
同
位
元
素
等
車

両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
運
輸
省
令
第

三
十
三
号
）
第
四
条
第
二
項
及
び
第
十
八
条

第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の

基
準
に
従
う
場
合
で
あ
つ
て
、
労
働
者
の
健

康
障
害
の
防
止
上
支
障
が
な
い
旨
の
厚
生
労

働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
十
ミ
リ

シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
）
を
超
え
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
。

二
　
容
器
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離

に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率

が
、
〇
・
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
容
器
を

専
用
積
載
で
運
搬
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
労

働
者
の
健
康
障
害
の
防
止
上
支
障
が
な
い
旨

の
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
本
文
の
容
器
に
は
、
放
射
性
物

質
又
は
汚
染
物
を
入
れ
る
も
の
で
あ
る
旨
を
表
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
事
業
者
は
、
放
射
性
物
質
を
保
管
し
、
貯
蔵
し
、
運

搬
し
、
又
は
廃
棄
の
た
め
に
一
時
た
め
て
お
く
容
器
に

は
、
次
の
事
項
を
明
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
そ
の
放
射
性
物
質
の
種
類
及
び
気
体
、
液
体
又
は

固
体
の
区
別

二
　
そ
の
放
射
性
物
質
に
含
ま
れ
る
放
射
性
同
位
元
素

の
種
類
及
び
数
量

（
保
護
具
）

第
三
十
八
条
　
事
業
者
は
、
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り

明
示
し
た
区
域
内
の
作
業
又
は
緊
急
作
業
そ
の
他
の
作

業
で
、
第
三
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
限

度
を
超
え
て
汚
染
さ
れ
た
空
気
を
吸
入
す
る
お
そ
れ
の

あ
る
も
の
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
そ
の
汚

染
の
程
度
に
応
じ
て
防
じ
ん
マ
ス
ク
、
防
毒
マ
ス
ク
、

ホ
ー
ス
マ
ス
ク
、
酸
素
呼
吸
器
等
の
有
効
な
呼
吸
用
保

護
具
を
備
え
、
こ
れ
ら
を
そ
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働

者
に
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
間
、
同
項
の

保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請

け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
そ
の
空

気
の
汚
染
の
程
度
に
応
じ
て
同
項
の
保
護
具
を
使
用
す

る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
九
条
　
事
業
者
は
、
別
表
第
三
に
掲
げ
る
限
度
の

十
分
の
一
を
超
え
て
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
作
業

に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
汚
染
を
防
止
す
る

た
め
に
有
効
な
保
護
衣
類
、
手
袋
又
は
履
物
を
備
え
、

こ
れ
ら
を
そ
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
使
用
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
間
、
同
項
の

保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請

け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
同
項
の

保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
衣
）

第
四
十
条
　
事
業
者
は
、
放
射
性
物
質
取
扱
作
業
室
内
に

お
い
て
労
働
者
を
作
業
に
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
専
用

の
作
業
衣
を
備
え
、
こ
れ
を
そ
の
作
業
に
従
事
す
る
労

働
者
に
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け

負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
専
用
の
作

業
衣
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
保
護
具
等
の
汚
染
除
去
）

第
四
十
一
条
　
事
業
者
は
、
第
三
十
八
条
第
一
項
、
第
三

十
九
条
第
一
項
及
び
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
使
用

さ
せ
る
保
護
具
又
は
作
業
衣
が
別
表
第
三
に
掲
げ
る
限

度
（
保
護
具
又
は
作
業
衣
の
労
働
者
に
接
触
す
る
部
分

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
限
度
の
十
分
の
一
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
と
認

め
ら
れ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
洗
浄
等
に
よ
り
別

表
第
三
に
掲
げ
る
限
度
以
下
に
な
る
ま
で
汚
染
を
除
去

し
な
け
れ
ば
、
労
働
者
に
使
用
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
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２
　
事
業
者
は
、
第
三
十
八
条
第
三
項
、
第
三
十
九
条
第

三
項
及
び
前
条
第
二
項
の
請
負
人
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
規
定
に
基
づ
く
周
知
に
よ
り
使
用
す
る
保
護
具
又
は

作
業
衣
が
別
表
第
三
に
掲
げ
る
限
度
を
超
え
て
汚
染
さ

れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
洗
浄

等
に
よ
り
同
表
に
掲
げ
る
限
度
以
下
に
な
る
ま
で
汚
染

を
除
去
し
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
周
知

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
喫
煙
等
の
禁
止
）

第
四
十
一
条
の
二
　
事
業
者
は
、
放
射
性
物
質
取
扱
作
業

室
そ
の
他
の
放
射
性
物
質
を
吸
入
摂
取
し
、
又
は
経
口

摂
取
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
作
業
場
に
お
け
る
作
業
に
従

事
す
る
者
の
喫
煙
又
は
飲
食
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨

を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に

よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り

禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
喫
煙
又
は

飲
食
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
旨
を
当
該
作
業
場
の
見
や
す

い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、

当
該
作
業
場
で
喫
煙
し
、
又
は
飲
食
し
て
は
な
ら
な

い
。

第
二
節
　
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
係
る
汚
染

の
防
止

（
事
故
由
来
廃
棄
物
等
処
分
事
業
場
の
境
界
の
明
示
）

第
四
十
一
条
の
三
　
事
故
由
来
廃
棄
物
等
（
除
染
則
第
二

条
第
七
項
第
二
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
物
そ
の
他
の
事

故
由
来
放
射
性
物
質
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に

発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発

電
所
の
事
故
に
よ
り
当
該
原
子
力
発
電
所
か
ら
放
出
さ

れ
た
放
射
性
物
質
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
汚

染
さ
れ
た
物
で
あ
つ
て
、
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
処
分
の
業
務
を
行
う

事
業
の
事
業
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
処
分
事
業

者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
業
務
を
行
う
事
業
場
の
境

界
を
標
識
に
よ
つ
て
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
故
由
来
廃
棄
物
等
取
扱
施
設
）

第
四
十
一
条
の
四
　
処
分
事
業
者
は
、
密
封
さ
れ
て
い
な

い
事
故
由
来
廃
棄
物
等
を
取
り
扱
う
作
業
を
行
う
と
き

は
、
専
用
の
作
業
施
設
を
設
け
、
そ
の
施
設
内
で
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
第
三
条
第
四
項
及
び
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定

は
、
前
項
の
作
業
施
設
（
以
下
「
事
故
由
来
廃
棄
物
等

取
扱
施
設
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
事
故
由
来
廃
棄
物
等
取
扱
施
設
の
構
造
等
）

第
四
十
一
条
の
五
　
処
分
事
業
者
は
、
事
故
由
来
廃
棄
物

等
取
扱
施
設
の
内
部
の
壁
、
床
そ
の
他
汚
染
の
お
そ
れ

が
あ
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適

合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
気
体
又
は
液
体
が
浸
透
し
に
く
く
、
か
つ
、
腐
食

し
に
く
い
材
料
で
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
表
面
が
平
滑
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
突
起
、
く
ぼ
み
及
び
隙
間
の
少
な
い
構
造
で
あ
る

こ
と
。

四
　
液
体
に
よ
る
汚
染
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、

液
体
が
漏
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

２
　
処
分
事
業
者
は
、
事
故
由
来
廃
棄
物
等
取
扱
施
設
に

つ
い
て
、
粉
じ
ん
に
よ
る
汚
染
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き

は
、
粉
じ
ん
の
飛
散
を
抑
制
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３
　
処
分
事
業
者
は
、
事
故
由
来
廃
棄
物
等
取
扱
施
設
に

つ
い
て
、
そ
の
出
入
口
に
二
重
扉
を
設
け
る
等
、
汚
染

の
広
が
り
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
破
砕
等
設
備
）

第
四
十
一
条
の
六
　
処
分
事
業
者
は
、
事
故
由
来
廃
棄
物

等
取
扱
施
設
の
外
に
お
い
て
、
事
故
由
来
廃
棄
物
等
又

は
汚
染
物
の
破
砕
、
選
別
、
圧
縮
又
は
濃
縮
等
を
行
う

と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
設
備
を
用

い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
気
体
に
よ
る
汚
染
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
　
気
体

が
漏
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
構
造
で
あ
り
、
か
つ
、
腐

食
し
、
及
び
気
体
が
浸
透
し
に
く
い
材
料
を
用
い
た

設
備

二
　
液
体
に
よ
る
汚
染
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
　
液
体

が
漏
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
構
造
で
あ
り
、
か
つ
、
腐

食
し
、
及
び
液
体
が
浸
透
し
に
く
い
材
料
を
用
い
た

設
備

三
　
粉
じ
ん
に
よ
る
汚
染
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
　
粉

じ
ん
が
飛
散
す
る
お
そ
れ
の
な
い
設
備

２
　
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
破
砕
等
設
備
（
前

項
の
設
備
及
び
そ
の
附
属
設
備
を
い
う
。
第
四
十
一
条

の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
四
条
第
一
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
等
の
運
搬
設
備
）

第
四
十
一
条
の
七
　
処
分
事
業
者
は
、
事
故
由
来
廃
棄
物

等
取
扱
施
設
の
外
に
お
い
て
、
事
故
由
来
廃
棄
物
等
又

は
汚
染
物
を
運
搬
す
る
と
き
は
、
第
四
十
一
条
の
九
に

お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
七
条
第
一
項
本
文
の
容
器
を

用
い
た
場
合
、
又
は
同
項
た
だ
し
書
の
措
置
を
講
じ
た

場
合
を
除
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
設
備

を
用
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
気
体
に
よ
る
汚
染
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
　
気
体

が
漏
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
構
造
で
あ
り
、
か
つ
、
腐

食
し
、
及
び
気
体
が
浸
透
し
に
く
い
材
料
を
用
い
た

設
備

二
　
液
体
に
よ
る
汚
染
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
　
液
体

が
漏
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
構
造
で
あ
り
、
か
つ
、
腐

食
し
、
及
び
液
体
が
浸
透
し
に
く
い
材
料
を
用
い
た

設
備

三
　
粉
じ
ん
に
よ
る
汚
染
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
　
粉

じ
ん
が
飛
散
す
る
お
そ
れ
の
な
い
設
備

２
　
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア

等
の
運
搬
設
備
（
前
項
の
設
備
及
び
そ
の
附
属
設
備
を

い
う
。
第
四
十
一
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

四
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
埋
立
施
設
）

第
四
十
一
条
の
八
　
処
分
事
業
者
は
、
事
故
由
来
廃
棄
物

等
又
は
汚
染
物
を
埋
め
立
て
る
と
き
は
、
外
部
と
区
画

さ
れ
た
構
造
で
あ
り
、
か
つ
、
扉
、
蓋
等
外
部
に
通
ず

る
部
分
に
、
鍵
そ
の
他
の
閉
鎖
の
た
め
の
設
備
又
は
器

具
を
設
け
た
埋
立
施
設
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
　
第
三
条
第
四
項
及
び
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定

は
、
前
項
の
埋
立
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
保
護
衣
類
等
）

第
四
十
一
条
の
八
の
二
　
処
分
事
業
者
は
、
事
故
由
来
廃

棄
物
等
を
取
り
扱
う
こ
と
に
よ
り
、
事
故
由
来
廃
棄
物

等
の
飛

ま
つ沫

又
は
粉
末
が
飛
来
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き

は
、
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
有
効
な
保
護
衣
類
、
手

袋
又
は
履
物
を
備
え
、
こ
れ
ら
を
当
該
事
故
由
来
廃
棄

物
等
を
取
り
扱
う
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
使
用
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
処
分
事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に

請
け
負
わ
せ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
事
故
由
来
廃
棄
物
等

の
飛

ま
つ沫

又
は
粉
末
が
飛
来
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き

は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に

有
効
な
保
護
衣
類
、
手
袋
又
は
履
物
を
使
用
す
る
必
要

が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
四
十
一
条
の
九
　
第
三
条
第
四
項
（
第
三
十
三
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
二
十
五

条
、
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
三
十
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
八

条
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び

第
四
項
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条

第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
三
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三

十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十

七
条
（
第
四
項
を
除
く
。
）
並
び
に
第
三
十
八
条
か
ら

第
四
十
一
条
の
二
ま
で
の
規
定
は
、
処
分
事
業
者
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

第

二

十

五
条

放
射
性
物
質
取

扱
作
業
室
及
び

核
原
料
物
質
を

掘
採
す
る
坑
内

事
故
由
来
廃
棄
物
等
取
扱
施

設

第

二

十

七

条

第

一
項

放
射
性
物
質

事
故
由
来
廃
棄
物
等

か
ん鉗

子
、
ピ
ン
セ

ツ
ト
等

ス
コ
ツ
プ
等

第

二

十

八
条

放
射
性
物
質
が

事
故
由
来
廃
棄
物
等
が

放
射
性
物
質
取

扱
作
業
室

事
故
由
来
廃
棄
物
等
取
扱
施

設

第

二

十

九

条

第

一
項

放
射
性
物
質
取

扱
作
業
室
内

事
故
由
来
廃
棄
物
等
取
扱
施

設
内

設
備
等

設
備
等
（
労
働
者
が
触
れ
る

お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
限
る

。
）

第

三

十

二

条

第

一
項

検
査
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
第
四
十
一
条
の
七

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
運
搬

す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

第

三

十

二

条

第

二
項

第
三
十
七
条
第

一
項
本
文
の
容

器
を
用
い
、
又

は

第
四
十
一
条
の
七
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
運
搬
す
る
と
き
、

又
は
第
四
十
一
条
の
九
に
お

い
て
準
用
す
る
第
三
十
七
条

第
一
項
本
文
の
容
器
を
用
い
、

若
し
く
は

放
射
性
物
質
取

扱
作
業
室
、
貯

蔵
施
設
、
廃
棄

の
た
め
の
施
設

又
は
他
の
管
理

区
域

事
故
由
来
廃
棄
物
等
の
処
分

又
は
廃
棄
の
た
め
の
施
設

第

三

十

二

条

第

三
項

検
査
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
第
四
十
一
条
の
九

に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項

た
だ
し
書
の
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。
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第

三

十

三

条

第

一
項

放
射
性
物
質

事
故
由
来
廃
棄
物
等

第

三

十

四

条

第

一
項

放
射
性
物
質
取

扱
作
業
室

事
故
由
来
廃
棄
物
等
取
扱
施

設
、
破
砕
等
設
備
又
は
ベ
ル

ト
コ
ン
ベ
ア
等
の
運
搬
設
備

第

三

十

五

条

第

一
項

放
射
性
物
質

事
故
由
来
廃
棄
物
等

第

三

十

七

条

第

一
項

放
射
性
物
質
を

事
故
由
来
廃
棄
物
等
を

放
射
性
物
質
若

し
く
は

事
故
由
来
廃
棄
物
等
若
し
く

は

保
管
廃
棄
し
、

若
し
く
は
廃
棄

の
た
め
に
一
時

た
め
て
お
く
と

き

廃
棄
の
た
め
に
一
時
た
め
て

お
き
、
若
し
く
は
埋
め
立
て

る
と
き

又
は
放
射
性
物

質
取
扱
作
業
室

内
に
お
い
て
運

搬
す
る
と
き

事
故
由
来
廃
棄
物
等
取
扱
施

設
内
に
お
い
て
取
り
扱
う
と

き
、
又
は
第
四
十
一
条
の
七

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
運
搬

す
る
と
き

第

三

十

七

条

第

二

項

及

び

第

三

項

放
射
性
物
質

事
故
由
来
廃
棄
物
等

第

四

十

条

放
射
性
物
質
取

扱
作
業
室
内

事
故
由
来
廃
棄
物
等
取
扱
施

設
内

第

四

十

一

条

の

二

第

一

項

放
射
性
物
質
取

扱
作
業
室

事
故
由
来
廃
棄
物
等
取
扱
施

設

放
射
性
物
質
を

事
故
由
来
廃
棄
物
等
を

（
除
染
特
別
地
域
等
に
お
け
る
特
例
）

第
四
十
一
条
の
十
　
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生

し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所

の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境

の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十

三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す

る
除
染
特
別
地
域
又
は
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
（
次
項
に
お
い
て

「
除
染
特
別
地
域
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
事
故
由

来
廃
棄
物
等
（
除
染
則
第
二
条
第
七
項
第
二
号
イ
の
除

去
土
壌
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

埋
め
立
て
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措

置
を
講
じ
た
と
き
は
、
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三

十
七
条
（
第
四
項
を
除
く
。
）
の
規
定
及
び
第
四
十
一

条
の
五
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一
　
遠
隔
操
作
に
よ
り
作
業
を
行
う
等
の
事
故
由
来
廃

棄
物
等
に
よ
る
労
働
者
の
身
体
の
汚
染
を
防
止
す
る

た
め
の
措
置

二
　
事
故
由
来
廃
棄
物
等
を
湿
潤
な
状
態
に
す
る
等
の

粉
じ
ん
の
発
散
を
抑
制
す
る
た
め
の
措
置

三
　
埋
立
施
設
の
境
界
か
ら
で
き
る
限
り
離
れ
た
場
所

に
お
い
て
作
業
を
行
う
等
の
粉
じ
ん
の
飛
散
を
抑
制

す
る
た
め
の
措
置

四
　
埋
立
施
設
の
境
界
に
お
け
る
事
故
由
来
放
射
性
物

質
の
表
面
密
度
の
一
月
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
の
測

定
及
び
当
該
表
面
密
度
を
別
表
第
三
に
掲
げ
る
限
度

と
当
該
埋
立
施
設
の
周
辺
に
お
け
る
事
故
由
来
放
射

性
物
質
の
表
面
密
度
の
い
ず
れ
か
高
い
値
以
下
と
す

る
た
め
の
措
置

２
　
除
染
特
別
地
域
等
に
お
い
て
事
故
由
来
廃
棄
物
等
の

処
分
の
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
前
条
に
お
い
て
準

用
す
る
第
二
十
八
条
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
二
条
、

第
三
十
三
条
第
二
項
（
第
三
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
三
十
五
条
第
一
項
及
び

第
三
十
七
条
（
第
四
項
を
除
く
。
）
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
字
句
と
す
る
。

第

二

十

八

条

別
表
第
三
に
掲
げ
る

限
度
（
そ
の
汚
染
が

事
故
由
来
廃
棄
物
等

取
扱
施
設
以
外
の
場

所
で
生
じ
た
と
き
は

、
別
表
第
三
に
掲
げ

る
限
度
の
十
分
の

一
）
以
下

屋
内
に
あ
つ
て
は
別

表
第
三
に
掲
げ
る
限

度
以
下
に
、
屋
外
に

あ
つ
て
は
別
表
第
三

に
掲
げ
る
限
度
と
当

該
区
域
の
周
辺
に
お

け
る
事
故
由
来
放
射

性
物
質
の
表
面
密
度

の
い
ず
れ
か
高
い
値

以
下

第

三

十

一

条
第
一
項

の
出
口

又
は
事
業
場
の
出
口

別
表
第
三
に
掲
げ
る

限
度
の
十
分
の
一

別
表
第
三
に
掲
げ
る

限
度

第

三

十

一

条

第

二

項

及

び

第

五

項

、

第

三

十

二

条

第
別
表
第
三
に
掲
げ
る

限
度
の
十
分
の
一

別
表
第
三
に
掲
げ
る

限
度

二

項

及

び

第

四

項

並

び

に

第

三

十

五

条

第

一
項

第
四
章
の
二
　
特
別
な
作
業
の
管
理

（
加
工
施
設
等
に
お
け
る
作
業
規
程
）

第
四
十
一
条
の
十
一
　
事
業
者
は
、
加
工
施
設
（
核
原
料

物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条

第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
加
工
施
設
を
い
う
。
第
五

十
二
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
再
処
理
施
設

（
同
法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
再
処

理
施
設
を
い
う
。
第
五
十
二
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
又
は
使
用
施
設
等
（
同
法
第
五
十
二
条
第
二

項
第
十
号
に
規
定
す
る
使
用
施
設
等
（
核
原
料
物
質
、

核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行

令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
第
四
十

一
条
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
の
使
用
施
設
等
に
限

る
。
）
を
い
う
。
第
五
十
二
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
管
理
区
域
内
に
お
い
て
核
燃
料
物
質
（
原

子
力
基
本
法
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
使
用
済
燃
料
（
核

原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す

る
法
律
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
使
用
済
燃
料
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
こ
れ
ら
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ

た
物
（
原
子
核
分
裂
生
成
物
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

を
取
り
扱
う
作
業
を
行
う
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
作
業
に

関
し
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
労
働
者
の
放
射
線
に
よ

る
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
規
程
を
定
め
、
こ
れ

に
よ
り
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
加
工
施
設
、
再
処
理
施
設
又
は
使
用
施
設
等
に
係

る
設
備
の
操
作

二
　
安
全
装
置
及
び
自
動
警
報
装
置
の
調
整

三
　
核
燃
料
物
質
に
よ
る
偶
発
的
な
臨
界
を
防
止
す
る

た
め
の
措
置

四
　
作
業
の
方
法
及
び
順
序

五
　
外
部
放
射
線
に
よ
る
線
量
当
量
率
及
び
空
気
中
の

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
監
視
に
関
す
る
措
置

六
　
天
井
、
床
、
壁
、
設
備
等
の
表
面
の
汚
染
の
状
態

の
検
査
及
び
汚
染
の
除
去
に
関
す
る
措
置

七
　
異
常
な
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の

措
置

八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
労
働
者
の
放
射

線
に
よ
る
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
規
程
を
定
め
た
と
き
は
、
同
項

各
号
の
事
項
に
つ
い
て
、
関
係
労
働
者
（
同
項
の
作
業

の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
関
係
労
働
者
及
び
当
該
請
負
人
）
に
周
知
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
原
子
炉
施
設
に
お
け
る
作
業
規
程
）

第
四
十
一
条
の
十
二
　
事
業
者
は
、
原
子
炉
施
設
（
核
原

料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る

法
律
第
二
十
三
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
試
験
研

究
用
等
原
子
炉
施
設
及
び
同
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五

第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
を
い

う
。
第
五
十
二
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

管
理
区
域
内
に
お
い
て
、
核
燃
料
物
質
若
し
く
は
使
用

済
燃
料
又
は
こ
れ
ら
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
取
り

扱
う
作
業
を
行
う
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
作
業
に
関
し
、

次
の
事
項
に
つ
い
て
、
労
働
者
の
放
射
線
に
よ
る
障
害

を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
規
程
を
定
め
、
こ
れ
に
よ
り

作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
の
方
法
及
び
順
序

二
　
外
部
放
射
線
に
よ
る
線
量
当
量
率
及
び
空
気
中
の

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
監
視
に
関
す
る
措
置

三
　
天
井
、
床
、
壁
、
設
備
等
の
表
面
の
汚
染
の
状
態

の
検
査
及
び
汚
染
の
除
去
に
関
す
る
措
置

四
　
異
常
な
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の

措
置

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
労
働
者
の
放
射

線
に
よ
る
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
規
程
を
定
め
た
と
き
は
、
同
項

各
号
の
事
項
に
つ
い
て
、
関
係
労
働
者
（
同
項
の
作
業

の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
関
係
労
働
者
及
び
当
該
請
負
人
）
に
周
知
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
故
由
来
廃
棄
物
等
の
処
分
の
業
務
に
係
る
作
業
に

お
け
る
作
業
規
程
）

第
四
十
一
条
の
十
三
　
事
業
者
は
、
事
故
由
来
廃
棄
物
等

の
処
分
の
業
務
に
係
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作

業
に
関
し
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
労
働
者
の
放
射
線

に
よ
る
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
規
程
を
定
め
、

こ
れ
に
よ
り
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
故
由
来
廃
棄
物
等
の
処
分
に
係
る
各
設
備
の

操
作

二
　
安
全
装
置
及
び
自
動
警
報
装
置
の
調
整

三
　
作
業
の
方
法
及
び
順
序

四
　
外
部
放
射
線
に
よ
る
線
量
当
量
率
及
び
空
気
中
の

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
監
視
に
関
す
る
措
置

五
　
天
井
、
床
、
壁
、
設
備
等
の
表
面
の
汚
染
の
状
態

の
検
査
及
び
汚
染
の
除
去
に
関
す
る
措
置

六
　
異
常
な
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の

措
置
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七
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
労
働
者
の
放
射

線
に
よ
る
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
規
程
を
定
め
た
と
き
は
、
同
項

各
号
の
事
項
に
つ
い
て
、
関
係
労
働
者
（
同
項
の
作
業

の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
関
係
労
働
者
及
び
当
該
請
負
人
）
に
周
知
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
故
由
来
廃
棄
物
等
の
処
分
の
業
務
に
係
る
作
業
の

届
出
）

第
四
十
一
条
の
十
四
　
事
業
者
（
労
働
安
全
衛
生
法
（
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る

元
方
事
業
者
（
第
五
十
九
条
の
三
に
お
い
て
「
元
方
事

業
者
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
者
が
い
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
元
方
事
業
者
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲

げ
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
様
式
第
一

号
に
よ
る
届
書
を
当
該
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

労
働
基
準
監
督
署
長
（
以
下
「
所
轄
労
働
基
準
監
督
署

長
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
故
由
来
廃
棄
物
等
に
汚
染
さ
れ
た
設
備
の
解

体
、
改
造
、
修
理
、
清
掃
、
点
検
等
を
行
う
場
合
に

お
い
て
、
当
該
設
備
を
分
解
し
、
又
は
当
該
設
備
の

内
部
に
立
ち
入
る
作
業

二
　
外
部
放
射
線
に
よ
る
実
効
線
量
と
空
気
中
の
放
射

性
物
質
に
よ
る
実
効
線
量
と
の
合
計
が
一
週
間
に
つ

き
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る

作
業

２
　
第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定

は
、
前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
外
部
放
射
線
に
よ
る
実

効
線
量
及
び
空
気
中
の
放
射
性
物
質
に
よ
る
実
効
線
量

の
算
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
章
　
緊
急
措
置

（
退
避
）

第
四
十
二
条
　
事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
事
故
が
発
生
し
た
と
き
は
、
そ
の
事
故
に
よ
つ

て
受
け
る
実
効
線
量
が
十
五
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え

る
お
そ
れ
の
あ
る
区
域
か
ら
、
直
ち
に
、
作
業
に
従
事

す
る
者
を
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
た

遮
蔽
物
が
放
射
性
物
質
の
取
扱
い
中
に
破
損
し
た
場

合
又
は
放
射
線
の
照
射
中
に
破
損
し
、
か
つ
、
そ
の

照
射
を
直
ち
に
停
止
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

二
　
第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
た

局
所
排
気
装
置
又
は
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
が
故

障
、
破
損
等
に
よ
り
そ
の
機
能
を
失
つ
た
場
合

三
　
放
射
性
物
質
が
多
量
に
漏
れ
、
こ
ぼ
れ
、
又
は
逸

散
し
た
場
合

四
　
放
射
性
物
質
を
装
備
し
て
い
る
機
器
の
放
射
線
源

が
線
源
容
器
か
ら
脱
落
し
た
場
合
又
は
放
射
線
源
送

出
し
装
置
若
し
く
は
放
射
線
源
の
位
置
を
調
整
す
る

遠
隔
操
作
装
置
の
故
障
に
よ
り
線
源
容
器
の
外
に
送

り
出
し
た
放
射
線
源
を
線
源
容
器
に
収
納
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
つ
た
場
合

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
不
測
の
事
態
が

生
じ
た
場
合

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
区
域
を
標
識
に
よ
つ
て
明
示
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
作
業
に
従
事
す
る
者
を
第
一
項
の
区
域

に
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
作
業

に
従
事
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
事
故
に
関
す
る
報
告
）

第
四
十
三
条
　
事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
事
故
が
発
生
し
た
と
き
は
、
速
や
か

に
、
そ
の
旨
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
診
察
等
）

第
四
十
四
条
　
事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
労
働
者
に
、
速
や
か
に
、
医
師
の
診
察
又
は
処

置
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
四
十
二
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
事
故
が
発
生
し
た
と
き
同
項
の
区
域
内
に
い
た
者

二
　
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る

限
度
を
超
え
て
実
効
線
量
又
は
等
価
線
量
を
受
け

た
者

三
　
放
射
性
物
質
を
誤
つ
て
吸
入
摂
取
し
、
又
は
経
口

摂
取
し
た
者

四
　
洗
身
等
に
よ
り
汚
染
を
別
表
第
三
に
掲
げ
る
限
度

の
十
分
の
一
（
第
四
十
一
条
の
十
第
二
項
に
規
定
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
三
に
掲
げ
る
限
度
）

以
下
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

五
　
傷
創
部
が
汚
染
さ
れ
た
者

２
　
事
業
者
は
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
労

働
者
が
あ
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
所
轄
労

働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
放
射
線
業
務
、
緊
急
作
業
及
び
管
理
区

域
に
一
時
的
に
立
ち
入
る
作
業
（
以
下
こ
の
項
及
び
次

条
第
四
項
に
お
い
て
「
放
射
線
業
務
等
」
と
い
う
。
）

の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
放
射
線
業
務
等
に
従
事
す

る
者
が
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

は
、
速
や
か
に
医
師
の
診
察
又
は
処
置
を
受
け
る
必
要

が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
故
に
関
す
る
測
定
及
び
記
録
）

第
四
十
五
条
　
事
業
者
は
、
第
四
十
二
条
第
一
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
故
が
発
生
し
、
同
項
の
区
域

が
生
じ
た
と
き
は
、
労
働
者
が
そ
の
区
域
内
に
い
た
こ

と
に
よ
つ
て
、
又
は
緊
急
作
業
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ

つ
て
受
け
た
実
効
線
量
、
眼
の
水
晶
体
及
び
皮
膚
の
等

価
線
量
並
び
に
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
五
年
間

保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
故
の
発
生
し
た
日
時
及
び
場
所

二
　
事
故
の
原
因
及
び
状
況

三
　
放
射
線
に
よ
る
障
害
の
発
生
状
況

四
　
事
業
者
が
採
つ
た
応
急
の
措
置

２
　
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
労
働
者
で
、
同
項
の

実
効
線
量
又
は
等
価
線
量
が
明
ら
か
で
な
い
も
の
に
つ

い
て
は
、
第
四
十
二
条
第
一
項
の
区
域
内
の
必
要
な
場

所
ご
と
の
外
部
放
射
線
に
よ
る
線
量
当
量
率
、
空
気
中

の
放
射
性
物
質
の
濃
度
又
は
放
射
性
物
質
の
表
面
密
度

を
放
射
線
測
定
器
を
用
い
て
測
定
し
、
そ
の
結
果
に
基

づ
い
て
、
計
算
に
よ
り
前
項
の
実
効
線
量
又
は
等
価
線

量
を
算
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
線
量
当
量
率
は
、
放
射
線
測
定
器
を
用
い
て

測
定
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、
同
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
計
算
に
よ
り
算
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

４
　
事
業
者
は
、
放
射
線
業
務
等
の
一
部
を
請
負
人
に
請

け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
第
一
項

に
規
定
す
る
区
域
が
生
じ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
放
射
線

業
務
等
に
従
事
す
る
者
が
そ
の
区
域
内
に
い
た
こ
と
に

よ
つ
て
、
又
は
緊
急
作
業
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
つ
て

受
け
た
同
項
の
実
効
線
量
又
は
等
価
線
量
が
明
ら
か
で

な
い
と
き
は
、
第
四
十
二
条
第
一
項
の
区
域
内
の
必
要

な
場
所
ご
と
の
外
部
放
射
線
に
よ
る
線
量
当
量
率
、
空

気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
又
は
放
射
性
物
質
の
表
面

密
度
を
放
射
線
測
定
器
を
用
い
て
測
定
し
、
そ
の
結
果

に
基
づ
い
て
、
計
算
に
よ
り
第
一
項
の
実
効
線
量
又
は

等
価
線
量
を
算
出
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
事
業
者
は
、
前
項
の
請
負
人
に
対
し
、
同
項
の
線
量

当
量
率
を
放
射
線
測
定
器
を
用
い
て
測
定
す
る
こ
と
が

著
し
く
困
難
な
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
計
算
に
よ
り
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
周
知

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
章
　
エ
ツ
ク
ス
線
作
業
主
任
者
及
び
ガ
ン
マ

線
透
過
写
真
撮
影
作
業
主
任
者

（
エ
ツ
ク
ス
線
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
四
十
六
条
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
五
号
に
掲
げ
る

作
業
に
つ
い
て
は
、
エ
ツ
ク
ス
線
作
業
主
任
者
免
許
を

受
け
た
者
の
う
ち
か
ら
、
管
理
区
域
ご
と
に
、
エ
ツ
ク

ス
線
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
エ
ッ
ク
ス
線
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
四
十
七
条
　
事
業
者
は
、
エ
ッ
ク
ス
線
作
業
主
任
者
に

次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
三
条
第
一
項
又
は
第
十
八
条
第
四
項
の
標
識
が

こ
れ
ら
の
規
定
に
適
合
し
て
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
措

置
す
る
こ
と
。

二
　
第
十
条
第
一
項
の
照
射
筒
若
し
く
は
し
ぼ
り
又
は

第
十
一
条
の
ろ
過
板
が
適
切
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に

措
置
す
る
こ
と
。

三
　
第
十
二
条
各
号
若
し
く
は
第
十
三
条
各
号
に
掲
げ

る
措
置
又
は
第
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
措
置
を
講

ず
る
こ
と
。

四
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
放
射
線
業
務
従

事
者
の
受
け
る
線
量
が
で
き
る
だ
け
少
な
く
な
る
よ

う
に
照
射
条
件
等
を
調
整
す
る
こ
と
。

五
　
第
十
七
条
第
一
項
の
措
置
が
そ
の
規
定
に
適
合
し

て
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
点
検
す
る

こ
と
。

六
　
照
射
開
始
前
及
び
照
射
中
、
第
十
八
条
第
一
項
の

場
所
に
労
働
者
が
立
ち
入
つ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認

す
る
こ
と
。

七
　
第
八
条
第
三
項
の
放
射
線
測
定
器
が
同
項
の
規
定

に
適
合
し
て
装
着
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て

点
検
す
る
こ
と
。

（
エ
ッ
ク
ス
線
作
業
主
任
者
免
許
）

第
四
十
八
条
　
エ
ッ
ク
ス
線
作
業
主
任
者
免
許
は
、
エ
ッ

ク
ス
線
作
業
主
任
者
免
許
試
験
に
合
格
し
た
者
の
ほ
か

次
の
者
に
対
し
、
都
道
府
県
労
働
局
長
が
与
え
る
も
の

と
す
る
。

一
　
診
療
放
射
線
技
師
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

百
二
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
の
免
許
を
受
け
た
者

二
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制

に
関
す
る
法
律
第
四
十
一
条
第
一
項
の
原
子
炉
主
任

技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
た
者

三
　
放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
三

十
五
条
第
一
項
の
第
一
種
放
射
線
取
扱
主
任
者
免
状

の
交
付
を
受
け
た
者

（
エ
ツ
ク
ス
線
作
業
主
任
者
免
許
の
欠
格
事
由
）

第
四
十
九
条
　
エ
ツ
ク
ス
線
作
業
主
任
者
免
許
に
係
る
法

第
七
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
者
は
、
満
十
八
歳
に
満
た
な
い
者
と
す
る
。

（
エ
ツ
ク
ス
線
作
業
主
任
者
免
許
試
験
の
試
験
科
目
等
）

第
五
十
条
　
エ
ツ
ク
ス
線
作
業
主
任
者
免
許
試
験
は
、
次

の
試
験
科
目
に
つ
い
て
、
学
科
試
験
に
よ
つ
て
行
な

う
。

一
　
エ
ツ
ク
ス
線
の
管
理
に
関
す
る
知
識

二
　
エ
ツ
ク
ス
線
の
測
定
に
関
す
る
知
識

三
　
エ
ツ
ク
ス
線
の
生
体
に
与
え
る
影
響
に
関
す
る

知
識

四
　
関
係
法
令
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（
エ
ッ
ク
ス
線
作
業
主
任
者
免
許
試
験
の
試
験
科
目
の

免
除
）

第
五
十
一
条
　
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
者
に
対
し
、
エ
ッ
ク
ス
線
作
業
主
任
者
免
許
試
験

の
試
験
科
目
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

試
験
科
目
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
三

十
五
条
第
一
項
の
第
二
種
放
射
線
取
扱
主
任
者
免
状

の
交
付
を
受
け
た
者
　
前
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に

掲
げ
る
試
験
科
目

二
　
ガ
ン
マ
線
透
過
写
真
撮
影
作
業
主
任
者
免
許
試
験

に
合
格
し
た
者
　
前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
試
験
科
目

（
エ
ツ
ク
ス
線
作
業
主
任
者
免
許
試
験
の
細
目
）

第
五
十
二
条
　
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労

働
省
令
第
三
十
二
号
。
以
下
「
安
衛
則
」
と
い
う
。
）

第
七
十
一
条
及
び
前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
エ

ツ
ク
ス
線
作
業
主
任
者
免
許
試
験
の
実
施
に
つ
い
て
必

要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
。

（
ガ
ン
マ
線
透
過
写
真
撮
影
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
五
十
二
条
の
二
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
五
号
の
二

に
掲
げ
る
作
業
に
つ
い
て
は
、
ガ
ン
マ
線
透
過
写
真
撮

影
作
業
主
任
者
免
許
を
受
け
た
者
の
う
ち
か
ら
、
管
理

区
域
ご
と
に
、
ガ
ン
マ
線
透
過
写
真
撮
影
作
業
主
任
者

を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ガ
ン
マ
線
透
過
写
真
撮
影
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
五
十
二
条
の
三
　
事
業
者
は
、
ガ
ン
マ
線
透
過
写
真
撮

影
作
業
主
任
者
に
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
第
三
条
第
一
項
又
は
第
十
八
条
第
四
項
の
標
識
が

こ
れ
ら
の
規
定
に
適
合
し
て
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
措

置
す
る
こ
と
。

二
　
作
業
の
開
始
前
に
、
放
射
線
源
送
出
し
装
置
又
は

放
射
線
源
の
位
置
を
調
整
す
る
遠
隔
操
作
装
置
の
機

能
の
点
検
を
行
う
こ
と
。

三
　
伝
送
管
の
移
動
が
第
十
八
条
の
四
第
一
号
の
規
定

に
適
合
し
て
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
及
び
放
射
線

源
の
取
出
し
が
第
十
八
条
の
三
の
規
定
に
適
合
し
て

行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ

と
。

四
　
照
射
開
始
前
及
び
照
射
中
に
、
第
十
八
条
第
一
項

の
場
所
に
労
働
者
が
立
ち
入
つ
て
い
な
い
こ
と
を
確

認
す
る
こ
と
。

五
　
第
十
七
条
第
一
項
の
措
置
が
同
項
の
規
定
に
適
合

し
て
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
及
び
第
八
条
第
三

項
の
放
射
線
測
定
器
が
同
項
の
規
定
に
適
合
し
て
装

着
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
点
検
す
る
こ

と
。

六
　
第
十
八
条
の
二
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

七
　
第
十
八
条
の
四
第
二
号
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

八
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
放
射
線
業
務
従

事
者
の
受
け
る
線
量
が
で
き
る
だ
け
少
な
く
な
る
よ

う
に
照
射
条
件
等
を
調
整
す
る
こ
と
。

九
　
作
業
中
、
放
射
線
測
定
器
を
用
い
て
放
射
線
源
の

位
置
、
遮
蔽
の
状
況
等
に
つ
い
て
点
検
す
る
こ
と
。

十
　
第
十
九
条
第
一
項
の
点
検
を
す
る
こ
と
。

十
一
　
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
故
が

発
生
し
た
場
合
、
同
条
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
、
か

つ
、
当
該
事
故
が
発
生
し
た
旨
を
事
業
者
に
報
告
す

る
こ
と
。

十
二
　
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
故
が

発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
放
射
線
源
を
線
源
容
器

そ
の
他
の
容
器
に
収
納
す
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、

第
十
八
条
の
十
第
一
項
の
措
置
を
講
じ
、
か
つ
、

か
ん鉗

子
等
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者
と
放
射
線
源
と
の
間
に
適
当
な
距
離
を

設
け
る
こ
と
。

（
ガ
ン
マ
線
透
過
写
真
撮
影
作
業
主
任
者
免
許
）

第
五
十
二
条
の
四
　
ガ
ン
マ
線
透
過
写
真
撮
影
作
業
主
任

者
免
許
は
、
ガ
ン
マ
線
透
過
写
真
撮
影
作
業
主
任
者
免

許
試
験
に
合
格
し
た
者
の
ほ
か
、
次
の
者
に
対
し
、
都

道
府
県
労
働
局
長
が
与
え
る
も
の
と
す
る
。

一
　
診
療
放
射
線
技
師
法
第
三
条
第
一
項
の
免
許
を
受

け
た
者

二
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制

に
関
す
る
法
律
第
四
十
一
条
第
一
項
の
原
子
炉
主
任

技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
た
者

三
　
放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
三

十
五
条
第
一
項
の
第
一
種
放
射
線
取
扱
主
任
者
免
状

又
は
第
二
種
放
射
線
取
扱
主
任
者
免
状
の
交
付
を
受

け
た
者

（
ガ
ン
マ
線
透
過
写
真
撮
影
作
業
主
任
者
免
許
の
欠
格

事
由
）

第
五
十
二
条
の
四
の
二
　
ガ
ン
マ
線
透
過
写
真
撮
影
作
業

主
任
者
免
許
に
係
る
法
第
七
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
満
十
八
歳
に
満
た
な

い
者
と
す
る
。

（
ガ
ン
マ
線
透
過
写
真
撮
影
作
業
主
任
者
免
許
試
験
の

試
験
科
目
等
）

第
五
十
二
条
の
四
の
三
　
ガ
ン
マ
線
透
過
写
真
撮
影
作
業

主
任
者
免
許
試
験
は
、
次
の
試
験
科
目
に
つ
い
て
、
学

科
試
験
に
よ
つ
て
行
う
。

一
　
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
透
過
写
真
の
撮
影
の
作
業
に
関

す
る
知
識

二
　
ガ
ン
マ
線
照
射
装
置
に
関
す
る
知
識

三
　
ガ
ン
マ
線
の
生
体
に
与
え
る
影
響
に
関
す
る
知
識

四
　
関
係
法
令

（
ガ
ン
マ
線
透
過
写
真
撮
影
作
業
主
任
者
免
許
試
験
の

試
験
科
目
の
免
除
）

第
五
十
二
条
の
四
の
四
　
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
エ
ッ

ク
ス
線
作
業
主
任
者
免
許
試
験
に
合
格
し
た
者
に
対

し
、
ガ
ン
マ
線
透
過
写
真
撮
影
作
業
主
任
者
免
許
試
験

の
試
験
科
目
の
う
ち
、
前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
試
験
科

目
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
ガ
ン
マ
線
透
過
写
真
撮
影
作
業
主
任
者
免
許
試
験
の

細
目
）

第
五
十
二
条
の
四
の
五
　
安
衛
則
第
七
十
一
条
及
び
前
二

条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
ガ
ン
マ
線
透
過
写
真
撮
影

作
業
主
任
者
免
許
試
験
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項

は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
。

第
六
章
の
二
　
特
別
の
教
育

（
透
過
写
真
撮
影
業
務
に
係
る
特
別
の
教
育
）

第
五
十
二
条
の
五
　
事
業
者
は
、
エ
ツ
ク
ス
線
装
置
又
は

ガ
ン
マ
線
照
射
装
置
を
用
い
て
行
う
透
過
写
真
の
撮
影

の
業
務
に
労
働
者
を
就
か
せ
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者

に
対
し
、
次
の
科
目
に
つ
い
て
、
特
別
の
教
育
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
透
過
写
真
の
撮
影
の
作
業
の
方
法

二
　
エ
ツ
ク
ス
線
装
置
又
は
ガ
ン
マ
線
照
射
装
置
の
構

造
及
び
取
扱
い
の
方
法

三
　
電
離
放
射
線
の
生
体
に
与
え
る
影
響

四
　
関
係
法
令

２
　
安
衛
則
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
八
条
並
び
に
前
項

に
定
め
る
ほ
か
、
同
項
の
特
別
の
教
育
の
実
施
に
つ
い

て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
。

（
加
工
施
設
等
に
お
い
て
核
燃
料
物
質
等
を
取
り
扱
う

業
務
に
係
る
特
別
の
教
育
）

第
五
十
二
条
の
六
　
事
業
者
は
、
加
工
施
設
、
再
処
理
施

設
又
は
使
用
施
設
等
の
管
理
区
域
内
に
お
い
て
、
核
燃

料
物
質
若
し
く
は
使
用
済
燃
料
又
は
こ
れ
ら
に
よ
つ
て

汚
染
さ
れ
た
物
を
取
り
扱
う
業
務
に
労
働
者
を
就
か
せ

る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
に
対
し
、
次
の
科
目
に
つ
い

て
、
特
別
の
教
育
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
核
燃
料
物
質
若
し
く
は
使
用
済
燃
料
又
は
こ
れ
ら

に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
に
関
す
る
知
識

二
　
加
工
施
設
、
再
処
理
施
設
又
は
使
用
施
設
等
に
お

け
る
作
業
の
方
法
に
関
す
る
知
識

三
　
加
工
施
設
、
再
処
理
施
設
又
は
使
用
施
設
等
に
係

る
設
備
の
構
造
及
び
取
扱
い
の
方
法
に
関
す
る
知
識

四
　
電
離
放
射
線
の
生
体
に
与
え
る
影
響

五
　
関
係
法
令

六
　
加
工
施
設
、
再
処
理
施
設
又
は
使
用
施
設
等
に
お

け
る
作
業
の
方
法
及
び
同
施
設
に
係
る
設
備
の
取

扱
い

２
　
安
衛
則
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
八
条
並
び
に
前
項

に
定
め
る
ほ
か
、
同
項
の
特
別
の
教
育
の
実
施
に
つ
い

て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
。

（
原
子
炉
施
設
に
お
い
て
核
燃
料
物
質
等
を
取
り
扱
う

業
務
に
係
る
特
別
の
教
育
）

第
五
十
二
条
の
七
　
事
業
者
は
、
原
子
炉
施
設
の
管
理
区

域
内
に
お
い
て
、
核
燃
料
物
質
若
し
く
は
使
用
済
燃
料

又
は
こ
れ
ら
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
取
り
扱
う
業

務
に
労
働
者
を
就
か
せ
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
に
対

し
、
次
の
科
目
に
つ
い
て
、
特
別
の
教
育
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
核
燃
料
物
質
若
し
く
は
使
用
済
燃
料
又
は
こ
れ
ら

に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
に
関
す
る
知
識

二
　
原
子
炉
施
設
に
お
け
る
作
業
の
方
法
に
関
す
る

知
識

三
　
原
子
炉
施
設
に
係
る
設
備
の
構
造
及
び
取
扱
い
の

方
法
に
関
す
る
知
識

四
　
電
離
放
射
線
の
生
体
に
与
え
る
影
響

五
　
関
係
法
令

六
　
原
子
炉
施
設
に
お
け
る
作
業
の
方
法
及
び
同
施
設

に
係
る
設
備
の
取
扱
い

２
　
安
衛
則
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
八
条
並
び
に
前
項

に
定
め
る
ほ
か
、
同
項
の
特
別
の
教
育
の
実
施
に
つ
い

て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
。

（
事
故
由
来
廃
棄
物
等
の
処
分
の
業
務
に
係
る
特
別
の

教
育
）

第
五
十
二
条
の
八
　
事
業
者
は
、
事
故
由
来
廃
棄
物
等
の

処
分
の
業
務
に
労
働
者
を
就
か
せ
る
と
き
は
、
当
該
労

働
者
に
対
し
、
次
の
科
目
に
つ
い
て
、
特
別
の
教
育
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
故
由
来
廃
棄
物
等
に
関
す
る
知
識

二
　
事
故
由
来
廃
棄
物
等
の
処
分
の
業
務
に
係
る
作
業

の
方
法
に
関
す
る
知
識

三
　
事
故
由
来
廃
棄
物
等
の
処
分
の
業
務
に
係
る
作
業

に
使
用
す
る
設
備
の
構
造
及
び
取
扱
い
の
方
法
に
関

す
る
知
識

四
　
電
離
放
射
線
の
生
体
に
与
え
る
影
響
及
び
被
ば
く

線
量
の
管
理
の
方
法
に
関
す
る
知
識

五
　
関
係
法
令

六
　
事
故
由
来
廃
棄
物
等
の
処
分
の
業
務
に
係
る
作
業

の
方
法
及
び
使
用
す
る
設
備
の
取
扱
い

２
　
安
衛
則
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
八
条
並
び
に
前
項

に
定
め
る
ほ
か
、
同
項
の
特
別
の
教
育
の
実
施
に
つ
い

て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
。

（
特
例
緊
急
作
業
に
係
る
特
別
の
教
育
）

第
五
十
二
条
の
九
　
事
業
者
は
、
特
例
緊
急
作
業
に
係
る

業
務
に
原
子
力
防
災
要
員
等
を
就
か
せ
る
と
き
は
、
当
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該
労
働
者
に
対
し
、
次
の
科
目
に
つ
い
て
、
特
別
の
教

育
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
特
例
緊
急
作
業
の
方
法
に
関
す
る
知
識

二
　
特
例
緊
急
作
業
で
使
用
す
る
施
設
及
び
設
備
の
構

造
及
び
取
扱
い
の
方
法
に
関
す
る
知
識

三
　
電
離
放
射
線
の
生
体
に
与
え
る
影
響
、
健
康
管
理

の
方
法
及
び
被
ば
く
線
量
の
管
理
の
方
法
に
関
す
る

知
識

四
　
関
係
法
令

五
　
特
例
緊
急
作
業
の
方
法

六
　
特
例
緊
急
作
業
で
使
用
す
る
施
設
及
び
設
備
の
取

扱
い

２
　
安
衛
則
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
八
条
並
び
に
前
項

に
定
め
る
ほ
か
、
同
項
の
特
別
の
教
育
の
実
施
に
つ
い

て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
。

第
七
章
　
作
業
環
境
測
定

（
作
業
環
境
測
定
を
行
う
べ
き
作
業
場
）

第
五
十
三
条
　
令
第
二
十
一
条
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
作
業
場
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
放
射
線
業
務
を
行
う
作
業
場
の
う
ち
管
理
区
域
に

該
当
す
る
部
分

二
　
放
射
性
物
質
取
扱
作
業
室

二
の
二
　
事
故
由
来
廃
棄
物
等
取
扱
施
設

三
　
令
別
表
第
二
第
七
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
作

業
場

（
線
量
当
量
率
等
の
測
定
等
）

第
五
十
四
条
　
事
業
者
は
、
前
条
第
一
号
の
管
理
区
域
に

つ
い
て
、
一
月
以
内
（
放
射
線
装
置
を
固
定
し
て
使
用

す
る
場
合
に
お
い
て
使
用
の
方
法
及
び
遮
蔽
物
の
位
置

が
一
定
し
て
い
る
と
き
、
又
は
三
・
七
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル

以
下
の
放
射
性
物
質
を
装
備
し
て
い
る
機
器
を
使
用
す

る
と
き
は
、
六
月
以
内
）
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
外

部
放
射
線
に
よ
る
線
量
当
量
率
又
は
線
量
当
量
を
放
射

線
測
定
器
を
用
い
て
測
定
し
、
そ
の
都
度
、
次
の
事
項

を
記
録
し
、
こ
れ
を
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
測
定
日
時

二
　
測
定
方
法

三
　
放
射
線
測
定
器
の
種
類
、
型
式
及
び
性
能

四
　
測
定
箇
所

五
　
測
定
条
件

六
　
測
定
結
果

七
　
測
定
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

八
　
測
定
結
果
に
基
づ
い
て
実
施
し
た
措
置
の
概
要

２
　
前
項
の
線
量
当
量
率
又
は
線
量
当
量
は
、
放
射
線
測

定
器
を
用
い
て
測
定
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き

は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
計
算
に
よ
り
算
出

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
第
一
項
の
測
定
又
は
前
項
の
計
算
は
、
一
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
線
量
当
量
率
又
は
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当

量
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
第
一

号
の
管
理
区
域
の
う
ち
、
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線

量
当
量
率
が
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
の
十
倍

を
超
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
所
又
は
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ

ー
ト
ル
線
量
当
量
が
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
の

十
倍
を
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
お
い
て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
又
は
七

十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
に
つ
い
て
行
う
も
の

と
す
る
。

４
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
測
定
又
は
第
二
項
の
計
算
に

よ
る
結
果
を
、
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
す
る
等
の
方
法

に
よ
つ
て
、
管
理
区
域
に
立
ち
入
る
者
に
周
知
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定
）

第
五
十
五
条
　
事
業
者
は
、
第
五
十
三
条
第
二
号
か
ら
第

三
号
ま
で
に
掲
げ
る
作
業
場
に
つ
い
て
、
そ
の
空
気
中

の
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
一
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定

期
に
、
放
射
線
測
定
器
を
用
い
て
測
定
し
、
そ
の
都

度
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
て
、

こ
れ
を
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
章
　
健
康
診
断

（
健
康
診
断
）

第
五
十
六
条
　
事
業
者
は
、
放
射
線
業
務
に
常
時
従
事
す

る
労
働
者
で
管
理
区
域
に
立
ち
入
る
も
の
に
対
し
、
雇

入
れ
又
は
当
該
業
務
に
配
置
替
え
の
際
及
び
そ
の
後
六

月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
項
目
に
つ
い
て

医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
ば
く
歴
の
有
無
（
被
ば
く
歴
を
有
す
る
者
に
つ

い
て
は
、
作
業
の
場
所
、
内
容
及
び
期
間
、
放
射
線

障
害
の
有
無
、
自
覚
症
状
の
有
無
そ
の
他
放
射
線
に

よ
る
被
ば
く
に
関
す
る
事
項
）
の
調
査
及
び
そ
の

評
価

二
　
白
血
球
数
及
び
白
血
球
百
分
率
の
検
査

三
　
赤
血
球
数
の
検
査
及
び
血
色
素
量
又
は
ヘ
マ
ト
ク

リ
ッ
ト
値
の
検
査

四
　
白
内
障
に
関
す
る
眼
の
検
査

五
　
皮
膚
の
検
査

２
　
前
項
の
健
康
診
断
の
う
ち
、
雇
入
れ
又
は
当
該
業
務

に
配
置
替
え
の
際
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に

つ
い
て
は
、
使
用
す
る
線
源
の
種
類
等
に
応
じ
て
同
項

第
四
号
に
掲
げ
る
項
目
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
第
一
項
の
健
康
診
断
の
う
ち
、
定
期
に
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
医
師
が
必
要
で
な
い

と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に

掲
げ
る
項
目
の
全
部
又
は
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

４
　
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
健
康
診
断

（
定
期
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
限
る
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
お
う
と
す
る
日
の

属
す
る
年
の
前
年
一
年
間
に
受
け
た
実
効
線
量
が
五
ミ

リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
ず
、
か
つ
、
当
該
健
康
診
断
を

行
お
う
と
す
る
日
の
属
す
る
一
年
間
に
受
け
る
実
効
線

量
が
五
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
る
お
そ
れ
の
な
い
者

に
対
す
る
当
該
健
康
診
断
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号

か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
項
目
は
、
医
師
が
必
要
と

認
め
な
い
と
き
に
は
、
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。

５
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
健
康
診
断
の
際
に
、
当
該
労

働
者
が
前
回
の
健
康
診
断
後
に
受
け
た
線
量
（
こ
れ
を

計
算
に
よ
つ
て
も
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に

は
、
こ
れ
を
推
定
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
（
そ
の
資

料
が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
放
射
線
を
受
け
た
状
況
を

知
る
た
め
に
必
要
な
資
料
）
）
を
医
師
に
示
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
六
条
の
二
　
事
業
者
は
、
緊
急
作
業
に
係
る
業
務

に
従
事
す
る
放
射
線
業
務
従
事
者
に
対
し
、
当
該
業
務

に
配
置
替
え
の
後
一
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、

及
び
当
該
業
務
か
ら
他
の
業
務
に
配
置
替
え
の
際
又
は

当
該
労
働
者
が
離
職
す
る
際
、
次
の
項
目
に
つ
い
て
医

師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
自
覚
症
状
及
び
他
覚
症
状
の
有
無
の
検
査

二
　
白
血
球
数
及
び
白
血
球
百
分
率
の
検
査

三
　
赤
血
球
数
の
検
査
及
び
血
色
素
量
又
は
ヘ
マ
ト
ク

リ
ッ
ト
値
の
検
査

四
　
甲
状
腺
刺
激
ホ
ル
モ
ン
、
遊
離
ト
リ
ヨ
ー
ド
サ
イ

ロ
ニ
ン
及
び
遊
離
サ
イ
ロ
キ
シ
ン
の
検
査

五
　
白
内
障
に
関
す
る
眼
の
検
査

六
　
皮
膚
の
検
査

２
　
前
項
の
健
康
診
断
の
う
ち
、
定
期
に
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
医
師
が
必
要
で
な
い
と

認
め
る
と
き
は
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲

げ
る
項
目
の
全
部
又
は
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
健
康
診
断
の
際
に
、
当
該
労

働
者
が
前
回
の
健
康
診
断
後
に
受
け
た
線
量
（
こ
れ
を

計
算
に
よ
つ
て
も
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に

は
、
こ
れ
を
推
定
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
（
そ
の
資

料
が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
放
射
線
を
受
け
た
状
況
を

知
る
た
め
に
必
要
な
資
料
）
）
を
医
師
に
示
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
六
条
の
三
　
緊
急
作
業
に
係
る
業
務
に
従
事
す
る

放
射
線
業
務
従
事
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
労
働
者
が
直

近
に
受
け
た
前
条
第
一
項
の
健
康
診
断
の
う
ち
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ

る
健
康
診
断
と
み
な
す
。

一
　
緊
急
作
業
に
係
る
業
務
へ
の
配
置
替
え
の
日
前
一

月
以
内
に
行
わ
れ
た
も
の
　
第
五
十
六
条
第
一
項
の

配
置
替
え
の
際
の
健
康
診
断

二
　
第
五
十
六
条
第
一
項
の
定
期
の
健
康
診
断
を
行
お

う
と
す
る
日
前
一
月
以
内
に
行
わ
れ
た
も
の
　
同
項

の
定
期
の
健
康
診
断

（
健
康
診
断
の
結
果
の
記
録
）

第
五
十
七
条
　
事
業
者
は
、
第
五
十
六
条
第
一
項
又
は
第

五
十
六
条
の
二
第
一
項
の
健
康
診
断
（
法
第
六
十
六
条

第
五
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
当
該
労
働
者
が
受

け
た
健
康
診
断
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
結
果
に
基
づ
き
、
第
五
十
六
条
第
一
項
の
健

康
診
断
（
次
条
及
び
第
五
十
九
条
に
お
い
て
「
電
離
放

射
線
健
康
診
断
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
電
離
放
射

線
健
康
診
断
個
人
票
（
様
式
第
一
号
の
二
）
を
、
第
五

十
六
条
の
二
第
一
項
の
健
康
診
断
（
次
条
及
び
第
五
十

九
条
に
お
い
て
「
緊
急
時
電
離
放
射
線
健
康
診
断
」
と

い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
緊
急
時
電
離
放
射
線
健
康
診
断

個
人
票
（
様
式
第
一
号
の
三
）
を
作
成
し
、
こ
れ
ら
を

三
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当

該
記
録
を
五
年
間
保
存
し
た
後
に
お
い
て
、
厚
生
労
働

大
臣
が
指
定
す
る
機
関
に
引
き
渡
す
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

（
健
康
診
断
の
結
果
に
つ
い
て
の
医
師
か
ら
の
意
見
聴

取
）

第
五
十
七
条
の
二
　
電
離
放
射
線
健
康
診
断
の
結
果
に
基

づ
く
法
第
六
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
医
師
か
ら
の

意
見
聴
取
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
電
離
放
射
線
健
康
診
断
が
行
わ
れ
た
日
（
法
第
六

十
六
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当

該
労
働
者
が
健
康
診
断
の
結
果
を
証
明
す
る
書
面
を

事
業
者
に
提
出
し
た
日
）
か
ら
三
月
以
内
に
行
う
こ

と
。

二
　
聴
取
し
た
医
師
の
意
見
を
電
離
放
射
線
健
康
診
断

個
人
票
に
記
載
す
る
こ
と
。

２
　
緊
急
時
電
離
放
射
線
健
康
診
断
（
離
職
す
る
際
に
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
除
く
。
）
の
結
果
に
基

づ
く
法
第
六
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
医
師
か
ら
の

意
見
聴
取
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
緊
急
時
電
離
放
射
線
健
康
診
断
が
行
わ
れ
た
後

（
法
第
六
十
六
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
労
働
者
が
健
康
診
断
の
結
果
を
証
明
す

る
書
面
を
事
業
者
に
提
出
し
た
後
）
速
や
か
に
行
う

こ
と
。
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二
　
聴
取
し
た
医
師
の
意
見
を
緊
急
時
電
離
放
射
線
健

康
診
断
個
人
票
に
記
載
す
る
こ
と
。

３
　
事
業
者
は
、
医
師
か
ら
、
前
二
項
の
意
見
聴
取
を
行

う
上
で
必
要
と
な
る
労
働
者
の
業
務
に
関
す
る
情
報
を

求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
提
供
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
健
康
診
断
の
結
果
の
通
知
）

第
五
十
七
条
の
三
　
事
業
者
は
、
第
五
十
六
条
第
一
項
又

は
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
の
健
康
診
断
を
受
け
た
労

働
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
当
該
健
康
診
断
の
結
果
を

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
の
健
康

診
断
（
離
職
す
る
際
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

に
限
る
。
）
を
受
け
た
労
働
者
で
あ
つ
た
者
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

（
健
康
診
断
結
果
報
告
）

第
五
十
八
条
　
事
業
者
は
、
第
五
十
六
条
第
一
項
の
健
康

診
断
（
定
期
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は
第
五
十
六
条
の

二
第
一
項
の
健
康
診
断
を
行
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な

く
、
そ
れ
ぞ
れ
、
電
離
放
射
線
健
康
診
断
結
果
報
告
書

（
様
式
第
二
号
）
又
は
緊
急
時
電
離
放
射
線
健
康
診
断

結
果
報
告
書
（
様
式
第
二
号
の
二
）
を
所
轄
労
働
基
準

監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
健
康
診
断
等
に
基
づ
く
措
置
）

第
五
十
九
条
　
事
業
者
は
、
電
離
放
射
線
健
康
診
断
又
は

緊
急
時
電
離
放
射
線
健
康
診
断
（
離
職
す
る
際
に
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
除
く
。
）
の
結
果
、
放
射

線
に
よ
る
障
害
が
生
じ
て
お
り
、
若
し
く
は
そ
の
疑
い

が
あ
り
、
又
は
放
射
線
に
よ
る
障
害
が
生
ず
る
お
そ
れ

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
障
害
、

疑
い
又
は
お
そ
れ
が
な
く
な
る
ま
で
、
就
業
す
る
場
所

又
は
業
務
の
転
換
、
被
ば
く
時
間
の
短
縮
、
作
業
方
法

の
変
更
等
健
康
の
保
持
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
九
章
　
指
定
緊
急
作
業
等
従
事
者
等
に
係
る
記

録
等
の
提
出
等

（
指
定
緊
急
作
業
等
従
事
者
等
に
係
る
記
録
等
の
提
出
）

第
五
十
九
条
の
二
　
事
業
者
は
、
緊
急
作
業
（
厚
生
労
働

大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
特
例
緊
急
作

業
（
以
下
こ
の
項
及
び
様
式
第
三
号
に
お
い
て
「
指
定

緊
急
作
業
等
」
と
い
う
。
）
に
従
事
し
、
又
は
従
事
し

た
こ
と
の
あ
る
労
働
者
（
次
項
及
び
様
式
第
三
号
に
お

い
て
「
指
定
緊
急
作
業
等
従
事
者
等
」
と
い
う
。
）
に

つ
い
て
、
当
該
労
働
者
が
指
定
緊
急
作
業
等
又
は
放
射

線
業
務
に
従
事
す
る
期
間
（
当
該
労
働
者
が
法
第
六
十

六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
基
づ
く
健
康
診
断

を
受
け
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
健
康

診
断
を
実
施
す
べ
き
と
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
に
受

け
た
健
康
診
断
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
健
康

診
断
の
結
果
の
記
録
を
作
成
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な

く
、
そ
の
写
し
（
当
該
記
録
が
、
電
磁
的
記
録
（
電
子

的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で

あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。
）
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
を
電
磁
的
記
録
媒
体
に
複

写
し
た
も
の
を
い
う
。
）
を
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
安
衛
則
第
五
十
一
条
に
規
定
す
る
健
康
診
断
個
人

票
（
安
衛
則
第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第
四
十
五
条

第
一
項
の
健
康
診
断
並
び
に
法
第
六
十
六
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
指
示
を
受
け
て
行
つ
た
健
康
診
断
の

結
果
の
記
録
に
限
る
。
）
（
安
衛
則
様
式
第
五
号
）

二
　
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
電
離
放
射
線
健
康
診
断

個
人
票
（
様
式
第
一
号
の
二
）
若
し
く
は
緊
急
時
電

離
放
射
線
健
康
診
断
個
人
票
（
様
式
第
一
号
の
三
）

又
は
除
染
則
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
除
染
等
電
離

放
射
線
健
康
診
断
個
人
票
（
様
式
第
二
号
）

２
　
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
労
働
者
（
指
定
緊

急
作
業
等
従
事
者
等
に
限
る
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
第

八
条
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
又
は
計

算
の
結
果
に
基
づ
き
、
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
当
該

労
働
者
の
線
量
（
次
条
に
お
い
て
「
線
量
」
と
い
う
。
）

及
び
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
そ
の
他

の
必
要
事
項
を
記
載
し
た
線
量
等
管
理
実
施
状
況
報
告

書
（
様
式
第
三
号
）
を
作
成
し
、
当
該
各
号
に
定
め
る

日
ま
で
に
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、

磁
気
的
方
法
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
緊
急
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
　
毎
月
末
日
（
当

該
労
働
者
が
緊
急
作
業
に
従
事
す
る
間
に
限
る
。
）

二
　
放
射
線
業
務
（
緊
急
作
業
を
除
く
。
）
に
従
事
す

る
労
働
者
　
三
月
ご
と
の
月
の
末
日
（
当
該
労
働
者

が
放
射
線
業
務
（
緊
急
作
業
を
除
く
。
）
に
従
事
す

る
間
に
限
る
。
）

（
緊
急
作
業
実
施
状
況
報
告
）

第
五
十
九
条
の
三
　
事
業
者
（
当
該
放
射
線
業
務
を
行
う

事
業
の
仕
事
に
つ
い
て
元
方
事
業
者
に
該
当
す
る
者
が

い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
元
方
事
業
者
に
限
る
。
）

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
報
告
書
を
作
成
し
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
に
、
書
面
又
は
電
磁
的

方
法
に
係
る
記
録
媒
体
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
緊
急
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
（
元
方
事
業
者
に

あ
つ
て
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
関
係

請
負
人
の
労
働
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
当
該
緊
急
作
業
で
受

け
た
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
が
一
年
間
に
つ
き
五

十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ

の
線
量
の
区
分
ご
と
の
人
数
が
記
載
さ
れ
た
緊
急
作

業
実
施
状
況
報
告
書
（
外
部
線
量
）
（
様
式
第
四

号
）
　
当
該
緊
急
作
業
を
開
始
し
た
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
を
経
過
す
る
日
及
び
そ
の
日
か
ら
十
日
を

経
過
す
る
日
ご
と
（
当
該
労
働
者
が
緊
急
作
業
に
従

事
す
る
間
に
限
る
。
）

二
　
緊
急
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
、
そ
の

線
量
の
区
分
ご
と
の
人
数
が
記
載
さ
れ
た
緊
急
作
業

実
施
状
況
報
告
書
（
実
効
線
量
）
（
様
式
第
五
号
）
　

毎
月
（
当
該
緊
急
作
業
に
係
る
事
故
が
発
生
し
た
月

を
除
く
。
）
末
日
（
当
該
労
働
者
が
緊
急
作
業
に
従

事
す
る
間
に
限
る
。
）

第
十
章
　
雑
則

（
放
射
線
測
定
器
の
備
付
け
）

第
六
十
条
　
事
業
者
は
、
こ
の
省
令
で
規
定
す
る
義
務
を

遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
放
射
線
測
定
器
を
備
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
必
要
の
都
度
容
易
に
放
射

線
測
定
器
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
措
置
を
講
じ
た
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
透
過
写
真
撮
影
用
ガ
ン
マ
線
照
射
装
置
に
よ
る
作
業

の
届
出
）

第
六
十
一
条
　
事
業
者
は
、
透
過
写
真
撮
影
用
ガ
ン
マ
線

照
射
装
置
を
自
己
の
事
業
場
以
外
の
場
所
で
使
用
し
て

作
業
を
行
う
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
様
式
第
六
号
に

よ
る
届
書
に
管
理
区
域
を
示
す
図
面
及
び
そ
の
付
近
の

見
取
図
を
添
え
て
、
当
該
作
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
記
録
等
の
引
渡
し
）

第
六
十
一
条
の
二
　
第
九
条
第
二
項
の
記
録
を
作
成
し
、

保
存
す
る
事
業
者
は
、
事
業
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
当
該
記
録
を
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
機
関

に
引
き
渡
す
も
の
と
す
る
。

２
　
電
離
放
射
線
健
康
診
断
個
人
票
又
は
緊
急
時
電
離
放

射
線
健
康
診
断
個
人
票
を
作
成
し
、
保
存
す
る
事
業
者

は
、
事
業
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
電
離

放
射
線
健
康
診
断
個
人
票
又
は
緊
急
時
電
離
放
射
線
健

康
診
断
個
人
票
を
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
機
関
に

引
き
渡
す
も
の
と
す
る
。

（
調
整
）

第
六
十
一
条
の
三
　
放
射
線
業
務
従
事
者
の
う
ち
除
染
則

第
二
条
第
三
項
の
除
染
等
業
務
従
事
者
若
し
く
は
同
項

の
除
染
等
業
務
従
事
者
で
あ
つ
た
者
又
は
同
条
第
四
項

の
特
定
線
量
下
業
務
従
事
者
若
し
く
は
同
項
の
特
定
線

量
下
業
務
従
事
者
で
あ
つ
た
者
が
除
染
等
業
務
従
事
者

又
は
特
定
線
量
下
業
務
従
事
者
と
し
て
同
条
第
九
項
に

規
定
す
る
除
染
等
作
業
又
は
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る

特
定
線
量
下
作
業
に
よ
り
受
け
る
又
は
受
け
た
線
量
に

つ
い
て
は
、
放
射
線
業
務
に
従
事
す
る
際
に
受
け
る
線

量
と
み
な
す
。

第
六
十
一
条
の
四
　
放
射
線
業
務
に
常
時
従
事
す
る
労
働

者
で
あ
つ
て
、
管
理
区
域
に
立
ち
入
る
も
の
の
う
ち
、

当
該
業
務
に
配
置
替
え
と
な
る
直
前
に
除
染
則
第
二
条

第
三
項
の
除
染
等
業
務
従
事
者
で
あ
つ
た
者
に
つ
い
て

は
、
当
該
者
が
直
近
に
受
け
た
除
染
則
第
二
十
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
健
康
診
断
（
当
該
業
務
へ
の
配
置
替

え
の
日
前
六
月
以
内
に
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
は
、

第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
配
置
替
え
の
際
の

健
康
診
断
と
み
な
す
。

（
準
用
）

第
六
十
二
条
　
第
三
条
第
四
項
（
第
十
五
条
第
三
項
、
第

二
十
二
条
第
二
項
、
第
三
十
三
条
第
三
項
、
第
三
十
六

条
第
二
項
、
第
四
十
一
条
の
四
第
二
項
及
び
第
四
十
一

条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
七
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
八
条
、
第
九

条
、
第
十
八
条
第
一
項
本
文
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
一
条
第
一
項
か
ら

第
三
項
ま
で
、
第
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第

三
十
三
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
五

条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
四
十
一
条
の
九
（
第

四
十
一
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
三
十
六
条
第
一
項
、
第
三
十
八
条
、
第
三

十
九
条
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
四
十
一
条
の
九
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
一
条
の
六
第
一
項
、
第

四
十
一
条
の
七
第
一
項
、
第
四
十
一
条
の
八
第
一
項
、

第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
四
条
、
第

四
十
五
条
、
第
五
十
九
条
の
二
並
び
に
第
六
十
一
条
の

二
第
一
項
の
規
定
は
、
放
射
線
業
務
を
行
う
事
業
場
内

に
お
い
て
放
射
線
業
務
以
外
の
業
務
を
行
う
事
業
の
事

業
者
（
除
染
則
第
二
条
第
一
項
の
事
業
者
を
除
く
。
）

及
び
そ
の
使
用
す
る
労
働
者
に
準
用
す
る
。

附
　
則
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
十
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
廃
止
）

第
二
条
　
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
（
昭
和
三
十
八
年

労
働
省
令
第
二
十
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
五
月
二
一
日
労
働
省
令

第
一
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区

分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。

一
　
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
以
外
の
規
定
　

昭
和
四
十
九
年
五
月
二
十
五
日

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
三
月
二
九
日
労
働
省
令

第
一
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
目
次
の
改
正
規
定
（
第
六
章
の
二
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
、
第
十
条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
及
び
第

十
八
条
の
改
正
規
定
、
第
十
八
条
の
次
に
九
条
を
加

え
る
改
正
規
定
（
第
十
八
条
の
二
か
ら
第
十
八
条
の

四
ま
で
及
び
第
十
八
条
の
十
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

、
第
十
九
条
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
四
条
及
び
第

四
十
七
条
の
改
正
規
定
、
第
六
章
の
次
に
一
章
を
加

え
る
改
正
規
定
、
第
六
十
一
条
の
次
に
一
条
を
加
え

る
改
正
規
定
並
び
に
様
式
第
五
号
の
次
に
様
式
を
加

え
る
改
正
規
定
　
昭
和
五
十
年
七
月
一
日

二
　
第
十
八
条
の
次
に
九
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第

十
八
条
の
五
か
ら
第
十
八
条
の
九
ま
で
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
　
昭
和
五
十
年
十
月
一
日

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
改
正
前
の
電
離
放

射
線
障
害
防
止
規
則
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
に
つ
い

て
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
八
月
一
日
労
働
省
令
第

二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
年

八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
七
月
九
日
労
働
省
令
第

二
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
八
月
三
一
日
労
働
省
令

第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
二
年
九
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
三
年
八
月
一
六
日
労
働
省
令

第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
六
年
一
〇
月
一
七
日
労
働
省

令
第
三
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五

年
法
律
第
五
十
二
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
放
射
性
同
位

元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第

三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
同
条

第
一
項
の
第
二
種
放
射
線
取
扱
主
任
者
免
状
は
、
第
五

十
一
条
第
一
号
及
び
第
五
十
二
条
の
四
第
三
号
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障

害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
七
条
の
四
第
一

項
の
第
二
種
放
射
線
取
扱
主
任
者
免
状
（
一
般
）
と
み

な
す
。附

　
則
　
（
昭
和
六
三
年
一
〇
月
一
日
労
働
省
令

第
三
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
改
正
前
の
電
離
放
射
線

障
害
防
止
規
則
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
に
つ
い
て
の

罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
二
月
一
八
日
労
働
省
令

第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
四
月
一
二
日
労
働
省
令
第

一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
〇
日
労
働
省
令
第

二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
計
画
の
届
出
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
有
機
溶
剤
中
毒
予

防
規
則
（
以
下
「
旧
有
機
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
七

条
第
一
項
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
鉛
中
毒
予
防

規
則
（
以
下
「
旧
鉛
則
」
と
い
う
。
）
第
六
十
一
条
第

一
項
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中

毒
予
防
規
則
（
以
下
「
旧
四
ア
ル
キ
ル
則
」
と
い
う
。
）

第
二
十
八
条
第
一
項
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
特

定
化
学
物
質
等
障
害
予
防
規
則
（
以
下
「
旧
特
化
則
」

と
い
う
。
）
第
五
十
二
条
第
一
項
、
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
（
以
下
「
旧
電

離
則
」
と
い
う
。
）
第
六
十
一
条
第
一
項
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
前
の
事
務
所
衛
生
基
準
規
則
（
以
下
「
旧

事
務
所
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
こ

の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則
（
以

下
「
旧
粉
じ
ん
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
届
出
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行

の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
後
に
開
始
さ
れ

る
工
事
に
係
る
も
の
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
も
な
お

労
働
安
全
衛
生
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十

八
条
第
一
項
の
届
出
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と

す
る
。

２
　
旧
有
機
則
第
三
十
七
条
第
三
項
、
旧
鉛
則
第
六
十
一

条
第
三
項
、
旧
四
ア
ル
キ
ル
則
第
二
十
八
条
第
三
項
、

旧
特
化
則
第
五
十
二
条
第
三
項
、
旧
電
離
則
第
六
十
一

条
第
三
項
、
旧
事
務
所
則
第
二
十
五
条
又
は
旧
粉
じ
ん

則
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
で
あ
っ

て
、
施
行
日
後
に
開
始
さ
れ
る
工
事
に
係
る
も
の
は
、

こ
の
省
令
の
施
行
後
も
な
お
法
第
八
十
八
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
届
出
と
し
て
の
効
力

を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第

三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為

に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
九
月
一
三
日
労
働
省
令
第

三
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
九
年
九
月
二
五
日
労
働
省
令
第

三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等

な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
の
た
め
の
労
働
省
関
係
法

律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ

る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
九
年
十
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
月
一
一
日
労
働
省
令

第
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
改
正
前
の
様
式
に

よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
一
月
三
〇
日
労
働
省

令
第
四
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
一
月
三
十
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
月
三
一
日
労
働
省
令

第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
処
分
、
申
請
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
地
方
分
権
推
進
整
備

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
前
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の

法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
（
こ
れ
ら

の
規
定
を
準
用
す
る
他
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政

令
の
規
定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
都
道
府
県

労
働
基
準
局
長
若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
が
行
つ
た
許

可
等
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
処
分
等
の
行

為
」
と
い
う
。
）
又
は
地
方
分
権
推
進
整
備
法
の
施
行

の
際
現
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
若
し
く
は
こ
れ

に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
労
働
基
準
局

長
若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
さ
れ
て
い
る
許

可
等
の
申
請
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
の
行

為
」
と
い
う
。
）
で
、
地
方
分
権
推
進
整
備
法
の
施
行

の
日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
行
為
に
係
る
行
政
事
務
を
地

方
分
権
推
進
整
備
法
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法

律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
労
働
省
令
の
規
定
（
こ
れ
ら
の

規
定
を
準
用
す
る
他
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
労
働

省
令
の
規
定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
都
道
府

県
労
働
局
長
が
行
う
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
地
方
分
権

推
進
整
備
法
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
改
正
後
の
そ

れ
ぞ
れ
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
労
働
省
令
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
又
は
こ
れ

に
基
づ
く
労
働
省
令
の
相
当
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
労

働
局
長
が
し
た
処
分
等
の
行
為
又
は
都
道
府
県
労
働
局

長
に
対
し
て
さ
れ
た
申
請
等
の
行
為
と
み
な
す
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の

省
令
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
処
分
等
の
行
為
又
は
こ
の

省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の

規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
申
請
等
の
行
為
で
、
こ
の
省

令
の
施
行
の
日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
行
為
に
係
る
行
政

事
務
を
行
う
べ
き
者
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
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こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
改
正
後
の
そ
れ

ぞ
れ
の
省
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ

れ
の
省
令
の
相
当
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
処
分
等
の
行
為

又
は
申
請
等
の
行
為
と
み
な
す
。

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の

省
令
の
規
定
に
よ
り
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
又

は
職
員
に
対
し
て
報
告
、
届
出
、
提
出
そ
の
他
の
手
続

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
で
、
こ
の
省
令
の
施
行

の
日
前
に
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
を
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
相
当
規
定

に
よ
り
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
相
当
の
機
関
又
は
職

員
に
対
し
て
報
告
、
届
出
、
提
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
事
項
に
つ
い
て
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の

と
み
な
し
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ

の
省
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
四
日
労
働
省
令

第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
三
一
日
労
働
省

令
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
七
日
厚
生
労
働

省
令
第
四
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経

過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
放
射
線
業
務
を
行

っ
て
い
る
事
業
者
に
対
す
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
（
以
下
「
新
電
離

則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
及
び
第
三
条
の
二
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
特
定
エ
ッ
ク
ス
線

装
置
の
設
置
に
係
る
労
働
安
全
衛
生
法
第
八
十
八
条
第

一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
っ
て
い
る
事
業
者
に

対
す
る
新
電
離
則
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
第
九
条
第
二
項

又
は
第
五
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
者
が
保
存
し
て

い
る
記
録
に
つ
い
て
は
、
新
電
離
則
第
九
条
第
二
項
又

は
第
五
十
七
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
七
月
一
六
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
七
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
七
月
二
六
日
厚
生
労
働

省
令
第
九
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
一
九
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
七
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
六
月
一
日
厚
生
労
働
省

令
第
九
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
に
よ
り
新
た
に
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
後
の
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
（
以
下

「
新
電
離
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
放
射
性
物

質
と
な
る
も
の
（
以
下
「
新
放
射
性
物
質
」
と
い
う
。
）

の
み
を
装
備
し
て
い
る
機
器
又
は
新
放
射
性
物
質
の
み

が
密
封
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
の
省
令
の
施
行
日
前
に
製

造
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
た
も
の
及
び
こ
れ
ら
の
も
の

と
同
一
の
型
式
の
も
の
で
あ
っ
て
平
成
十
九
年
四
月
一

日
前
に
製
造
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て

は
、
新
電
離
則
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
放
射
性
物

質
を
装
備
し
て
い
る
機
器
を
使
用
す
る
放
射
線
装
置
室

（
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
第
十
五
条
第
一
項
に
規

定
す
る
放
射
線
装
置
室
を
い
う
。
）
の
出
入
口
で
人
が

通
常
出
入
り
す
る
も
の
に
対
す
る
新
電
離
則
第
十
七
条

第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
二
月
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
七
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
月
五
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
三
条
　
施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
五
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
月
一
四
日
厚
生
労
働

省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
、
又
は

交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ

れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
は
、
こ
の

省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
相

当
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
と
み
な
す
。

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に

よ
る
申
請
書
等
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
必
要
な
改
定

を
し
た
上
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
〇
月
一
一
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
二
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
、
指
定
緊
急
作
業

従
事
者
等
（
同
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
離
放
射
線
障
害

防
止
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
十
九

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
「
指
定
緊
急
作
業
従
事
者

等
」
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
指
定
緊
急
作
業
（
同

項
に
規
定
す
る
「
指
定
緊
急
作
業
」
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
又
は
放
射
線
業
務
に
従
事
し
て
い
た
期
間
（
当

該
労
働
者
が
労
働
安
全
衛
生
法
第
六
十
六
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
指
示
に
基
づ
く
健
康
診
断
を
受
け
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、
当
該
健
康
診
断
を
実
施
す

べ
き
と
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
に
受
け
た
健
康
診
断

の
結
果
の
記
録
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
五
十
九
条
の

二
第
一
項
中
「
当
該
労
働
者
が
指
定
緊
急
作
業
又
は
放

射
線
業
務
に
従
事
す
る
期
間
（
当
該
労
働
者
が
法
第
六

十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
基
づ
く
健
康
診

断
を
受
け
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
健

康
診
断
を
実
施
す
べ
き
と
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
に

受
け
た
健
康
診
断
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
健

康
診
断
の
結
果
の
記
録
を
作
成
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な

く
、
そ
の
写
し
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
三
年
十
一

月
三
十
日
ま
で
に
、
当
該
労
働
者
の
健
康
診
断
の
結
果

の
記
録
の
写
し
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適

用
す
る
。

２
　
新
規
則
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
（
各
号
を
除
く
。
）

の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
、
指
定
緊
急

作
業
従
事
者
等
（
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

を
使
用
し
て
い
た
事
業
者
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
労

働
者
の
区
分
に
応
じ
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
使
用
し
て

い
た
労
働
者
に
つ
い
て
」
と
、
「
当
該
各
号
に
定
め
る

日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま

で
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
二
二
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
五
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経

過
措
置
）

第
四
条
　
前
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
電
離
放
射
線
障

害
防
止
規
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
区
域

（
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
に
属

す
る
原
子
炉
施
設
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び

原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律

第
百
六
十
六
号
）
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
第
五

号
に
規
定
す
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
を
い
う
。
）
並
び

に
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
及
び
そ
の
附
属
設
備
又
は
そ
の
周
辺

の
区
域
で
あ
っ
て
、
そ
の
平
均
空
間
線
量
率
が
〇
・
一

ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所

（
以
下
「
特
定
施
設
等
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
に
お

い
て
行
わ
れ
る
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
電
離
放

射
線
障
害
防
止
規
則
（
以
下
「
旧
電
離
則
」
と
い
う
。
）

第
二
条
第
三
項
の
放
射
線
業
務
に
係
る
旧
電
離
則
の
規

定
（
旧
電
離
則
第
三
十
一
条
、
第
三
十
二
条
及
び
第
四

十
四
条
（
同
条
第
一
項
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
第
二
条
第
三
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
特
定
施
設
等
に
お
い
て
放
射
性
物
質
を
取
り
扱
う
作

業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
事
業
者
に
関
す
る
特
例
）

第
四
条
の
二
　
特
定
施
設
等
に
お
い
て
電
離
放
射
線
障
害

防
止
規
則
第
二
条
第
二
項
の
放
射
性
物
質
を
取
り
扱
う

作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
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第
十
一
条
（
同
条
第
一
項
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
、
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
（
同
条
第
一
項
た
だ

し
書
及
び
第
三
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
第
一
項
中

「
除
染
等
業
務
従
事
者
」
と
あ
る
の
は
「
電
離
則
第
四

条
第
一
項
の
放
射
線
業
務
従
事
者
（
次
項
及
び
第
十
四

条
に
お
い
て
単
に
「
放
射
線
業
務
従
事
者
」
と
い
う
。
）

」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
除
染
等
業
務
従
事
者
」
と
あ

る
の
は
「
放
射
線
業
務
従
事
者
」
と
、
同
条
第
三
項
中

「
除
染
等
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
電
離
則
第
二
条
第
三

項
の
放
射
線
業
務
」
と
、
第
十
四
条
第
一
項
中
「
除
染

等
業
務
が
」
と
あ
る
の
は
「
密
封
さ
れ
て
い
な
い
電
離

則
第
二
条
第
二
項
の
放
射
性
物
質
を
取
り
扱
う
作
業

が
」
と
、
「
除
染
等
作
業
」
と
あ
る
の
は
「
密
封
さ
れ

て
い
な
い
放
射
性
物
質
を
取
り
扱
う
作
業
」
と
、
「
除

染
等
業
務
従
事
者
」
と
あ
る
の
は
「
放
射
線
業
務
従
事

者
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
除
染
等
業
務

従
事
者
」
と
あ
る
の
は
「
放
射
線
業
務
従
事
者
」
と
、

同
条
第
四
項
中
「
除
染
等
作
業
」
と
あ
る
の
は
「
密
封

さ
れ
て
い
な
い
電
離
則
第
二
条
第
二
項
の
放
射
性
物
質

を
取
り
扱
う
作
業
」
と
、
第
十
五
条
第
一
項
本
文
中

「
除
染
等
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
密
封
さ
れ
て
い
な
い

電
離
則
第
二
条
第
二
項
の
放
射
性
物
質
を
取
り
扱
う
作

業
」
と
、
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
第
十
三
条
第
一

項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
電
離
則
第
三
十
七
条
第
一
項

本
文
」
と
、
「
除
染
等
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
密
封
さ

れ
て
い
な
い
電
離
則
第
二
条
第
二
項
の
放
射
性
物
質
を

取
り
扱
う
作
業
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
除
染
等
作

業
」
と
あ
る
の
は
「
密
封
さ
れ
て
い
な
い
電
離
則
第
二

条
第
二
項
の
放
射
性
物
質
を
取
り
扱
う
作
業
」
と
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
一
五
日
厚
生
労
働

省
令
第
九
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
九
月
一
四
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
の
施
行

の
日
（
平
成
二
十
四
年
九
月
十
九
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
四
月
一
二
日
厚
生
労
働

省
令
第
五
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
七
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
十
七
条
の
改
正
規
定
、
第

六
十
一
条
の
三
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出

し
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る

改
正
規
定
及
び
様
式
第
一
号
の
次
に
一
様
式
を
加
え
る

改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
六
条
（
東
日
本
大
震
災
に
よ

り
生
じ
た
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
を

除
染
す
る
た
め
の
業
務
等
に
係
る
電
離
放
射
線
障
害
防

止
規
則
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
二

号
）
第
二
十
九
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見

出
し
を
付
す
る
改
正
規
定
及
び
同
条
の
次
に
一
条
を
加

え
る
改
正
規
定
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

（
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
密
封
さ
れ
て
い
な
い
事

故
由
来
廃
棄
物
等
を
取
り
扱
う
作
業
が
現
に
行
わ
れ
て

い
る
専
用
の
作
業
室
又
は
当
該
作
業
に
従
事
中
の
者
の

専
用
の
廊
下
等
で
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
電
離

放
射
線
障
害
防
止
規
則
第
二
十
三
条
の
規
定
に
適
合
す

る
も
の
は
、
こ
れ
ら
を
引
き
続
き
使
用
す
る
場
合
に
限

り
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
離
放
射
線
障
害
防

止
規
則
第
四
十
一
条
の
五
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
も

の
と
み
な
す
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す

る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
七
月
八
日
厚
生
労
働
省

令
第
八
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
附

則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成

二
十
五
年
七
月
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
八
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
、
又
は

交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
電
離
放

射
線
障
害
防
止
規
則
（
次
条
に
お
い
て
「
旧
電
離
則
」

と
い
う
。
）
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
は
、
こ

の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則

（
以
下
「
新
電
離
則
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
相
当
様
式

に
よ
る
申
請
書
等
と
み
な
す
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
旧
電
離
則

に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
の
用
紙
は
、
当
分
の

間
、
必
要
な
改
定
を
し
た
上
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
緊
急
作
業
実
施
状
況
報
告
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
離
放
射
線
障
害

防
止
規
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
作
業
に
労

働
者
を
従
事
さ
せ
る
事
業
者
に
対
す
る
新
電
離
則
第
五

十
九
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一

号
中
「
当
該
緊
急
作
業
を
開
始
し
た
日
か
ら
起
算
し
て

十
五
日
を
経
過
す
る
日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
八

年
四
月
十
五
日
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
当
該
緊
急
作

業
に
係
る
事
故
が
発
生
し
た
月
」
と
あ
る
の
は
「
平
成

二
十
八
年
四
月
」
と
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す

る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
二
九
日
厚
生
労
働

省
令
第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
厚
生
労
働
省
令

第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令

で
定
め
る
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
に

よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要

と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り

繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省

令
第
三
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の

強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子

炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省

令
第
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の

強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子

炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
令

和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
四
月
一
日
厚
生
労
働
省
令

第
八
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
第
四
条
第
一
項
に

規
定
す
る
放
射
線
業
務
従
事
者
の
う
ち
、
遮
蔽
そ
の
他

の
適
切
な
放
射
線
防
護
措
置
を
講
じ
て
も
な
お
そ
の
眼

の
水
晶
体
に
受
け
る
等
価
線
量
が
五
年
間
に
つ
き
百
ミ

リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
医
師
で
あ
っ

て
、
そ
の
行
う
診
療
に
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を

必
要
と
し
、
か
つ
、
そ
の
た
め
に
後
任
者
を
容
易
に
得

る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
を
使
用
す
る
事
業
者
に
対
す

る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
離
放
射
線
障
害
防
止

規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日

か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
同
項
中

「
五
年
間
に
つ
き
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
及
び
一
年
間
に

つ
き
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
年

間
に
つ
き
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
」
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
対
す
る
令
和
五

年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
お
け
る
新
規
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
五
年
間
に
つ
き
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル

ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
年
間
に
つ
き
六
十
ミ
リ
シ
ー

ベ
ル
ト
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
八
月
二
八
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
五
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
省
令
」

と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
報
告
は
、
こ

の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に

よ
る
報
告
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
省
令
に
定
め
る

様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認

め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
五
日
厚
生
労
働

省
令
第
二
〇
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
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い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
四
月
一
五
日
厚
生
労
働
省

令
第
八
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
の

省
令
に
よ
る
改
正
前
の
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
様

式
第
一
号
の
二
の
電
離
放
射
線
健
康
診
断
個
人
票
（
次

項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
様
式
第

一
号
の
二
の
電
離
放
射
線
健
康
診
断
個
人
票
と
み
な

す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
の
用
紙
に

つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

第
１
欄

第
２
欄

第
３
欄

放
射
性
同
位
元
素
の

種
類

数
量
（
Ｂ
ｑ
）
濃
度
（
Ｂ
ｑ
／
ｇ
）

核
種

化
学
形

等

　

　

３

Ｈ

　

１×

１
０
９

１×

１
０
６

７

Ｂ
ｅ

　

１×

１
０
７

１×

１
０
３

１
０

Ｂ
ｅ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
４

１
１

Ｃ

一
酸
化

物
及
び

二
酸
化

物

１×

１
０
９

１×

１
０
１

１
１

Ｃ

一
酸
化

物
及
び

二
酸
化

物
以
外

の
も
の

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
４

Ｃ

一
酸
化

物

１×

１
０
１
１

１×

１
０
８

１
４

Ｃ

二
酸
化

物

１×

１
０
１
１

１×

１
０
７

１
４

Ｃ

一
酸
化

物
及
び

１×

１
０
７

１×

１
０
４

二
酸
化

物
以
外

の
も
の

１
３

Ｎ

　

１×

１
０
９

１×

１
０
２

１
５

Ｏ

　

１×

１
０
９

１×

１
０
２

１
８

Ｆ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
９

Ｎ
ｅ

　

１×

１
０
９

１×

１
０
２

２
２

Ｎ
ａ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

２
４

Ｎ
ａ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

２
８

Ｍ
ｇ

放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
５

１×

１
０
１

２
６

Ａ
ｌ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

３
１

Ｓ
ｉ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

３
２

Ｓ
ｉ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

３
２

Ｐ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
３

３
３

Ｐ

　

１×

１
０
８

１×

１
０
５

３
５

Ｓ

蒸
気

１×

１
０
９

１×

１
０
６

３
５

Ｓ

蒸
気
以

外
の
も

の

１×

１
０
８

１×

１
０
５

３
６

Ｃ
ｌ

　

１×
１
０
６

１×

１
０
４

３
８

Ｃ
ｌ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

３
９

Ｃ
ｌ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

３
７

Ａ
ｒ

　

１×

１
０
８

１×
１
０
６

３
９

Ａ
ｒ

　

１×

１
０
４

１×

１
０
７

４
１

Ａ
ｒ

　

１×

１
０
９

１×

１
０
２

４
０

Ｋ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

４
２

Ｋ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

４
３

Ｋ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

４
４

Ｋ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

４
５

Ｋ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

４
１

Ｃ
ａ

　

１×

１
０
７

１×

１
０
５

４
５

Ｃ
ａ

　

１×

１
０
７

１×

１
０
４

４
７

Ｃ
ａ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

４
３

Ｓ
ｃ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

４
４

Ｓ
ｃ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

４
４
ｍ

Ｓ
ｃ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

４
６

Ｓ
ｃ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

４
７

Ｓ
ｃ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

４
８

Ｓ
ｃ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

４
９

Ｓ
ｃ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
３

４
４

Ｔ
ｉ

放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
５

１×

１
０
１

４
５

Ｔ
ｉ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

４
７

Ｖ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

４
８

Ｖ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

４
９

Ｖ

　

１×

１
０
７

１×

１
０
４

４
８

Ｃ
ｒ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

４
９

Ｃ
ｒ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

５
１

Ｃ
ｒ

　

１×

１
０
７

１×

１
０
３

５
１

Ｍ
ｎ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

５
２

Ｍ
ｎ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

５
２
ｍ

Ｍ
ｎ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

５
３

Ｍ
ｎ

　

１×

１
０
９

１×

１
０
４

５
４

Ｍ
ｎ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

５
６

Ｍ
ｎ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

５
２

Ｆ
ｅ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

５
５

Ｆ
ｅ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
４

５
９

Ｆ
ｅ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

６
０

Ｆ
ｅ

放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
５

１×

１
０
２

５
５

Ｃ
ｏ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

５
６

Ｃ
ｏ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

５
７

Ｃ
ｏ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

５
８

Ｃ
ｏ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

５
８
ｍ

Ｃ
ｏ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
４

６
０

Ｃ
ｏ

　

１×
１
０
５

１×

１
０
１

６
０
ｍ

Ｃ
ｏ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

６
１

Ｃ
ｏ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

６
２
ｍ

Ｃ
ｏ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

５
６

Ｎ
ｉ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

５
７

Ｎ
ｉ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

５
９

Ｎ
ｉ

　

１×

１
０
８

１×

１
０
４

６
３

Ｎ
ｉ

　

１×

１
０
８

１×

１
０
５

６
５

Ｎ
ｉ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

６
６

Ｎ
ｉ

　

１×

１
０
７

１×

１
０
４

６
０

Ｃ
ｕ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

６
１

Ｃ
ｕ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

６
４

Ｃ
ｕ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

６
７

Ｃ
ｕ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

６
２

Ｚ
ｎ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

６
３

Ｚ
ｎ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

６
５

Ｚ
ｎ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

６
９

Ｚ
ｎ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
４

６
９
ｍ

Ｚ
ｎ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

７
１
ｍ

Ｚ
ｎ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

７
２

Ｚ
ｎ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

６
５

Ｇ
ａ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

６
６

Ｇ
ａ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

６
７

Ｇ
ａ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

６
８

Ｇ
ａ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

７
０

Ｇ
ａ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

７
２

Ｇ
ａ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

７
３

Ｇ
ａ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

６
６

Ｇ
ｅ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

６
７

Ｇ
ｅ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

６
８

Ｇ
ｅ

放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
５

１×

１
０
１

６
９

Ｇ
ｅ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

７
１

Ｇ
ｅ

　

１×

１
０
８

１×

１
０
４

７
５

Ｇ
ｅ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

７
７

Ｇ
ｅ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

７
８

Ｇ
ｅ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

６
９

Ａ
ｓ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１
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７
０

Ａ
ｓ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

７
１

Ａ
ｓ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

７
２

Ａ
ｓ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

７
３

Ａ
ｓ

　

１×

１
０
７

１×

１
０
３

７
４

Ａ
ｓ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

７
６

Ａ
ｓ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
２

７
７

Ａ
ｓ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

７
８

Ａ
ｓ

　

１×
１
０
５

１×

１
０
１

７
０

Ｓ
ｅ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

７
３

Ｓ
ｅ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

７
３
ｍ

Ｓ
ｅ
　

１×

１
０
６

１×
１
０
２

７
５

Ｓ
ｅ

　

１×

１
０
６

１×
１
０
２

７
９

Ｓ
ｅ

　

１×

１
０
７

１×

１
０
４

８
１

Ｓ
ｅ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

８
１
ｍ

Ｓ
ｅ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
３

８
３

Ｓ
ｅ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

７
４

Ｂ
ｒ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

７
４
ｍ

Ｂ
ｒ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

７
５

Ｂ
ｒ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

７
６

Ｂ
ｒ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

７
７

Ｂ
ｒ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

８
０

Ｂ
ｒ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
２

８
０
ｍ

Ｂ
ｒ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
３

８
２

Ｂ
ｒ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

８
３

Ｂ
ｒ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

８
４

Ｂ
ｒ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

７
４

Ｋ
ｒ

　

１×

１
０
９

１×

１
０
２

７
６

Ｋ
ｒ

　

１×

１
０
９

１×

１
０
２

７
７

Ｋ
ｒ

　

１×

１
０
９

１×

１
０
２

７
９

Ｋ
ｒ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
３

８
１

Ｋ
ｒ

　

１×

１
０
７

１×

１
０
４

８
１
ｍ

Ｋ
ｒ
　

１×

１
０
１
０

１×

１
０
３

８
３
ｍ

Ｋ
ｒ
　

１×

１
０
１
２

１×

１
０
５

８
５

Ｋ
ｒ

　

１×

１
０
４

１×

１
０
５

８
５
ｍ

Ｋ
ｒ
　

１×

１
０
１
０

１×

１
０
３

８
７

Ｋ
ｒ

　

１×

１
０
９

１×

１
０
２

８
８

Ｋ
ｒ

　

１×

１
０
９

１×

１
０
２

７
９

Ｒ
ｂ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

８
１

Ｒ
ｂ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

８
１
ｍ

Ｒ
ｂ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
３

８
２
ｍ

Ｒ
ｂ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

８
３

Ｒ
ｂ

放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
６

１×

１
０
２

８
４

Ｒ
ｂ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

８
６

Ｒ
ｂ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
２

８
７

Ｒ
ｂ

　

１×

１
０
７

１×

１
０
４

８
８

Ｒ
ｂ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

８
９

Ｒ
ｂ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

８
０

Ｓ
ｒ

　

１×

１
０
７

１×

１
０
３

８
１

Ｓ
ｒ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

８
２

Ｓ
ｒ

放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
５

１×

１
０
１

８
３

Ｓ
ｒ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

８
５

Ｓ
ｒ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

８
５
ｍ

Ｓ
ｒ
　

１×
１
０
７

１×

１
０
２

８
７
ｍ

Ｓ
ｒ
　

１×
１
０
６

１×

１
０
２

８
９

Ｓ
ｒ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

９
０

Ｓ
ｒ

放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
４

１×

１
０
２

９
１

Ｓ
ｒ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

９
２

Ｓ
ｒ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

８
６

Ｙ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

８
６
ｍ

Ｙ

　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

８
７

Ｙ

放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
６

１×

１
０
１

８
８

Ｙ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

９
０

Ｙ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
３

９
０
ｍ

Ｙ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

９
１

Ｙ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

９
１
ｍ

Ｙ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

９
２

Ｙ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
２

９
３

Ｙ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
２

９
４

Ｙ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

９
５

Ｙ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

８
６

Ｚ
ｒ

　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

８
８

Ｚ
ｒ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

８
９

Ｚ
ｒ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

９
３

Ｚ
ｒ

放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
７

１×

１
０
３

９
５

Ｚ
ｒ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

９
７

Ｚ
ｒ

放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
５

１×

１
０
１

８
８

Ｎ
ｂ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

８
９

Ｎ
ｂ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

９
０

Ｎ
ｂ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

９
３
ｍ

Ｎ
ｂ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
４

９
４

Ｎ
ｂ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

９
５

Ｎ
ｂ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

９
５
ｍ

Ｎ
ｂ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

９
６

Ｎ
ｂ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

９
７

Ｎ
ｂ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

９
８

Ｎ
ｂ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

９
０

Ｍ
ｏ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

９
３

Ｍ
ｏ

　

１×

１
０
８

１×

１
０
３

９
３
ｍ

Ｍ
ｏ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

９
９

Ｍ
ｏ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
０
１

Ｍ
ｏ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

９
３

Ｔ
ｃ

　

１×
１
０
６

１×

１
０
１

９
３
ｍ

Ｔ
ｃ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

９
４

Ｔ
ｃ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

９
４
ｍ

Ｔ
ｃ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

９
５

Ｔ
ｃ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

９
５
ｍ

Ｔ
ｃ
放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
６

１×

１
０
１

９
６

Ｔ
ｃ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

９
６
ｍ

Ｔ
ｃ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
３

９
７

Ｔ
ｃ

　

１×

１
０
８

１×

１
０
３

９
７
ｍ

Ｔ
ｃ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
３

９
８

Ｔ
ｃ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

９
９

Ｔ
ｃ

　

１×

１
０
７

１×

１
０
４

９
９
ｍ

Ｔ
ｃ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
０
１

Ｔ
ｃ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
０
４

Ｔ
ｃ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

９
４

Ｒ
ｕ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

９
７

Ｒ
ｕ

　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
０
３

Ｒ
ｕ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
０
５

Ｒ
ｕ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
０
６

Ｒ
ｕ
放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
５

１×

１
０
２

９
９

Ｒ
ｈ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

９
９
ｍ

Ｒ
ｈ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
０
０

Ｒ
ｈ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
０
１

Ｒ
ｈ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
０
１
ｍ

Ｒ

ｈ

　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
０
２

Ｒ
ｈ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
０
２
ｍ

Ｒ

ｈ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
０
３
ｍ

Ｒ

ｈ

　

１×

１
０
８

１×

１
０
４

１
０
５

Ｒ
ｈ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
０
６
ｍ

Ｒ

ｈ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

１
０
７

Ｒ
ｈ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２
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１
０
０

Ｐ
ｄ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
０
１

Ｐ
ｄ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
０
３

Ｐ
ｄ
　

１×

１
０
８

１×

１
０
３

１
０
７

Ｐ
ｄ
　

１×

１
０
８

１×

１
０
５

１
０
９

Ｐ
ｄ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

１
０
２

Ａ
ｇ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

１
０
３

Ａ
ｇ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
０
４

Ａ
ｇ
　

１×
１
０
６

１×

１
０
１

１
０
４
ｍ

Ａ

ｇ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
０
５

Ａ
ｇ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
０
６

Ａ
ｇ
　

１×

１
０
６

１×
１
０
１

１
０
６
ｍ

Ａ

ｇ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
０
８
ｍ

Ａ

ｇ

放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
１
０
ｍ

Ａ

ｇ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
１
１

Ａ
ｇ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

１
１
２

Ａ
ｇ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

１
１
５

Ａ
ｇ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

１
０
４

Ｃ
ｄ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
０
７

Ｃ
ｄ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
３

１
０
９

Ｃ
ｄ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
４

１
１
３

Ｃ
ｄ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

１
１
３
ｍ

Ｃ

ｄ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

１
１
５

Ｃ
ｄ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
１
５
ｍ

Ｃ

ｄ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

１
１
７

Ｃ
ｄ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
１
７
ｍ

Ｃ

ｄ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
０
９

Ｉ
ｎ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
１
０

Ｉ
ｎ
物
理
的

半
減
期

が
４
．

９
０
時

１×

１
０
６

１×

１
０
１

間
の
も

の

１
１
０

Ｉ
ｎ
物
理
的

半
減
期

が
１
．

１
５
時

間
の
も

の

１×

１
０
５

１×

１
０
１

１
１
１

Ｉ
ｎ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
１
２

Ｉ
ｎ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
１
３
ｍ

Ｉ

ｎ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
１
４

Ｉ
ｎ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
３

１
１
４
ｍ

Ｉ

ｎ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
１
５

Ｉ
ｎ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
３

１
１
５
ｍ

Ｉ

ｎ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
１
６
ｍ

Ｉ

ｎ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

１
１
７

Ｉ
ｎ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
１
７
ｍ

Ｉ

ｎ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
１
９
ｍ

Ｉ

ｎ

　

１×
１
０
５

１×

１
０
２

１
１
０

Ｓ
ｎ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
１
１

Ｓ
ｎ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
１
３

Ｓ
ｎ
　

１×

１
０
７

１×
１
０
３

１
１
７
ｍ

Ｓ

ｎ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
１
９
ｍ

Ｓ

ｎ

　

１×

１
０
７

１×

１
０
３

１
２
１

Ｓ
ｎ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
５

１
２
１
ｍ

Ｓ

ｎ

放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
７

１×

１
０
３

１
２
３

Ｓ
ｎ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

１
２
３
ｍ

Ｓ

ｎ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
２
５

Ｓ
ｎ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
２

１
２
６

Ｓ
ｎ
放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
５

１×

１
０
１

１
２
７

Ｓ
ｎ
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１
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０
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２
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１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
１
９

Ｓ
ｂ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
３

１
２
０

Ｓ
ｂ
物
理
的

半
減
期

が
５
．

７
６
日

の
も
の

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
２
０

Ｓ
ｂ
物
理
的

半
減
期

が
０
．

２
６
５

時
間
の

も
の

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
２
２

Ｓ
ｂ
　

１×

１
０
４

１×

１
０
２

１
２
４

Ｓ
ｂ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
２
４
ｍ

Ｓ
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１
０
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２
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１
０
２
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２
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５
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０
１

１
２
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ｍ

Ｓ
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１×
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０
５

１×

１
０
１

１
２
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Ｓ
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１×

１
０
６

１×

１
０
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１
２
８
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５
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１
０
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０
６
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１
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３
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０
５

１×
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０
１
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３
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Ｓ
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１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
１
６

Ｔ
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１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
２
１

Ｔ
ｅ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
２
１
ｍ

Ｔ
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１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
２
３

Ｔ
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１×

１
０
６
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０
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２
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１×
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０
６
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１
０
３
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３
１

Ｔ
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１×

１
０
５

１×

１
０
２
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３
１
ｍ

Ｔ

ｅ

　

１×
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０
６

１×

１
０
１

１
３
２

Ｔ
ｅ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
３
３
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１×
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０
５

１×

１
０
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３
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ｅ
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５
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４
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０
６
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１
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Ｉ
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５
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０
１

１
２
０
ｍ

Ｉ
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１
０
５

１×

１
０
１

１
２
１

Ｉ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
２
３

Ｉ

　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
２
４

Ｉ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
２
５
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１×

１
０
６

１×

１
０
３

１
２
６
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１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
２
８

Ｉ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
２

１
２
９

Ｉ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
２

１
３
０

Ｉ
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１
０
６
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０
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３
１
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０
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２

１
３
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０
５

１×

１
０
１

１
３
２
ｍ
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１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
３
３
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０
６

１×

１
０
１

１
３
４

Ｉ
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１
０
５

１×

１
０
１

１
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５

Ｉ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
２
０

Ｘ
ｅ
　

１×

１
０
９

１×

１
０
２
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１
２
１

Ｘ
ｅ
　

１×

１
０
９

１×

１
０
２

１
２
２

Ｘ
ｅ
放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
９

１×

１
０
２

１
２
３

Ｘ
ｅ
　

１×

１
０
９

１×

１
０
２

１
２
５

Ｘ
ｅ
　

１×

１
０
９

１×

１
０
３

１
２
７

Ｘ
ｅ
　

１×
１
０
５

１×

１
０
３

１
２
９
ｍ

Ｘ

ｅ

　

１×

１
０
４

１×

１
０
３

１
３
１
ｍ

Ｘ

ｅ

　

１×

１
０
４

１×
１
０
４

１
３
３

Ｘ
ｅ
　

１×

１
０
４

１×

１
０
３

１
３
３
ｍ

Ｘ

ｅ

　

１×

１
０
４

１×

１
０
３

１
３
５

Ｘ
ｅ
　

１×

１
０
１
０

１×

１
０
３

１
３
５
ｍ

Ｘ

ｅ

　

１×

１
０
９

１×

１
０
２

１
３
８

Ｘ
ｅ
　

１×

１
０
９

１×

１
０
２

１
２
５

Ｃ
ｓ
　

１×

１
０
４

１×

１
０
１

１
２
７

Ｃ
ｓ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
２

１
２
９

Ｃ
ｓ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
２

１
３
０

Ｃ
ｓ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
３
１

Ｃ
ｓ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

１
３
２

Ｃ
ｓ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

１
３
４

Ｃ
ｓ
　

１×

１
０
４

１×

１
０
１

１
３
４
ｍ

Ｃ

ｓ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
３

１
３
５

Ｃ
ｓ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
４

１
３
５
ｍ

Ｃ

ｓ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
３
６

Ｃ
ｓ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

１
３
７

Ｃ
ｓ
放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
４

１×

１
０
１

１
３
８

Ｃ
ｓ
　

１×

１
０
４

１×

１
０
１

１
２
６

Ｂ
ａ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
２
８

Ｂ
ａ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
３
１

Ｂ
ａ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
３
１
ｍ

Ｂ

ａ

　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
３
３

Ｂ
ａ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
３
３
ｍ

Ｂ

ａ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
３
５
ｍ

Ｂ

ａ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
３
７
ｍ

Ｂ

ａ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
３
９

Ｂ
ａ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
２

１
４
０

Ｂ
ａ
放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
５

１×

１
０
１

１
４
１

Ｂ
ａ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

１
４
２

Ｂ
ａ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
３
１

Ｌ
ａ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
３
２

Ｌ
ａ
　

１×
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０
６

１×

１
０
１

１
３
５

Ｌ
ａ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
３
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３
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１×
１
０
７

１×

１
０
３

１
３
８

Ｌ
ａ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
４
０

Ｌ
ａ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

１
４
１

Ｌ
ａ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
２

１
４
２

Ｌ
ａ
　

１×

１
０
５

１×
１
０
１

１
４
３

Ｌ
ａ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
２

１
３
４

Ｃ
ｅ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
３

１
３
５

Ｃ
ｅ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
３
７

Ｃ
ｅ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
３

１
３
７
ｍ

Ｃ

ｅ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

１
３
９

Ｃ
ｅ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
４
１

Ｃ
ｅ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
４
３

Ｃ
ｅ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
４
４

Ｃ
ｅ
放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

１×

１
０
５

１×

１
０
２

種
を
含

む
。

１
３
６

Ｐ
ｒ
　

１×

１
０
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１×
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３
７

Ｐ
ｒ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
３
８
ｍ

Ｐ

ｒ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
３
９

Ｐ
ｒ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
４
２

Ｐ
ｒ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
２

１
４
２
ｍ

Ｐ

ｒ

　

１×

１
０
９

１×

１
０
７

１
４
３

Ｐ
ｒ
　

１×
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０
６

１×

１
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４

１
４
４

Ｐ
ｒ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
２

１
４
５

Ｐ
ｒ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
３

１
４
７

Ｐ
ｒ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

１
３
６

Ｎ
ｄ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
３
８

Ｎ
ｄ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
３

１
３
９

Ｎ
ｄ
　

１×

１
０
６

１×
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０
２
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９
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Ｎ
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１×
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０
６

１×
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１
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１×

１
０
７

１×

１
０
２
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ｄ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
４
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１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
５
１

Ｎ
ｄ
　

１×

１
０
５

１×
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０
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４
１

Ｐ
ｍ
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０
５

１×
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０
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１×

１
０
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１×
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０
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１×

１
０
６

１×
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０
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１
４
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１×

１
０
７

１×

１
０
３

１
４
６

Ｐ
ｍ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
４
７

Ｐ
ｍ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
４

１
４
８

Ｐ
ｍ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

１
４
８
ｍ

Ｐ

ｍ

放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
４
９

Ｐ
ｍ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

１
５
０
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０
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１×
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０
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５
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Ｐ
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０
２
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０
１

１
４
２

Ｓ
ｍ
　

１×
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１
０
２

１
４
５

Ｓ
ｍ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
４
６

Ｓ
ｍ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

１
４
７

Ｓ
ｍ
サ
マ
リ

ウ
ム
中

の
１
４
７

Ｓ
ｍ
の

天
然
の

組
成
を

人
為
的

に
変
え

た
も
の

１×

１
０
４

１×

１
０
１

１
４
７

Ｓ
ｍ
サ
マ
リ

ウ
ム
中

の
１
４
７

Ｓ
ｍ
の

天
然
の

組
成
を

人
為
的

に
変
え

て
い
な

い
も
の

１×

１
０
４

１
．
３×

１
０
２

１
５
１

Ｓ
ｍ
　

１×

１
０
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１
０
４

１
５
３

Ｓ
ｍ
　

１×

１
０
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１×

１
０
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１
５
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ｍ
　

１×
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０
６

１×

１
０
２

１
５
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Ｓ
ｍ
　

１×
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０
６
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１
０
２

１
４
５

Ｅ
ｕ
　

１×
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０
６

１×

１
０
１

１
４
６

Ｅ
ｕ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
４
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Ｅ
ｕ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
４
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Ｅ
ｕ
　

１×
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０
６

１×

１
０
１

１
４
９

Ｅ
ｕ
　

１×

１
０
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１×

１
０
２

１
５
０

Ｅ
ｕ
物
理
的

半
減
期

が
３
４

．
２
年

の
も
の

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
５
０

Ｅ
ｕ
物
理
的

半
減
期

が
１
２

．
６
時

１×

１
０
６

１×

１
０
３
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間
の
も

の

１
５
２

Ｅ
ｕ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
５
２
ｍ

Ｅ

ｕ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
５
４

Ｅ
ｕ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
５
５

Ｅ
ｕ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
５
６

Ｅ
ｕ
　

１×
１
０
６

１×

１
０
１

１
５
７

Ｅ
ｕ
　

１×
１
０
６

１×

１
０
２

１
５
８

Ｅ
ｕ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

１
４
５

Ｇ
ｄ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

１
４
６

Ｇ
ｄ
放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
６

１×
１
０
１

１
４
７

Ｇ
ｄ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
４
８

Ｇ
ｄ
　

１×

１
０
４

１×

１
０
１

１
４
９

Ｇ
ｄ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
５
１

Ｇ
ｄ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
５
２

Ｇ
ｄ
　

１×

１
０
４

１×

１
０
１

１
５
３

Ｇ
ｄ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
５
９

Ｇ
ｄ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

１
４
７

Ｔ
ｂ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
４
９

Ｔ
ｂ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
５
０

Ｔ
ｂ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
５
１

Ｔ
ｂ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
５
３

Ｔ
ｂ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
５
４

Ｔ
ｂ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
５
５

Ｔ
ｂ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
５
６

Ｔ
ｂ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
５
６
ｍ

Ｔ

ｂ

物
理
的

半
減
期

が
１
．

０
２
日

の
も
の

１×

１
０
７

１×

１
０
３

１
５
６
ｍ

Ｔ

ｂ

物
理
的

半
減
期

が
５
．

０
０
時

１×

１
０
７

１×

１
０
４

間
の
も

の

１
５
７

Ｔ
ｂ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
４

１
５
８

Ｔ
ｂ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
６
０

Ｔ
ｂ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
６
１

Ｔ
ｂ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

１
５
５

Ｄ
ｙ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
５
７

Ｄ
ｙ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
５
９

Ｄ
ｙ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
３

１
６
５

Ｄ
ｙ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

１
６
６

Ｄ
ｙ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

１
５
５

Ｈ
ｏ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
５
７

Ｈ
ｏ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
５
９

Ｈ
ｏ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
６
１

Ｈ
ｏ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
６
２

Ｈ
ｏ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
６
２
ｍ

Ｈ

ｏ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
６
４

Ｈ
ｏ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

１
６
４
ｍ

Ｈ

ｏ

　

１×

１
０
７

１×

１
０
３

１
６
６

Ｈ
ｏ
　

１×
１
０
５

１×

１
０
３

１
６
６
ｍ

Ｈ

ｏ

　

１×
１
０
６

１×

１
０
１

１
６
７

Ｈ
ｏ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
６
１

Ｅ
ｒ
　

１×

１
０
６

１×
１
０
１

１
６
５

Ｅ
ｒ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
３

１
６
９

Ｅ
ｒ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
４

１
７
１

Ｅ
ｒ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
７
２

Ｅ
ｒ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
６
２

Ｔ
ｍ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
６
６

Ｔ
ｍ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
６
７

Ｔ
ｍ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
７
０

Ｔ
ｍ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

１
７
１

Ｔ
ｍ
　

１×

１
０
８

１×

１
０
４

１
７
２

Ｔ
ｍ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
７
３

Ｔ
ｍ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
７
５

Ｔ
ｍ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
６
２

Ｙ
ｂ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
６
６

Ｙ
ｂ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
６
７

Ｙ
ｂ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
６
９

Ｙ
ｂ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
７
５

Ｙ
ｂ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
３

１
７
７

Ｙ
ｂ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
７
８

Ｙ
ｂ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

１
６
９

Ｌ
ｕ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
７
０

Ｌ
ｕ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
７
１

Ｌ
ｕ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
７
２

Ｌ
ｕ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
７
３

Ｌ
ｕ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
７
４

Ｌ
ｕ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
７
４
ｍ

Ｌ

ｕ

　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
７
６

Ｌ
ｕ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
７
６
ｍ

Ｌ

ｕ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

１
７
７

Ｌ
ｕ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
３

１
７
７
ｍ

Ｌ

ｕ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
７
８

Ｌ
ｕ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
２

１
７
８
ｍ

Ｌ

ｕ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

１
７
９

Ｌ
ｕ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

１
７
０

Ｈ
ｆ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
７
２

Ｈ
ｆ
放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
７
３

Ｈ
ｆ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
７
５

Ｈ
ｆ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
７
７
ｍ

Ｈ

ｆ

　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

１
７
８
ｍ

Ｈ

ｆ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
７
９
ｍ

Ｈ

ｆ

　

１×
１
０
６

１×

１
０
１

１
８
０
ｍ

Ｈ

ｆ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
８
１

Ｈ
ｆ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
８
２

Ｈ
ｆ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
８
２
ｍ

Ｈ

ｆ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
８
３

Ｈ
ｆ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
８
４

Ｈ
ｆ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
７
２

Ｔ
ａ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
７
３

Ｔ
ａ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
７
４

Ｔ
ａ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
７
５

Ｔ
ａ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
７
６

Ｔ
ａ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
７
７

Ｔ
ａ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
７
８

Ｔ
ａ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
７
９

Ｔ
ａ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
３

１
８
０

Ｔ
ａ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
８
０
ｍ

Ｔ

ａ

　

１×

１
０
７

１×

１
０
３

１
８
２

Ｔ
ａ
　

１×

１
０
４

１×

１
０
１

１
８
２
ｍ

Ｔ

ａ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
８
３

Ｔ
ａ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
８
４

Ｔ
ａ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
８
５

Ｔ
ａ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
２

１
８
６

Ｔ
ａ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

１
７
６W

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
７
７W

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
７
８W

放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
７
９W

　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
８
１W

　

１×

１
０
７

１×

１
０
３

１
８
５W

　

１×

１
０
７

１×

１
０
４

１
８
７W

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
８
８W

放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

１×

１
０
５

１×

１
０
２
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種
を
含

む
。

１
７
７

Ｒ
ｅ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
７
８

Ｒ
ｅ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
８
１

Ｒ
ｅ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
８
２

Ｒ
ｅ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
８
４

Ｒ
ｅ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
８
４
ｍ

Ｒ

ｅ

　

１×
１
０
６

１×

１
０
２

１
８
６

Ｒ
ｅ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

１
８
６
ｍ

Ｒ

ｅ

　

１×

１
０
７

１×

１
０
３

１
８
７

Ｒ
ｅ
　

１×

１
０
９

１×
１
０
６

１
８
８

Ｒ
ｅ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
２

１
８
８
ｍ

Ｒ

ｅ

　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
８
９

Ｒ
ｅ
放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
８
０

Ｏ
ｓ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
８
１

Ｏ
ｓ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
８
２

Ｏ
ｓ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
８
５

Ｏ
ｓ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
８
９
ｍ

Ｏ

ｓ

　

１×

１
０
７

１×

１
０
４

１
９
１

Ｏ
ｓ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
９
１
ｍ

Ｏ

ｓ

　

１×

１
０
７

１×

１
０
３

１
９
３

Ｏ
ｓ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
９
４

Ｏ
ｓ
放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
５

１×

１
０
２

１
８
２

Ｉ
ｒ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

１
８
４

Ｉ
ｒ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
８
５

Ｉ
ｒ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
８
６

Ｉ
ｒ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
８
７

Ｉ
ｒ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
８
８

Ｉ
ｒ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
８
９

Ｉ
ｒ
放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
９
０

Ｉ
ｒ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
９
０
ｍ

Ｉ

ｒ

物
理
的

半
減
期

が
３
．

１
０
時

間
の
も

の

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
９
０
ｍ

Ｉ

ｒ

物
理
的

半
減
期

が
１
．

２
０
時

間
の
も

の

１×

１
０
７

１×

１
０
４

１
９
２

Ｉ
ｒ
　

１×

１
０
４

１×

１
０
１

１
９
２
ｍ

Ｉ

ｒ

　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
９
３
ｍ

Ｉ

ｒ

　

１×

１
０
７

１×

１
０
４

１
９
４

Ｉ
ｒ
　

１×
１
０
５

１×

１
０
２

１
９
４
ｍ

Ｉ

ｒ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
９
５

Ｉ
ｒ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
９
５
ｍ

Ｉ

ｒ

　

１×

１
０
６

１×
１
０
２

１
８
６

Ｐ
ｔ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
８
８

Ｐ
ｔ
放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
８
９

Ｐ
ｔ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
９
１

Ｐ
ｔ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
９
３

Ｐ
ｔ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
４

１
９
３
ｍ

Ｐ

ｔ

　

１×

１
０
７

１×

１
０
３

１
９
５
ｍ

Ｐ

ｔ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
９
７

Ｐ
ｔ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

１
９
７
ｍ

Ｐ

ｔ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
９
９

Ｐ
ｔ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

２
０
０

Ｐ
ｔ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
９
３

Ａ
ｕ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
９
４

Ａ
ｕ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
９
５

Ａ
ｕ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
９
８

Ａ
ｕ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
９
８
ｍ

Ａ

ｕ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
９
９

Ａ
ｕ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

２
０
０

Ａ
ｕ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
２

２
０
０
ｍ

Ａ

ｕ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

２
０
１

Ａ
ｕ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
９
３

Ｈ
ｇ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
９
３
ｍ

Ｈ

ｇ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
９
４

Ｈ
ｇ
放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
９
５

Ｈ
ｇ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
９
５
ｍ

Ｈ

ｇ

放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
９
７

Ｈ
ｇ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

１
９
７
ｍ

Ｈ

ｇ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
９
９
ｍ

Ｈ

ｇ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

２
０
３

Ｈ
ｇ
　

１×
１
０
５

１×

１
０
２

１
９
４

Ｔ
ｌ
　

１×
１
０
６

１×

１
０
１

１
９
４
ｍ

Ｔ

ｌ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
９
５

Ｔ
ｌ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
９
７

Ｔ
ｌ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
９
８

Ｔ
ｌ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
９
８
ｍ

Ｔ

ｌ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
９
９

Ｔ
ｌ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

２
０
０

Ｔ
ｌ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

２
０
１

Ｔ
ｌ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

２
０
２

Ｔ
ｌ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

２
０
４

Ｔ
ｌ
　

１×

１
０
４

１×

１
０
４

１
９
５
ｍ

Ｐ

ｂ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

１
９
８

Ｐ
ｂ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

１
９
９

Ｐ
ｂ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

２
０
０

Ｐ
ｂ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

２
０
１

Ｐ
ｂ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

２
０
２

Ｐ
ｂ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

２
０
２
ｍ

Ｐ

ｂ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

２
０
３

Ｐ
ｂ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

２
０
５

Ｐ
ｂ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
４

２
０
９

Ｐ
ｂ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
５

２
１
０

Ｐ
ｂ
放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
４

１×

１
０
１

２
１
１

Ｐ
ｂ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

２
１
２

Ｐ
ｂ
放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
５

１×

１
０
１

２
１
４

Ｐ
ｂ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

２
０
０

Ｂ
ｉ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

２
０
１

Ｂ
ｉ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

２
０
２

Ｂ
ｉ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

２
０
３

Ｂ
ｉ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

２
０
５

Ｂ
ｉ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

２
０
６

Ｂ
ｉ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
１
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２
０
７

Ｂ
ｉ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

２
１
０

Ｂ
ｉ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

２
１
０
ｍ

Ｂ

ｉ

放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
５

１×

１
０
１

２
１
２

Ｂ
ｉ
放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
５

１×

１
０
１

２
１
３

Ｂ
ｉ
　

１×

１
０
６

１×
１
０
２

２
１
４

Ｂ
ｉ
　

１×

１
０
５

１×
１
０
１

２
０
３

Ｐ
ｏ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

２
０
５

Ｐ
ｏ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

２
０
６

Ｐ
ｏ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

２
０
７

Ｐ
ｏ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

２
０
８

Ｐ
ｏ
　

１×

１
０
４

１×

１
０
１

２
０
９

Ｐ
ｏ
　

１×

１
０
４

１×

１
０
１

２
１
０

Ｐ
ｏ
　

１×

１
０
４

１×

１
０
１

２
０
７

Ａ
ｔ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

２
１
１

Ａ
ｔ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
３

２
２
０

Ｒ
ｎ
放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
７

１×

１
０
４

２
２
２

Ｒ
ｎ
放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
８

１×

１
０
１

２
２
２

Ｆ
ｒ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
３

２
２
３

Ｆ
ｒ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

２
２
３

Ｒ
ａ
放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
５

１×

１
０
２

２
２
４

Ｒ
ａ
放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

１×

１
０
５

１×

１
０
１

種
を
含

む
。

２
２
５

Ｒ
ａ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
２

２
２
６

Ｒ
ａ
放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
４

１×

１
０
１

２
２
７

Ｒ
ａ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

２
２
８

Ｒ
ａ
放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
５

１×

１
０
１

２
２
４

Ａ
ｃ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

２
２
５

Ａ
ｃ
放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
４

１×

１
０
１

２
２
６

Ａ
ｃ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
２

２
２
７

Ａ
ｃ
放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
３

１×

１
０－

１

２
２
８

Ａ
ｃ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

２
２
７

Ｐ
ａ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

２
２
８

Ｐ
ａ
　

１×

１
０
６

１×
１
０
１

２
３
０

Ｐ
ａ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

２
３
１

Ｐ
ａ
　

１×

１
０
３

１×

１
０
０

２
３
２

Ｐ
ａ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

２
３
３

Ｐ
ａ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

２
３
４

Ｐ
ａ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

２
３
２

Ｎ
ｐ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

２
３
３

Ｎ
ｐ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

２
３
４

Ｎ
ｐ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

２
３
５

Ｎ
ｐ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
３

２
３
６

Ｎ
ｐ
物
理
的

半
減
期

が
１
．

１
５×

１

０
５

１×

１
０
５

１×

１
０
２

年
の
も

の

２
３
６

Ｎ
ｐ
物
理
的

半
減
期

が
２
２

．
５
時

間
の
も

の

１×

１
０
７

１×

１
０
３

２
３
７

Ｎ
ｐ
放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
３

１×

１
０
０

２
３
８

Ｎ
ｐ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

２
３
９

Ｎ
ｐ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

２
４
０

Ｎ
ｐ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

２
３
７

Ａ
ｍ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

２
３
８

Ａ
ｍ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

２
３
９

Ａ
ｍ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

２
４
０

Ａ
ｍ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

２
４
１

Ａ
ｍ
　

１×

１
０
４

１×

１
０
０

２
４
２

Ａ
ｍ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

２
４
２
ｍ

Ａ

ｍ

放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
４

１×

１
０
０

２
４
３

Ａ
ｍ
放
射
平

衡
中
の

子
孫
核

種
を
含

む
。

１×

１
０
３

１×

１
０
０

２
４
４

Ａ
ｍ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

２
４
４
ｍ

Ａ

ｍ

　

１×

１
０
７

１×

１
０
４

２
４
５

Ａ
ｍ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

２
４
６

Ａ
ｍ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

２
４
６
ｍ

Ａ

ｍ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

２
３
８

Ｃ
ｍ
　

１×
１
０
７

１×

１
０
２

２
４
０

Ｃ
ｍ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
２

２
４
１

Ｃ
ｍ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

２
４
２

Ｃ
ｍ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
２

２
４
３

Ｃ
ｍ
　

１×

１
０
４

１×

１
０
０

２
４
４

Ｃ
ｍ
　

１×

１
０
４

１×

１
０
１

２
４
５

Ｃ
ｍ
　

１×

１
０
３

１×

１
０
０

２
４
６

Ｃ
ｍ
　

１×

１
０
３

１×

１
０
０

２
４
７

Ｃ
ｍ
　

１×

１
０
４

１×

１
０
０

２
４
８

Ｃ
ｍ
　

１×

１
０
３

１×

１
０
０

２
４
９

Ｃ
ｍ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

２
５
０

Ｃ
ｍ
　

１×

１
０
３

１×

１
０－

１

２
４
５

Ｂ
ｋ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

２
４
６

Ｂ
ｋ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

２
４
７

Ｂ
ｋ
　

１×

１
０
４

１×

１
０
０

２
４
９

Ｂ
ｋ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

２
５
０

Ｂ
ｋ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
１

２
４
４

Ｃ
ｆ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
４

２
４
６

Ｃ
ｆ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

２
４
８

Ｃ
ｆ
　

１×

１
０
４

１×

１
０
１

２
４
９

Ｃ
ｆ
　

１×

１
０
３

１×

１
０
０

２
５
０

Ｃ
ｆ
　

１×

１
０
４

１×

１
０
１

２
５
１

Ｃ
ｆ
　

１×

１
０
３

１×

１
０
０

２
５
２

Ｃ
ｆ
　

１×

１
０
４

１×

１
０
１

２
５
３

Ｃ
ｆ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
２

２
５
４

Ｃ
ｆ
　

１×

１
０
３

１×

１
０
０

２
５
０

Ｅ
ｓ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

２
５
１

Ｅ
ｓ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

２
５
３

Ｅ
ｓ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
２

２
５
４

Ｅ
ｓ
　

１×

１
０
４

１×

１
０
１

２
５
４
ｍ

Ｅ

ｓ

　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

２
５
２

Ｆ
ｍ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

２
５
３

Ｆ
ｍ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
２

２
５
４

Ｆ
ｍ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
４

２
５
５

Ｆ
ｍ
　

１×

１
０
６

１×

１
０
３

２
５
７

Ｆ
ｍ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
１

２
５
７

Ｍ
ｄ
　

１×

１
０
７

１×

１
０
２

２
５
８

Ｍ
ｄ
　

１×

１
０
５

１×

１
０
２

そ
の
他
の

放
射
性
同

位

元

素
ア
ル
フ

ァ
線
を

１×

１
０
３

１×

１
０－

１
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（
別
表
第
２

に
掲
げ
る

も
の
を
除

く
。
）

放
出
す

る
も
の

ア
ル
フ

ァ
線
を

放
出
し

な
い
も

の

１×

１
０
４

１×

１
０－

１

備
考
　
１
　
濃
度
の
単
位
Ｂ
ｑ
／
ｇ
は
、
ベ
ク
レ
ル
毎
グ

ラ
ム
を
示
す
。

２
　
第
２
欄
及
び
第
３
欄
に
掲
げ
る
数
量
及
び
濃
度
に
つ

い
て
、
放
射
平
衡
に
含
め
る
親
核
種
と
子
孫
核
種
は
次
表

に
よ
る
。

親
核
種

子
孫
核
種

２
８

Ｍ
ｇ

２
８

Ａ
ｌ

４
４

Ｔ
ｉ

４
４

Ｓ
ｃ

６
０

Ｆ
ｅ

６
０
ｍ

Ｃ
ｏ

６
８

Ｇ
ｅ

６
８

Ｇ
ａ

８
３

Ｒ
ｂ

８
３
ｍ

Ｋ
ｒ

８
２

Ｓ
ｒ

８
２

Ｒ
ｂ

９
０

Ｓ
ｒ

９
０

Ｙ

８
７

Ｙ

８
７
ｍ

Ｓ
ｒ

９
３

Ｚ
ｒ

９
３
ｍ

Ｎ
ｂ

９
７

Ｚ
ｒ

９
７

Ｎ
ｂ

９
５
ｍ

Ｔ
ｃ

９
５

Ｔ
ｃ
（
０
．
０
４
）

１
０
６

Ｒ
ｕ

１
０
６

Ｒ
ｈ

１
０
８
ｍ

Ａ
ｇ
１
０
８

Ａ
ｇ
（
０
．
０
８
９
）

１
２
１
ｍ

Ｓ
ｎ
１
２
１

Ｓ
ｎ
（
０
．
７
７
６
）

１
２
６

Ｓ
ｎ

１
２
６
ｍ

Ｓ
ｂ

１
２
２

Ｘ
ｅ

１
２
２

Ｉ

１
３
７

Ｃ
ｓ

１
３
７
ｍ

Ｂ
ａ

１
４
０

Ｂ
ａ

１
４
０

Ｌ
ａ

１
４
４

Ｃ
ｅ

１
４
４

Ｐ
ｒ

１
４
８
ｍ

Ｐ
ｍ
１
４
８

Ｐ
ｍ
（
０
．
０
４
６
）

１
４
６

Ｇ
ｄ

１
４
６

Ｅ
ｕ

１
７
２

Ｈ
ｆ

１
７
２

Ｌ
ｕ

１
７
８W

１
７
８

Ｔ
ａ

１
８
８W

１
８
８

Ｒ
ｅ

１
８
９

Ｒ
ｅ

１
８
９
ｍ

Ｏ
ｓ
（
０
．
２
４
１
）

１
９
４

Ｏ
ｓ

１
９
４

Ｉ
ｒ

１
８
９

Ｉ
ｒ

１
８
９
ｍ

Ｏ
ｓ

１
８
８

Ｐ
ｔ

１
８
８

Ｉ
ｒ

１
９
４

Ｈ
ｇ

１
９
４

Ａ
ｕ

１
９
５
ｍ

Ｈ
ｇ
１
９
５

Ｈ
ｇ
（
０
．
５
４
２
）

２
１
０

Ｐ
ｂ

２
１
０

Ｂ
ｉ
、
２
１
０

Ｐ
ｏ

２
１
２

Ｐ
ｂ

２
１
２

Ｂ
ｉ
、
２
０
８

Ｔ
ｌ
（
０
．
３
６
）
、

２
１
２

Ｐ
ｏ
（
０
．
６
４
）

２
１
０
ｍ

Ｂ
ｉ
２
０
６

Ｔ
ｌ

２
１
２

Ｂ
ｉ

２
０
８

Ｔ
ｌ
（
０
．
３
６
）
、
２
１
２

Ｐ
ｏ

（
０
．
６
４
）

２
２
０

Ｒ
ｎ

２
１
６

Ｐ
ｏ

２
２
２

Ｒ
ｎ

２
１
８

Ｐ
ｏ
、
２
１
４

Ｐ
ｂ
、
２
１
４

Ｂ
ｉ
、

２
１
４

Ｐ
ｏ

２
２
３

Ｒ
ａ

２
１
９

Ｒ
ｎ
、
２
１
５

Ｐ
ｏ
、
２
１
１

Ｐ
ｂ
、

２
１
１

Ｂ
ｉ
、
２
０
７

Ｔ
ｌ

２
２
４

Ｒ
ａ

２
２
０

Ｒ
ｎ
、
２
１
６

Ｐ
ｏ
、
２
１
２

Ｐ
ｂ
、

２
１
２

Ｂ
ｉ
、
２
０
８

Ｔ
ｌ
（
０
．
３
６
）
、

２
１
２

Ｐ
ｏ
（
０
．
６
４
）

２
２
６

Ｒ
ａ

２
２
２

Ｒ
ｎ
、
２
１
８

Ｐ
ｏ
、
２
１
４

Ｐ
ｂ
、

２
１
４

Ｂ
ｉ
、
２
１
４

Ｐ
ｏ
、
２
１
０

Ｐ
ｂ
、

２
１
０

Ｂ
ｉ
、
２
１
０

Ｐ
ｏ

２
２
８

Ｒ
ａ

２
２
８

Ａ
ｃ

２
２
５

Ａ
ｃ

２
２
１

Ｆ
ｒ
、
２
１
７

Ａ
ｔ
、
２
１
３

Ｂ
ｉ
、

２
１
３

Ｐ
ｏ
（
０
．
９
７
８
）
、
２
０
９

Ｔ
ｌ

（
０
．
０
２
１
６
）
、
２
０
９
Ｐ
ｂ
（
０
．
９

７
８
）

２
２
７

Ａ
ｃ

２
２
３

Ｆ
ｒ
（
０
．
０
１
３
８
）

２
３
７

Ｎ
ｐ

２
３
３

Ｐ
ａ

２
４
２
ｍ

Ａ
ｍ
２
４
２

Ａ
ｍ

２
４
３

Ａ
ｍ

２
３
９

Ｎ
ｐ

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

第
１
欄

第
２
欄

放
射
性
同
位

元
素
の
種
類

数
量
（
Ｂ
ｑ
）

Ｔ
ｈ

３
．
７×

１
０
６

Ｕ

３
．
７×

１
０
６

Ｐ
ｕ

３
．
７×

１
０
３
（
た
だ
し
、
２
４
３
Ｐ
ｕ
、

２
４
５

Ｐ
ｕ
及
び
２
４
６

Ｐ
ｕ
に
あ
つ
て
は
、

３
．
７×

１
０
５

）

別
表
第
３
（
第
３
条
、
第
２
８
条
、
第
２
９
条
、
第
３
０

条
、
第
３
１
条
、
第
３
２
条
、
第
３
３
条
、
第
３
９
条
、

第
４
１
条
、
第
４
４
条
関
係
）

表
面
汚
染
に
関
す
る
限
度

区
分

限
度
（
Ｂ
ｑ
／

ｃ
ｍ
２

）

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る
放
射
性
同
位

元
素

４

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
し
な
い
放
射
性
同

位
元
素

４
０

備
考
　
限
度
の
単
位
Ｂ
ｑ
／
ｃ
ｍ
２
は
、
ベ
ク
レ
ル
毎
平

方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
示
す
。

様
式
第
１
号
（
第
４
１
条
の
１
４
関
係
）

様式第1号(第41条の14関係) 

事故由来廃棄物等処分業務に係る作業届 

事 業 場 の 名 称   
事業場の
所 在 地 電話   (  )     

工 事 の 名 称   

施 設 又 は 設 備
の 名 称 

  
施設又は
設 備 の
所 有 者 電話   (  )     

作 業 の 概 要 

発 注 者 
電話   (  )     

作 業 場 の
所 在 地 

  

作業の期間       年  月  日 ～    年  月  日 

作業責任者
の 氏 名 

  
作業を行う場所
の線 量当量率
( μ S v ／ h ) 

  

作 業 区 分 
1 事故由来廃棄物等に汚染された設備の分解作業 
2 事故由来廃棄物等に汚染された設備の内部への立入作業 
3 実効線量が1週間につき1mSvを超えるおそれのある作業 

関係請負人一覧
及 び
労働者数の概数 

  人   人 

  人   人 

  人   人 

  人   人 

  人   人 

      年    月     日 

事業者職氏名                   

       労働基準監督署長 殿 

備考 

1 本届は、施設又は設備単位で届け出ることを原則とすること。 

2 「施設又は設備の所有者」の欄には、事業者と所有者が異なる場合に、所有者の氏名又は名称、

住所及び電話番号を記入すること。 

3 「発注者」の欄には、発注者の氏名又は名称、住所及び電話番号を記入すること。 

4 「作業場の所在地」の欄には、作業を行う範囲を具体的に記入すること。配置図等を用いる場合

には別添として添付すること。 

5 「作業を行う場所の線量当量率」の欄には、あらかじめ把握した作業を行う場所の線量当量率を

記入すること。作業箇所ごとに線量当量率が異なる場合は、作業箇所ごとの線量当量率の一覧を別

添として添付すること。 

6 「作業区分」の欄には、該当する番号に丸印を付すること。 

7 「関係請負人一覧及び労働者数の概数」の欄には、関係請負人ごとの名称と、当該作業に従事す

る労働者数を記入すること。欄が不足する場合には、別添として添付すること。 

様
式
第
１
号
の
２
（
第
５
７
条
関
係
）
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様
式
第
１
号
の
３
（
第
５
７
条
関
係
）

様式第1号の3(第57条関係) 

緊急時電離放射線健康診断個人票 

氏 名   性 別 男・女 生年月日 年 月 日 雇入年月日 年 月 日 

放射線業務の経歴

(他の事業におけ

るものを含む。) 

期 間 
年 月 日から 

年 月 日まで 

年 月 日から 

年 月 日まで 

①前回の健康診断までの実
効線量 

通常作業 緊急作業 

業 務 名     mSv  

( mSv) 

mSv  

( mSv) ②判 定 と 処 置     

健 康 診 断 年 月 日         

現 在 の 業 務 名         

 
 
 
 

前
回
の

健
康
診
断
後
に

受
け
た
線
量 

実
効
線
量 

外部被ばくによるもの (mSv)         

内部被ばくによるもの (mSv)         

計 (mSv)         

等
価
線
量 

眼の水晶体 (mSv)         

皮膚 (mSv)         

血

液 

白 血 球 数 (個／mm3)         

白
血
球
百
分
率 

リ ン パ 球 (％)         

単 球 (％)         

異 型 リ ン パ 球 (％)         

好
中
球 

桿 状 核 (％)         

分 葉 核 (％)         

好 酸 球 (％)         

好 塩 基 球 (％)         

赤 血 球 数 (万個／mm3)         

血 色 素 量 (g／dL)         

ヘ マ ト ク リ ッ ト 値 (％)         

そ の 他         

甲

状

腺 

甲状腺刺激ホルモン (μIU／mL)         

遊 離 ト リ ヨ ー ド サ イ ロ ニ ン
(FT3)          (pg／mL) 

        

遊 離 サ イ ロ キ シ ン ( F T 4 ) 
(ng／dL) 

        

眼 水 晶 体 の 混 濁 (有無)         

皮

膚 

発 赤 (有無)         

乾 燥 又 は 縦 じ わ (有無)         

潰 瘍 (有無)         

爪 の 異 常 (有無)         

そ の 他 の 検 査         

全 身 的 所 見         

自 覚 的 訴 え         

参 考 事 項         

③医 師 の 診 断         

健 康 診 断 を 実 施 し た 医 師 の 氏 名         

④医 師 の 意 見         

意 見 を 述 べ た 医 師 の 氏 名         

  備考 

  1 ①の欄は、平成13年4月1日以後の実効線量の合計を記入すること。また、同欄の( )内には平成13年3月31

日以前の集積線量を記入すること。 

  2 ②の欄は、本票記載の健康診断又は検査までの期間に採られた放射線に関する医学的処置及び就業上の措置

について記入すること。 

  3 ③の欄は、異常なし、要精密検査、要治療等の医師の診断を記入すること。 

  4 ④の欄は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された場合に、就業上の措置について医師の意見を記

入すること。 

様
式
第
２
号
（
第
５
８
条
関
係
）
（
表
面
）

様式第2号(第58条関係)(表面) 

 

 電離放射線健康診断結果報告書         

標 準 字 体 

  

帳票

種別  

労働保

険番号 
 

対

象

年 

7：平成 

9：令和 

 

( 月～ 月分) (報告  回目) 健 診 年 月 日 
7：平成 

9：令和 

 

事 業 の 種 類 
  

事 業 場 の 名 称 
  

事業場の所在地 

郵便番号(     ) 

 

 

電話    (    )      

健康 診 断実 施 

機 関 の 名 称

及 び 所 在 地 

  

在 籍 労 働者 数 人   

従 事 労 働者 数 

男 女 計 

線

源

の

種

類 

       
 

      具体的内容 

 

 

人 人 

人 

  

有 所 見 者 数 

(受診所見の内
訳は裏面に記
入すること。) 

男 女 計 

人 人 

人 

  

  実効線量による区分 眼の水晶体の等価線量による区分 皮膚の等価線量による区分 

受

診

労

働

者

数 

1 
  検出限界

未満の者 

男 人 女 人 

  検出限界
未満の者 

男 人 女 人 

  検出限界
未満の者 

男 人 女 人 

計 

 人 

計 

 人 

計 

 人 

2 

  5ミリ
シーベル
ト以下の
者(1を除
く) 

男 人 女 人   20ミリ
シーベル
ト以下の
者(1を除
く) 

男 人 女 人   150ミリ
シーベル
ト以下の
者(1を除
く) 

男 人 女 人 

計 

 人 

計 

 人 

計 

 人 

3 

  5ミリ
シーベル
トを超え
20ミリ
シーベル
ト以下の
者 

男 人 女 人 
  20ミリ

シーベル
トを超え
50ミリ
シーベル
ト以下の
者 

男 人 女 人 
  150ミリ

シーベル
トを超え
500ミリ
シーベル
ト以下の
者 

男 人 女 人 

計 

 人 

計 

 人 

計 

 人 

4 

  20ミリ
シーベル
トを超え
50ミリ
シーベル
ト以下の
者 

男 人 女 人 
  50ミリ

シーベル
トを超え
る者 

男 人 女 人 
  500ミリ

シーベル
トを超え
る者 

男 人 女 人 

計 

 人 

計 

 人 

計 

 人 

5 

  50ミリ
シーベル
トを超え
る者 

男 人 女 人     

計 

 人 

 

ページ   総ページ 

 

  

産
業
医 

氏 名 

 

所属機関の名称

及 び 所 在 地 

 

        年  月  日      事業者職氏名 

 

 

 

         労働基準監督署長殿 受 付 印 
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様
式
第
２
号
（
第
５
８
条
関
係
）
（
裏
面
）

様式第2号(第58条関係)(裏面) 

  受診所見の内訳 

項 目 実施者数 有所見者数   項 目 実施者数 有所見者数 

白血球数 

男 
人 人  ヘマトク

リット値 

男 
人 人 

女 
人 人 

女 
人 人 

白血球百分率 

男 
人 人 

眼 

男 
人 人 

女 
人 人 

女 
人 人 

赤血球数 

男 
人 人 

皮膚 

男 
人 人 

女 
人 人 

女 
人 人 

血色素量 

男 
人 人 

  

女 
人 人 

備考 

 1 □□□で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する

文字は、光学的文字読取装置(OCR)で直接読み取りを行うので、

この用紙は汚したり、穴をあけたり必要以上に折り曲げたりし

ないこと。 

 2 記載すべき事項のない欄又は記入枠は、空欄のままとするこ

と。 

 3 記入枠の部分は、必ず黒のボールペンを使用し、様式右上に

記載された「標準字体」にならつて、枠からはみ出さないよう

に大きめのアラビア数字で明瞭に記載すること。 

 4 「対象年」の欄は、報告対象とした健康診断の実施年を記入

すること。 

 5 1年を通し順次健診を実施して、一定期間をまとめて報告す

る場合は、「対象年」の欄の( 月～ 月分)にその期間を記入

すること。また、この場合の健診年月日は報告日に最も近い健

診年月日を記入すること。 

 6 「対象年」の欄の(報告 回目)は、当該年の何回目の報告か

を記入すること。 

 7 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類によつて

記入すること。 

 8 「健康診断実施機関の名称及び所在地」の欄は、健康診断を実

施した機関が2以上あるときは、その各々について記入すること。 

  9 「在籍労働者数」、「従事労働者数」及び「受診労働者数」の欄

は、健診年月日現在の人数を記入すること。なお、この場合、「在

籍労働者数」は常時使用する労働者数を、「従事労働者数」は放

射線業務に常時従事する労働者数をそれぞれ記入すること。 

10 「有所見者数」の欄は、各健康診断項目の有所見者の合計で

はなく、健康診断項目のいずれかが有所見であつた者の人数を

記入すること。 

11 「線源の種類」の欄は、別表を参照して、該当コードを全て

記入し、( )内には具体的内容(種類別)を記載すること。なお、

該当コードを記入枠に記入しきれない場合には、報告書を複数

枚使用し、2枚目以降の報告書については、該当コード及び具体

的内容のほか「労働保険番号」、「健診年月日」及び「事業場の

名称」の欄を記入すること。 

12 線量による区分は、今回の健康診断を行つた日の属する年の

前年一年間に受けた線量によつて行うこと。 

 

別表 

コード 線源 

10 医療用のエックス線装置 

11 工業用等のエックス線装置で撮影用のもの 

12 工業用等のエックス線装置で透視用のもの 

13 工業用等のエックス線装置で分析用のもの 

14 工業用等のエックス線装置でその他のもの 

15 荷電粒子を加速する装置 

16 製造工程中のエックス線管 

17 製造工程中のケノトロン 

18 医療用のガンマ線照射装置 

19 工業用等のガンマ線照射装置 

20 ガンマ線照射装置以外の放射性物質を装備している機器 

21 放射性物質 

22 原子炉 

23 坑内におけるラドンガス 

 

様
式
第
２
号
の
２
（
第
５
８
条
関
係
）
（
表
面
）

様式第2号の2(第58条関係)(表面) 

 

   緊急時電離放射線健康診断結果報告書 

   標準字体 

 

 

  
帳票

種別  

労働

保険

番号  

  

対象

年 

 

(    月分) (報告  回目) 
健診年月日 

 

 

事業の種類 
  

事業場の名称 
  

 

事業場の所在地 

郵便番号(              ) 

 

 

 

電話       (    )         

  
折
り
曲
げ
る
場
合
は

の
所
を
谷
に
折
り
曲
げ
る
こ
と 

健康診断実施機関の

名称 

  
在籍労働者数 人 

健康診断実施機関の

所在地 

  

緊急作業従事労働者数 

男 女 計 

有所見者数 

男 女 計 

人 人 
 人 

人 人 
 人 

作業の場所   

健
康
診
断
項
目 

  実施者数 有所見者数   実施者数 有所見者数 

 白血球数 

男 人 女 人 男 人 女 人 
ヘマトク

リット値 

男 人 女 人 男 人 女 人 

 

計 
 人 

計 
 人 

計 
 人 

計 
 人 

  

白血球

百分率 

男 人 女 人 男 人 女 人 

甲状腺 

男 人 女 人 男 人 女 人 
  

計 
 人 

計 
 人 

計 
 人 

計 
 人 

赤血球数 

男 人 女 人 男 人 女 人 

眼 

男 人 女 人 男 人 女 人 

計 
 人 

計 
 人 

計 
 人 

計 
 人 

血色素量 

男 人 女 人 男 人 女 人 

皮膚 

男 人 女 人 男 人 女 人 

計 
 人 

計 
 人 

計 
 人 

計 
 人 

    

  ページ 総ページ 

 

 

  

産業医 

氏 名 
  

所属機関の名称

及 び 所 在 地 

  

 

        年   月   日 

 

                     事業者職氏名 

受 付 印      

         労働基準監督署長殿 

様
式
第
２
号
の
２
（
第
５
８
条
関
係
）
（
裏
面
）

様式第2号の2(第58条関係)(裏面) 

 

実効線量による区分   眼の水晶体の等価線量による区分 

項 目 実 施 者 数 有所見者数 項 目 実 施 者 数 有所見者数 

5ミリシーベルト以

下の者 

男 人 人 
90ミリシーベルト

以下の者 

男 人 人 

女 人 人 女 人 人 

5ミリシーベルトを

超え20ミリシーベル

ト以下の者 

男 人 人 90ミリシーベルト

を超え300ミリシー

ベルト以下の者 

男 人 人 

女 人 人 女 人 人 

20ミリシーベルトを

超え50ミリシーベル

ト以下の者 

男 人 人 
300ミリシーベルト

を超える者 

男 人 人 

女 人 人 女 人 人 

50ミリシーベルトを

超え100ミリシーベル

ト以下の者 

男 人 人 
皮膚の等価線量による区分 

項 目 実 施 者 数 有所見者数 

女 人 人 
300ミリシーベルト

以下の者 

男 人 人 

100ミリシーベルトを

超え150ミリシーベル

ト以下の者 

男 人 人 女 人 人 

女 人 人 
300ミリシーベルト

を 超 え 1 0 0 0 ミ リ

シーベルト以下の

者 

男 人 人 

150ミリシーベルトを

超え200ミリシーベル

ト以下の者 

男 人 人 女 人 人 

女 人 人 
1000ミリシーベル

トを超える者 

男 人 人 

200ミリシーベルトを

超え250ミリシーベル

ト以下の者 

男 人 人 女 人 人 

女 人 人 
  

250ミリシーベルトを超

える者 

男 人 人 

女 人 人 

備 考 

1 □□□で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学的文字読取装置(OCR)で直接読み取りを行うので、この用紙は汚し

たり、穴をあけたり、必要以上に折り曲げたりしないこと。 

2 記入すべき事項のない欄又は記入枠は、空欄のままとすること。 

3 記入枠の部分は、必ず黒のボールペンを使用し、様式右上に記載された「標準字体」にならって、枠からはみ出さないように大きめのアラビ

ア数字で明瞭に記入すること。 

4 「対象年」の欄は、報告対象とした健康診断の実施年を記入すること。 

5 健診年月日は、報告日に最も近い健診年月日を記入すること。 

6 「対象年」の欄の(報告  回目)は、当該年の何回目の報告かを記入すること。 

7 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類によって記入すること。 

8 「健康診断実施機関の名称」及び「健康診断実施機関の所在地」の欄は、健康診断を実施した機関が2以上あるときは、その各々について記

入すること。 

9 「在籍労働者数」、「緊急作業従事労働者数」及び「実施者数」の欄は、健診年月日現在の人数を記入すること。なお、この場合、「在籍労働

者数」は常時使用する労働者数を、「緊急作業従事労働者数」は緊急作業に従事した労働者数をそれぞれ記入すること。 

10 「有所見者数」の欄は、各健康診断項目の有所見者の合計ではなく、健康診断項目のいずれかが有所見であった者の人数を記入すること。 

11 「作業の場所」の欄は、報告対象とした労働者が従事した施設名を記入すること。 

12 線量による区分は、今回の健康診断を行った日の属する月の前月一月間に受けた線量によって行うこと。 

様
式
第
３
号
（
第
５
９
条
の
２
関
係
）

様式第3号(第59条の2関係) 

指定緊急作業等従事者等に係る線量等管理実施状況報告書 

フ リ ガ ナ   生 年 月 日 年 月 日 個 人 番 号   

氏 名   性 別 男 ・ 女 
指定緊急作業等
従事以前の累積
被 ば く 線 量 

  

住 所 電話     (     )         

指定緊急作業等時の
所属事業場の名称 

  

指定緊急作業等時の
所属事業場の所在地 電話     (     )         

現在の所属事業 場
の 名 称 

  

現在の所属事業 場
の 所 在 地 電話     (     )         

対象期間           年     月分 
通常作業・緊急作業
の 区 別 

通常作業・緊急作業 

対 象 月 分

累 積 線 量 

外 部 被 ば く
実 効 線 量 

(mSv) 

作 業 の 場 所   

眼 の 水 晶 体 の
等 価 線 量 

(mSv) 

皮 膚 の
等 価 線 量 

(mSv) 

内 部 被 ば く

測 定 結 果 

預 託 線 量 (mSv) 

測 定 日   

摂 取 日   

主要核種ごとの

測 定 値 

核 種   

作 業 の 内 容   

測定値 (Bq) 

核 種   

測定値 (Bq) 

核 種   

測定値 (Bq) 

 令和  年  月  日 

 備考 

 1 外国人の場合、「氏名」の欄は、漢字表記を持たない外国人の場合はローマ字表記で記入するとともに、「住
所」の欄には、現住所のほか、母国における住所及び国籍を記入すること。 

 2 「個人番号」の欄は、事業者が指定緊急作業等従事者等の線量等の管理を行うため、これらの者に対し、個人
を識別するために番号を付与した場合に記入すること。 

 3 「住所」、「指定緊急作業等時の所属事業場の名称」、「指定緊急作業等時の所属事業場の所在地」、「現在
の所属事業場の名称」及び「現在の所属事業場の所在地」の欄は、前回の報告から変更があった場合に記入す
ること。 

 4 「対象期間」の欄は、指定緊急作業等従事者等が、 

  (1) 緊急作業に従事する間は、1か月分を対象期間とすること。(提出は、当該対象期間とする月の翌々月末日
まで) 

  (2) 放射線業務(緊急作業を除く。)に従事する間は、3か月分を対象期間とし、「 月分」の欄に、その期間
が分かるよう記入すること。(提出は、当該対象期間の満了の月の翌々月末日まで) 

 5 「作業の場所」及び「作業の内容」の欄は、指定緊急作業等従事者等が、 

  (1) 緊急作業に従事する間は、当該作業に従事した場所及び作業の内容を記入すること。 

  (2) 放射線業務(緊急作業を除く。)に従事する間は、「作業の場所」の欄に、当該作業に従事した原子力施設
等の名称を記入すること。 

 6 外部被ばくの実効線量の日々の値を把握している場合には、報告対象月分の1日ごとの被ばく線量について、
測定開始日時、測定終了日時及びその間の実効線量の一覧を添付すること。 
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様
式
第
４
号
（
第
５
９
条
の
３
関
係
）

様式第4号(第59条の3関係) 

緊急作業実施状況報告書(外部線量・旬報) 

事業場の名称

所 在 地 

(電話       ) 

在籍労働者数 人 
 緊急作業

従事者数 
人 

施 設 名   

関係請負人一覧

及び緊急作業従

事者数の概数 

  人   人 

  人   人 

  人   人 

  人   人 

  人   人 

対象期間 
平成 

令和 
年  月  日 ～ 

平成 

令和 
年  月  日分 

外部線量区分 
    対象期間の

緊急作業従事者数 

平成 
令和 

  年  月  日 

   以降の累積の

緊急作業従事者数 

50mSvを超え100mSv以下 人 人 

100mSvを超え150mSv以下 人 人 

150mSvを超え200mSv以下 人 人 

200mSvを超え250mSv以下 人 人 

250mSvを超えるもの 人 人 

合 計     

平均外部線量(mSv)     

最高外部線量(mSv)     

 令和  年  月  日 

 

事業者職氏名             

 

   厚生労働大臣 殿 

【備考】 

1 本報告は、緊急作業に従事する労働者のうち、当該緊急作業で受けた外部線量が1年間

につき50mSvを超えるものについて、10日ごとの外部線量について行うこと。 

2 「関係請負人一覧及び緊急作業従事者数の概数」の欄には、関係請負人ごとの名称及び

緊急作業に従事する労働者数を記入すること。欄が不足する場合には、別添として添付す

ること。 

3 「対象期間」の欄には、緊急作業に従事する間、10日分を対象期間とすること(提出は、

当該対象期間の最後の日から5日を経過する日まで)。 

4 「 
平成 

令和 
 年 月 日以降の累積の緊急作業従事者数」の欄の日付の空白部分には、 

 当該緊急作業を開始した日を記入すること。また、同欄には、同日から対象期間の末日ま

での当該緊急作業に従事した労働者の累積数を記入すること。 

様
式
第
５
号
（
第
５
９
条
の
３
関
係
）

様式第5号(第59条の3関係) 

緊急作業実施状況報告書(実効線量・月報) 

事業場の名称

所 在 地 
(電話       ) 

在籍労働者数 人 
 緊急作業

従事者数 
人 

施 設 名   

関係請負人一覧

及び緊急作業従

事者数の概数 

  人   人 

  人   人 

  人   人 

  人   人 

  人   人 

対象期間 令和  年  月分 

実効線量区分 
    対象期間の

緊急作業従事者数 

平成 

令和 
  年  月  日 

   以降の累積の

緊急作業従事者数 

5mSv以下 人 人 

5mSvを超え20mSv以下 人 人 

20mSvを超え50mSv以下 人 人 

50mSvを超え100mSv以下 人 人 

100mSvを超え150mSv以下 人 人 

150mSvを超え200mSv以下 人 人 

200mSvを超え250mSv以下 人 人 

250mSvを超えるもの 人 人 

合 計     

平均実効線量(mSv)     

最高実効線量(mSv)     

 令和  年  月  日 

事業者職氏名              

    厚生労働大臣 殿 

【備考】 

1 本報告は、緊急作業に従事する労働者について、1か月ごとの実効線量について行うこ

と。 

2 「関係請負人一覧及び緊急作業従事者数の概数」の欄には、関係請負人ごとの名称及び

緊急作業に従事する労働者数を記入すること。欄が不足する場合には、別添として添付す

ること。 

3 「対象期間」の欄は、緊急作業に従事する間、1か月分を対象期間とすること(提出は、

当該対象期間とする月の翌月末日まで)。 

4 「 
平成 

令和 
 年 月 日以降の累積の緊急作業従事者数」の欄の日付の空白部分には、 

 当該緊急作業を開始した日を記入すること。また、同欄には、同日から対象期間の末日ま

での当該緊急作業に従事した労働者の累積数を記入すること。 
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様
式
第
６
号
（
第
６
１
条
関
係
）

様式第6号(第61条関係) 

ガンマ線透過写真撮影作業届 

事業場の名
称 

  
事業場の所
在地 電話   (  )     

使用する透
過写真撮影
用ガンマ線
照射装置の
概要 

製造者の氏
名又は名称 

  
型式及び
製造番号 

  
放射線源
送出し装
置 

有
無 

台数   

所 有 者 
電話   (  )     

収納されている放
射性物質の種類 

  
収納されている放
射性物質の数量 ベクレル 

透過写真の

撮影の作業

の概要 

注 文 者 
電話   (  )     

作 業 場 の
所 在 地 

  

作業の期間 年   月   日～   年   月   日 

作 業 者 数 人 
作業主任
者の氏名 

  
作業主任者
の免許番号 

  

被 撮 影 物   

放射線障害
防止のため
の措置の概
要 

  

        年  月  日 

事業者職氏名          

  労働基準監督署長殿 

 備考 

   1 「放射線源送出し装置」の欄には、該当するものに〇印を付すること。 

   2 「所有者」の欄には、事業者と所有者が異なる場合に、所有者の氏名又は名称、

住所及び電話番号を記入すること。 

   3 「収納されている放射性物質の数量」の欄には、この届を提出する際の数量を記

入すること。 

   4 「注文者」の欄には、注文者の氏名又は名称、住所及び電話番号を記入すること。 

   5 「被撮影物」の欄には被撮影物の種類、形状、大きさ、数量等を、「放射線障害防

止のための措置の概要」の欄には放射線障害防止のために講ずる措置を具体的に記

入すること。 
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